
帝
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一

今

西

一

帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

【
要
約
日
　
本
稿
は
、
従
来
研
究
史
上
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ
た
帝
国
議
会
開
設
前
の
地
価
修
正
運
動
の
歴
史
的
意
義
を
、
京
都
府
北
部
1
1
丹
後
地
域
の
具
体

的
な
事
例
研
究
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
丹
後
の
地
価
修
正
運
動
は
、
一
八
七
五
年
一
一
月
、
桜
井
勉
1
1
三
吉
三
種
ラ
イ
ン
に
よ
る
地
租
再
改
正
に
反
対
す
る
中
郡
・
与
謝
郡
の
請
願
運
動
を
始

点
と
す
る
。
そ
し
て
七
六
年
八
月
の
豊
岡
県
の
廃
止
、
丹
後
五
郡
と
丹
波
天
田
郡
の
京
都
府
へ
の
移
管
に
よ
っ
て
七
七
年
最
初
の
高
揚
期
を
む
か
え
る
。

と
こ
ろ
が
八
一
年
の
有
尾
敬
重
検
査
官
の
派
遣
と
太
政
官
布
告
第
二
五
号
に
よ
る
地
租
再
改
正
の
拒
否
に
よ
っ
て
、
運
動
は
分
裂
の
危
機
を
む
か
え
る
。

し
か
し
、
運
動
は
持
続
さ
れ
、
運
動
の
性
格
も
地
租
軽
減
闘
争
か
ら
太
政
官
布
告
第
二
五
号
の
第
一
条
但
書
「
特
別
地
価
修
正
」
を
実
現
す
る
闘
争
へ
と

転
換
す
る
。

　
一
八
八
四
年
置
地
租
条
例
、
民
権
政
社
天
橋
義
塾
の
解
散
、
「
松
方
デ
フ
レ
」
の
な
か
で
、
豪
農
た
ち
は
丹
後
出
身
の
大
蔵
省
収
税
局
次
長
神
鞭
知
常

へ
の
接
近
を
は
か
り
な
が
ら
、
京
都
府
へ
の
請
願
を
続
け
る
。
そ
し
て
八
七
年
七
月
、
漏
豊
岡
県
の
み
の
地
衝
修
正
を
勝
ち
取
る
。
八
九
年
に
は
京
都
府

全
域
の
地
価
修
正
が
実
施
さ
れ
る
。
し
か
し
、
豪
農
た
ち
の
地
元
出
身
官
僚
へ
の
接
近
は
、
彼
ら
の
運
動
の
性
格
を
「
利
益
集
団
」
へ
と
変
質
さ
せ
る
第

一
歩
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
六
九
巻
六
号
　
一
九
八
六
年
一
［
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
従
来
、
地
租
改
正
反
対
闘
争
か
ら
地
価
修
正
運
動
へ
と
い
う
農
民
闘
争
の
歴
史
的
意
義
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
「
講
座
派
」
主
流
の
研
究
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

上
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ひ
と
つ
に
は
明
治
国
家
と
地
主
と
の
早
熟
的
な
癒
着
を
説
き
、
国
家
権
力
と
地
主
（
一
豪
農
）
層
と
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の
矛
盾
を
過
少
に
し
か
評
価
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
「
地
租
・
地
代
の
資
本
へ
の
転
化
」
や
国
家
資
本
の
役
割
を
過
大

　
　
　
　
②

に
評
価
し
て
、
農
民
的
土
地
所
有
や
農
民
層
内
部
の
「
民
富
」
の
形
成
を
十
分
に
評
価
で
き
な
か
っ
た
研
究
方
法
に
問
題
が
あ
る
。
戦
前
で
は

む
し
ろ
地
価
修
正
覇
は
・
「
労
農
派
」
の
小
野
道
雄
義
妻
棄
に
よ
・
て
早
期
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
触

　
我
妻
は
、
地
価
修
正
運
動
は
「
売
買
地
価
の
平
等
性
が
法
定
地
価
の
二
重
の
不
平
等
性
－
封
建
的
偏
傾
（
地
方
的
偏
軽
偏
重
i
筆
者
）
と
資

本
主
義
的
影
響
に
よ
る
偏
傾
（
法
定
地
価
と
売
買
地
価
の
乖
離
i
筆
者
）
i
を
絶
え
ず
暴
露
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
起
り
、
「
地
租
問
題
は
国
会
開

設
前
に
於
て
は
主
と
し
て
直
接
の
減
租
要
求
と
し
て
米
価
の
低
落
を
契
機
と
し
て
展
開
」
し
、
国
会
開
設
後
は
「
民
党
の
政
府
攻
撃
の
具
に
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

せ
ら
れ
」
、
「
地
租
問
題
が
既
に
そ
の
物
質
的
基
礎
の
半
ば
を
喪
失
」
し
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
地
租
の
地
域
的
偏
軽
偏
重

や
法
定
地
価
の
固
定
化
、
米
価
闘
題
へ
の
着
目
、
帝
国
議
会
開
設
前
の
地
価
修
正
運
動
を
重
要
視
す
る
な
ど
、
戦
後
の
主
要
な
論
点
は
既
に
琉

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
戦
後
、
地
租
問
題
を
自
由
民
権
運
動
と
結
び
つ
け
て
体
系
的
に
論
じ
た
の
は
服
部
之
総
で
あ
る
。
氏
は
、
ま
ず
地
租
改
正
を
論
じ
て
、
「
五

年
目
ご
と
に
地
価
を
改
正
す
る
」
と
い
う
地
租
改
正
条
例
第
八
章
の
規
定
は
、
「
何
ら
近
代
的
な
趣
旨
は
含
ん
で
い
な
い
」
。
政
府
は
「
米
価
が

あ
が
る
と
取
り
分
が
減
る
の
で
は
困
る
か
ら
、
五
年
目
ご
と
に
換
算
率
を
切
替
え
扁
、
「
永
遠
に
封
建
的
搾
取
率
を
維
持
」
し
た
の
で
あ
り
、
「
地

主
と
い
う
も
の
は
こ
の
第
八
章
が
厳
存
す
る
間
は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
は
解
放
さ
れ
ぬ
」
と
断
言
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
今
後
の
物
品

税
が
二
百
万
円
を
超
え
る
時
に
は
そ
の
都
度
地
租
を
減
じ
て
ゆ
く
」
と
し
た
第
六
章
は
、
農
民
一
揆
を
止
め
、
「
こ
れ
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
だ
」
と
い
う
「
幻
影
」
を
農
民
の
な
か
に
ふ
り
ま
い
た
、
と
す
る
。

　
従
っ
て
、
一
八
八
四
年
に
「
地
租
条
例
第
八
章
」
が
撤
廃
さ
れ
る
と
、
「
地
主
の
反
動
化
を
も
た
ら
し
」
、
初
期
議
会
下
で
の
「
地
租
軽
減
」

要
求
は
、
明
治
｝
○
年
代
の
「
農
民
的
農
業
革
命
へ
の
情
熱
」
が
否
定
さ
れ
て
、
「
い
ま
や
半
封
建
的
寄
生
地
主
的
な
計
算
を
基
礎
と
し
、
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

金
奴
隷
化
し
た
自
作
農
の
あ
が
き
を
附
属
物
と
し
た
要
求
で
あ
り
、
寄
生
地
主
的
利
害
が
基
軸
と
な
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
服
部
の
所
説
に
対
し
て
は
、
　
一
八
八
五
年
以
降
も
国
家
取
分
は
「
著
増
」
し
て
お
り
、
「
地
主
解
放
は
現
実
化
し
て
い
な
い
」
と
い
う
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帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

　
　
　
　
　
　
　
⑦

下
山
三
郎
の
批
判
や
、
第
一
議
会
に
お
け
る
民
党
勢
力
の
社
会
的
経
済
的
一
階
級
的
基
盤
を
「
自
作
農
・
小
規
模
手
作
地
主
層
」
に
見
る
安
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

城
盛
昭
ら
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
民
権
運
動
の
解
体
（
1
1
地
主
層
の
反
動
化
）
と
明
治
一
〇
・
二
〇
年
代
の
「
地
租
軽
減
」
要
求
と
の
質

的
差
異
を
捉
え
よ
う
と
し
た
服
部
の
先
駆
的
業
績
か
ら
は
、
今
日
で
も
多
く
の
点
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
今
日
ま
た
、
自
由
民
権
運
動
の
解
体
を
一
八
八
○
年
の
太
政
官
布
告
第
四
八
号
に
よ
る
　
「
地
方
土
木
事
業
へ
の
国
庫
補
助
金
投
入
と
岩
倉

『
府
県
会
中
止
意
見
書
』
以
降
の
府
県
会
強
制
」
に
よ
る
、
と
し
て
中
央
政
府
の
地
方
へ
の
利
益
誘
導
を
重
視
す
る
有
泉
貞
夫
ら
の
説
得
的
な

　
　
　
　
　
⑨

議
論
が
あ
る
。
だ
が
、
氏
の
見
解
に
は
「
利
益
誘
導
」
一
元
論
と
も
言
う
べ
き
一
面
化
・
単
純
化
が
あ
り
、
自
由
民
権
運
動
解
体
の
複
雑
な
政

治
過
程
が
単
純
に
描
か
れ
す
ぎ
て
い
る
。
と
り
わ
け
民
衆
が
地
方
利
益
に
誘
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
受
け
皿
」
の
問
題
を
十
分
に

解
明
し
て
い
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
前
提
と
し
な
が
ら
従
来
比
較
的
研
究
の
少
な
か
っ
た
帝
国
議
会
開
設
前
夜
の
地
価
修
正
運
動
と
一
八
八
七
・

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

八
九
年
の
地
価
修
正
を
、
京
都
府
北
部
一
丹
後
地
域
の
具
体
的
な
運
動
事
例
を
紹
介
す
る
な
か
で
考
察
し
て
み
た
い
。

①
　
代
表
的
に
は
平
野
義
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
社
会
の
機
構
』
（
一
九
三
四
年
）

　
参
照
。

②
既
に
野
呂
栄
太
郎
・
山
田
盛
太
郎
ら
の
所
説
の
な
か
に
存
在
す
る
が
、
近
年
で

　
は
中
村
政
則
の
「
地
主
資
本
転
化
」
説
（
『
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
』
　
一
九
七

　
九
年
、
第
一
章
）
、
芝
原
拓
自
の
「
国
家
資
本
」
重
視
説
（
『
日
本
近
代
化
の
世
界

　
史
的
位
置
』
一
九
入
一
年
、
第
一
二
章
）
な
ど
が
あ
る
。

③
　
土
屋
喬
雄
・
小
野
道
雄
『
近
世
日
本
農
村
経
済
史
論
』
（
一
九
三
三
年
）
第
二

　
部
、
我
妻
菓
策
『
明
治
前
期
農
政
史
の
諸
問
題
』
（
一
九
三
六
年
）
二
、
参
照
。

④
我
妻
東
策
前
掲
書
、
七
七
頁
。

⑤
　
服
部
之
総
『
近
代
日
本
の
な
り
た
ち
』
一
九
四
九
年
目
脊
木
文
庫
版
、
一
九
六

　
一
年
）
一
五
二
～
四
頁
。

⑥
同
「
『
大
日
本
帝
岡
主
義
』
政
治
史
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
二
）
」
一
九
四

　
九
年
（
『
服
部
之
総
著
作
集
七
』
一
九
五
六
年
）
八
五
頁
。

⑦
　
下
由
三
郎
「
腿
治
十
年
代
の
土
地
所
有
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
歴
史
学
研
究
』

　
一
七
六
口
写
、
　
一
⊥
乃
｝
血
四
円
年
）
　
二
｝
貝
。

⑧
安
良
城
盛
昭
「
第
一
議
会
に
お
け
る
地
主
議
員
の
動
向
」
一
九
六
四
年
（
宇
野

　
俊
一
編
『
論
集
臼
本
歴
史
一
一
　
立
憲
政
治
』
一
九
七
五
年
）
二
二
〇
頁
。

⑨
有
泉
貞
夫
『
朔
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
』
（
一
九
八
○
年
）
五
九
頁
。

⑩
従
来
の
帝
国
議
会
開
設
前
の
地
価
修
正
運
動
の
研
究
と
し
て
は
、
北
崎
豊
二

　
「
明
治
中
期
の
地
価
修
正
運
動
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
二
四
号
、
一
九
六
九
年
）
、
同

　
「
帝
国
議
会
開
設
前
に
お
け
る
地
価
修
正
運
動
」
（
『
東
大
阪
市
史
紀
要
』
二
号
、
一

　
九
山
ハ
九
年
）
、
　
同
「
一
二
大
事
…
件
建
白
運
溜
甥
と
軸
娼
和
平
軽
減
・
地
目
欄
聯
診
正
運
動
」
　
（
『
復

　
刻
東
雲
新
聞
・
別
巻
』
一
九
七
七
年
）
、
同
「
河
内
国
高
安
郡
の
地
租
改
正
と
地

　
価
修
正
」
（
黒
羽
兵
治
郎
先
生
喜
寿
記
念
会
『
大
阪
地
方
の
史
的
研
究
翫
　
一
九
八
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○
年
）
、
黒
田
展
之
「
圏
会
開
設
前
の
地
価
修
正
運
動
」
（
『
中
京
女
子
大
学
紀
要
』

六
号
、
　
一
九
七
〇
年
）
、
同
「
開
治
ニ
無
量
田
畑
地
価
特
瑚
修
正
」
（
『
法
と
政
治
』

二
八
巻
三
・
四
号
、
一
九
七
入
年
）
、
原
口
清
『
明
治
前
期
地
方
政
治
史
研
究
』
上

（一

緕
ｵ
二
年
）
第
二
篇
、
猪
飼
隆
翼
「
第
一
帝
国
議
会
選
挙
と
人
民
の
動
向
」

（『

j
林
』
五
七
巻
一
号
、
一
九
七
四
年
）
、
沢
木
武
美
「
明
治
コ
ニ
年
地
価
修
正

を
め
ぐ
る
動
向
」
（
神
奈
測
大
学
大
学
院
『
研
究
論
集
』
二
号
、
一
九
七
八
年
）
、

高
嶋
雅
明
「
和
歌
山
に
お
け
る
地
租
改
正
と
地
価
修
正
運
動
」
（
和
歌
山
大
学
『
経

済
理
論
』
一
六
号
、
一
九
七
八
年
）
、
等
々
が
あ
る
。
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地
程
改
正
と
農
民
闘
争

　
1
　
壬
申
地
券
の
発
布
と
「
小
前
」
騒
動

　
　
　
①

　
豊
岡
県
に
お
け
る
地
租
改
正
は
、
一
八
七
五
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
七
二
年
一
〇
月
、
壬
申
地
券
の
発
布
の
際
に
、
「
小
前
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

騒
動
が
起
っ
て
い
る
。
そ
の
経
過
を
、
与
謝
郡
算
所
村
の
西
原
利
兵
衛
が
書
い
た
『
永
代
雑
誌
』
か
ら
見
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

　
一
八
七
二
年
「
十
一
月
六
日
、
弓
木
村
玉
典
寺
江
地
券
掛
り
官
吏
御
出
張
。
地
券
御
下
附
願
書
差
出
し
可
申
旨
御
談
目
付
、
算
所
村
二
而
ハ
吉
田

儀
助
・
西
原
利
兵
衛
・
小
牧
源
治
郎
之
地
所
三
筆
即
時
二
相
認
メ
差
出
し
徹
夜
ニ
テ
帰
村
致
候
」
。
そ
の
後
、
与
謝
郡
三
河
内
村
で
「
小
百
姓
」

論
集
議
之
上
、
強
情
二
茂
徳
田
持
主
ヨ
リ
安
価
二
引
上
ヶ
、
村
持
悪
田
勿
論
小
前
持
三
岡
茂
平
均
セ
ざ
る
分
層
分
配
い
た
し
度
旨
村
役
人
江
申
出
、
無

　
　
　
（
当
）

高
壱
俵
成
銀
三
百
匁
三
ア
購
入
い
た
し
村
持
田
江
相
付
申
候
」
と
い
う
闘
争
が
起
る
。

　
そ
の
影
響
を
受
け
て
算
所
村
で
も
「
小
前
百
姓
集
会
い
た
し
、
各
自
所
有
之
田
畑
宅
地
持
続
六
ヶ
二
敷
候
丁
付
、
今
や
改
正
ト
単
相
成
二
付
無

印
分
配
之
義
村
役
人
二
面
出
」
て
い
る
。
村
役
人
は
そ
の
趣
旨
を
「
無
高
」
地
所
有
主
の
小
牧
源
治
郎
・
西
原
利
兵
衛
・
白
蝋
佐
右
衛
門
・
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
て
）

牧
多
助
等
へ
伝
え
た
が
、
彼
ら
四
人
は
「
以
の
外
之
申
出
な
り
」
と
し
て
一
－

　
　
抑
当
村
之
如
キ
ハ
三
河
内
与
ハ
大
二
異
リ
候
。
何
ソ
ト
ナ
レ
バ
村
謹
奏
田
ハ
毫
モ
無
之
而
己
な
ら
ず
小
前
持
二
m
茂
持
続
六
ヶ
敷
ト
二
半
ノ
田
畑
更
二
期
之
、
仮

　
　
令
弐
三
ヶ
所
平
を
得
さ
る
耕
地
あ
り
と
す
る
も
則
申
出
之
如
く
遅
く
も
二
三
ヶ
年
間
・
二
地
租
御
改
正
ハ
必
セ
リ
、
然
ル
時
ハ
自
然
二
平
均
を
得
る
事
彼
我
二
見

　
　
る
処
な
り
、
此
辺
之
道
理
を
能
≧
御
熟
考
之
上
村
役
人
弁
長
百
姓
よ
り
一
般
江
説
諭
被
下
度
旨
申
張
リ
、
尚
此
上
村
役
人
ヨ
リ
談
事
態
之
茂
我
等
祖
先
伝
来
之

　
　
面
を
改
正
前
二
他
人
江
分
配
杯
ハ
出
来
さ
る
旨
申
募
リ
候
二
付
、
村
役
入
壱
名
困
却
ト
相
成
候
。



帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

と
い
っ
た
論
弁
を
弄
し
て
い
る
。
村
役
人
の
吉
田
儀
助
は
、
吉
田
宇
平
治
・
西
原
弥
平
治
・
嶋
崎
重
兵
衛
の
三
人
を
仲
裁
人
に
依
頼
し
、
「
悪

田
畑
所
有
主
ハ
無
遠
慮
村
方
江
投
出
し
可
申
旨
」
説
論
し
た
と
こ
ろ
…
1

　
　
　
一
時
ハ
数
等
筆
投
出
し
こ
相
決
候
処
、
無
代
価
二
苦
情
申
出
数
回
之
掛
合
在
営
候
処
、
村
方
ハ
持
続
六
ヶ
敷
申
出
候
田
地
網
代
金
口
テ
購
入
蓄
電
由
な
し
と
申

　
張
、
小
前
閉
口
い
た
し
田
地
ハ
ニ
ヶ
勲
位
二
相
成
畑
ハ
追
≧
相
減
し
申
候
。
宅
地
ハ
本
人
願
出
二
依
リ
村
方
ヨ
リ
売
極
致
候
所
有
ヨ
リ
一
碧
俵
壱
〆
弐
百
匁
ラ
ァ
購

　
入
、
村
方
三
珊
少
≧
相
損
い
た
し
候
。

　
少
し
長
い
紹
介
と
な
っ
た
が
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
ま
ず
壬
申
地
券
の
発
布
に
対
し
て
、
吉
田
・
西
原
・
小
牧
ら
の
上
層
農
民
と
　
「
小

前
工
兵
と
呼
ば
れ
る
下
層
農
民
と
が
、
異
な
っ
た
対
応
を
示
し
て
い
る
。
吉
田
ら
上
層
農
民
が
個
別
的
に
自
己
の
土
地
所
有
を
認
定
さ
せ
る
た

め
に
動
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
小
前
」
層
は
「
徳
田
」
（
一
1
作
徳
の
多
い
田
）
を
持
主
よ
り
買
い
取
ら
せ
、
「
村
善
悪
田
勿
論
小
前
持
三
脚
茂
平

均
セ
さ
る
分
ハ
分
配
偏
さ
せ
て
、
「
無
高
」
地
（
一
無
税
の
土
地
）
な
ど
の
分
配
に
よ
る
租
税
の
平
均
化
閾
争
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
の
「
小
前
偏
騒
動
の
結
末
は
、
西
原
の
『
明
治
十
年
日
認
』
に
よ
る
と
、
　
一
八
七
七
年
五
月
一
日
、
「
明
治
六
年
田
畑
投
出
し
人
員
呼
集

　
　
　
　
　
　
　
　
（
治
）

メ
、
掛
り
西
原
弥
平
二
・
吉
田
宇
平
治
・
富
田
仕
助
三
人
ヲ
以
テ
、
至
当
代
価
之
四
分
金
を
以
買
戻
し
勧
工
候
二
付
、
長
百
姓
協
議
之
上
尋
金

約
定
ニ
テ
決
定
仕
候
也
。
但
し
田
畑
ハ
地
価
之
壱
割
八
分
ニ
テ
為
請
戻
候
也
」
と
記
し
て
い
る
。
畑
地
は
同
年
五
月
四
日
、
「
至
当
之
代
価
四
分

金
三
ア
下
ヶ
戻
シ
申
油
谷
」
と
あ
る
。
前
掲
『
永
代
雑
誌
』
に
も
、
「
実
価
之
半
額
以
下
位
・
一
テ
売
却
二
相
決
候
。
比
投
出
し
田
畑
二
歯
冠
ハ
村
方
ハ

毫
も
損
失
無
之
大
利
益
と
相
成
候
、
到
底
投
出
人
之
損
失
と
相
即
事
」
と
、
地
主
的
立
揚
か
ら
村
役
人
一
地
主
層
の
主
導
の
も
と
に
闘
争
が
終
養

し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
「
小
前
」
闘
争
の
集
合
心
性
の
背
景
に
は
、
近
世
以
来
の
「
田
分
け
」
（
1
1
割
地
）
や
「
土
免
」
（
村
請
糊
下

で
年
貢
を
農
民
内
部
で
調
整
す
る
方
式
）
慣
行
が
深
く
係
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
算
所
村
の
「
小
前
」
層
と
は
、
一
八
六
九
年
の
時
点
で
村
落
戸
数
の
四
五
％
を
占
め
て
い
る
一
～
三
石
層
の
零
細
農
民
で
あ
る
。
一
八
七
二

年
の
「
小
前
」
騒
動
は
、
壬
申
地
券
の
発
行
時
に
、
吉
田
ら
上
層
農
民
（
一
豪
農
）
が
、
意
識
的
に
「
徳
田
」
や
「
無
高
」
地
を
自
己
の
所
有
地

と
し
て
認
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
「
小
前
」
層
が
所
有
地
の
平
均
化
1
1
租
税
平
均
化
に
立
ち
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三
河
内
村
5 （809）



で
は
一
定
の
勝
利
を
得
る
が
、
算
所
村
で
は
一
八
七
七
年
五
月
四
日
の
「
小
前
」
層
の
土
地
買
戻
し
に
よ
っ
て
闘
争
が
終
焉
す
る
。
豪
農
層
に

よ
る
「
小
前
」
1
1
貧
農
・
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
層
の
闘
争
へ
の
抑
圧
で
あ
る
。

　
維
新
期
の
貧
農
・
半
プ
ロ
層
の
「
小
前
」
騒
動
は
、
一
八
七
五
年
の
地
租
改
正
を
契
機
と
し
て
、
土
地
所
有
農
民
の
地
租
改
正
反
対
闘
争
へ

と
転
回
す
る
。
次
に
丹
後
に
お
け
る
地
租
改
正
反
対
闘
争
の
経
過
と
農
民
の
抵
抗
を
見
よ
う
。

6　（810）

　
2
　
地
租
改
正
の
実
施
過
程

　
豊
岡
県
の
地
租
改
正
は
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
行
な
わ
れ
た
か
。
丹
後
の
場
合
、
中
郡
周
王
覇
の
糸
井
又
助
の
「
未
世
心
得
之
為
二
、
糸
井

　
　
　
　
　
　
⑤

又
助
之
ヲ
写
置
也
」
と
い
う
史
料
に
よ
る
と
、
一
八
七
五
年
コ
夏
ヨ
リ
実
地
測
量
検
査
二
相
成
」
一

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
同
年
秋
大
蔵
政
御
官
員
桜
井
殿
、
豊
岡
県
・
岡
山
県
・
鳥
取
県
三
県
評
御
締
ト
シ
テ
御
派
出
一
一
相
成
候
。
其
節
豊
岡
町
養
源
寺
判
於
テ
管
内
一
般
区
長
・
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
招
数
日
之
会
有
之
、
大
野
権
参
殿
留
日
地
券
御
掛
リ
御
壁
員
中
御
出
席
二
相
成
、
御
評
議
之
上
一
般
収
穫
米
麦
被
仰
出
、
郡
≧
之
甲
乙
茂
墨
取
極
り
区
会
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
（
衙
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
力
）

　
於
テ
数
日
評
議
中
、
同
型
県
庁
地
券
掛
御
野
壷
大
脇
殿
始
岡
岡
殿
・
畠
殿
始
・
其
他
数
名
御
御
派
出
二
相
成
、
収
穫
米
麦
利
子
ホ
御
説
論
二
相
成
鳥
。
尚
又
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
惣
）

　
野
瀬
参
事
殿
峯
山
町
禅
昌
寺
江
御
出
席
相
成
、
邨
≧
用
掛
り
始
メ
長
百
姓
・
百
姓
惣
代
・
小
作
人
代
迄
モ
呼
取
二
相
常
談
条
有
之
、
当
国
一
般
田
反
別
壱
反
昌

　
付
収
穫
米
滑
石
四
斗
一
升
七
合
、
畑
反
別
壱
反
顎
付
麦
離
石
弐
斗
六
升
七
合
〇
九
才
、
利
子
ノ
義
ハ
観
潮
一
般
六
朱
欄
事
鞘
取
極
り
ニ
相
成
。
傍
之
区
長
・
戸

　
長
槍
メ
邨
≧
平
治
リ
・
百
姓
代
・
小
前
惣
代
案
連
印
悪
霊
請
書
モ
奉
差
上
候
処
、
同
年
秋
豊
岡
県
参
事
田
中
光
儀
殿
御
免
役
二
相
成
、
同
年
豊
岡
賢
愚
令
三
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）

　
周
亮
殿
御
支
配
・
一
相
成
同
処
、
前
記
之
大
蔵
政
御
管
員
桜
井
殿
中
国
ヨ
リ
帰
県
二
相
成
、
藍
蝋
之
処
ハ
他
県
之
比
較
ヨ
リ
収
穫
米
・
反
金
ホ
不
全
二
付
引
直
シ
不

　
　
　
（
マ
マ
）
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
申
テ
沿
御
蔵
政
之
御
趣
意
二
相
叶
不
日
由
二
壬
申
、
又
候
田
反
米
ニ
テ
四
合
増
、
利
子
ニ
テ
五
総
構
、
尤
畑
麦
三
合
九
勺
九
才
減
、
宅
地
反
金
三
ア
ハ
五
円
十
三
斐

　
増
被
仰
付
候
口
付
、
区
役
始
百
姓
一
同
中
ヨ
リ
歎
願
謂
い
得
共
、
引
下
ヶ
之
義
ハ
決
テ
不
剃
立
、
無
是
非
モ
次
第
ニ
テ
有
之
廉
≧
起
請
仕
候
也
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
豊
岡
県
下
で
の
地
租
改
正
は
、
一
度
決
定
し
た
米
麦
の
収
穫
高
・
利
子
な
ど
を
、
　
一
八
七
五
年
秋
（
一
〇
月
末
頃
）
、
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

財
田
露
光
儀
の
「
官
有
物
の
私
借
」
に
よ
る
更
迭
、
権
令
三
吉
周
亮
の
就
任
の
直
後
に
変
更
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
桜
井
勉
の
中
国
地
方
へ



の
「
視
察
」
が
、
地
租
再
改
正
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
勿
論
、
地
租
の
再
改
正
は
、
農
民
た
ち
の
激
し
い
抵
抗
に
会
う
。

　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
⑧

　
こ
の
桜
井
勉
一
三
吉
周
亮
ラ
イ
ン
に
よ
る
地
租
再
改
正
と
、
農
民
た
ち
の
抵
抗
の
事
例
を
、
先
述
の
与
謝
郡
算
離
村
の
西
原
の
　
『
永
代
雑

誌
』
か
ら
見
て
お
こ
う
。

　
　
一
　
豊
岡
県
下
各
大
工
毎
二
収
穫
割
当
切
符
御
下
符
相
成
、
過
当
之
収
穫
乱
淫
御
運
ヶ
東
菊
上
ト
色
≧
苦
情
申
立
中
、
明
治
八
年
十
二
月
六
臼
、
豊
岡
県
権
令

　
　
三
吉
周
河
道
・
権
参
事
大
野
右
仲
殿
其
他
地
券
掛
り
警
部
・
巡
査
臨
御
出
張
、
宮
津
町
三
上
金
兵
衛
方
略
テ
七
小
越
戸
長
兼
地
券
総
代
人
石
川
三
良
助
捕
縛
ト

　
相
成
。
夫
ヨ
サ
智
北
寺
江
第
拾
三
大
華
中
（
五
言
区
ヲ
塗
ク
）
戸
長
・
用
掛
リ
其
他
重
立
候
百
姓
御
召
出
ニ
テ
大
蔵
省
出
張
官
桜
井
殿
ト
三
吉
権
令
ト
三
簾
三
夜
応
接
之
末
管

　
下
一
般
之
収
穫
御
請
い
た
し
候
趣
詳
細
御
談
事
、
若
不
服
申
立
候
者
ハ
其
場
二
於
テ
捕
縛
相
成
業
哉
茂
難
斗
候
程
之
景
様
・
二
同
僻
易
し
、
即
時
二
村
≧
御
請

　
書
相
認
メ
差
出
し
候
。
漸
一
権
令
・
権
参
事
ヨ
リ
五
ケ
年
後
二
地
租
御
改
正
可
相
成
候
脚
付
絹
待
自
裁
旨
、
懇
≧
御
説
諭
二
型
、
然
う
バ
其
趣
御
書
下
ヶ
被
下

　
度
旨
申
上
候
処
法
律
上
難
出
来
と
被
申
、
乍
遺
憾
権
威
二
恐
レ
御
請
申
上
候
次
第
。
其
後
歎
願
書
及
手
続
等
一
＝
ア
推
知
ス
ベ
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

表1　豊岡県（丹後）と京都府の地租改正結果

i豊岡県．丹後1京　都　府

円

63．119

石
1．553

円

4．645

分
5．720

円

31．060

石
　．745
円

＊4，764

分
5．270

円

55．648

石
1．428
円

4ユ57
分
5．904

円

26．679

石
　．675
円

4．577
分

5．270

田・一反∫lz均地価i

同・収　穫　米

価
朱

米
利

跡
漏

壷・一反平均地鐡

同・収　穫　米

同・米　　　　価

同・利　　　　朱

出典：r明治前期財政経済史料集成匪第7巻
　　（1933年），　442頁。

注：＊米価は，山田4円87銭9塵3毛とも
　ある（『京都府百年の年表3　農林水産篇』

　（1970年）67頁。

　
経
過
は
同
じ
で
あ
る
が
、
与
謝
郡
で
は
後
野
村
の
石
川
三
良
助
が
捕
縛
さ
れ
、

入
獄
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
っ
て
い
る
。
ま
た
三
吉
権
令
ら
は
、
「
五
ケ

年
後
嗣
地
租
御
改
正
相
成
候
」
と
し
て
農
民
た
ち
の
不
満
を
退
け
、
「
然
う
バ
其
趣

御
書
下
ケ
被
音
度
旨
」
を
農
民
た
ち
が
申
し
立
て
る
と
、
「
法
律
上
難
出
来
」
と

欺
き
、
桐
喝
に
よ
っ
て
押
し
き
っ
て
い
る
。

　
八
五
年
＝
一
月
一
九
日
に
出
さ
れ
た
「
御
請
書
三
二
」
は
、
「
今
般
各
大
照
へ
御

割
出
シ
反
米
麦
・
宅
地
々
価
ホ
大
奥
請
、
田
反
米
福
二
四
斗
壱
升
七
合
、
畑
反
麦

蒔
石
部
斗
七
升
、
宅
地
々
価
三
十
八
円
之
分
、
各
磁
区
二
割
請
感
受
申
上
候
」
と

し
て
、
＝
二
大
区
の
「
叙
勲
区
ト
仏
り
七
小
区
二
部
ル
」
各
戸
長
が
署
名
し
、
区
長
鳥

居
講
、
副
区
長
岩
城
親
雄
・
三
宅
忠
左
衛
門
・
今
林
則
満
ら
が
「
奥
印
」
し
て
、

7　（811）



地租改正の結果

K地租虹

増加率

論
出

目07

」地租1

増加率
f’e

147

116

128

王旧貢租

同価額

　円銭
18，638．75

27，938．23

舞劃呈羅

53，821．04

　　石
4，750．3

7，057．0

］　13，525．0

円銭
35．57

36．20

40．65

31．63

40．93

33．26

37．55

36．91

畑一反歩
平均地価

円銭
23．13

13．23

26．87

21．08

26．87

22．02

25．01

20．97

田一反歩
平均地価

円銭
46．27

47．76

53．73

42．17

53．73

44．03

se．oo

G地価
総　　額

　　　　　　円銭

　916，012，86

1，086，391．20

1，241，332．50

　799，281．40

1，497，180．16

　995，792．58

1，192，922．79

7，72s，g13．4g　1
48．99

均価額は，代金納の米価より算出。J地租正増加率躊（G×0．03）÷Ix100，K地租韮増加率麗（G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

豊
岡
県
権
令
三
吉
周
亮
に
差
し
出
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
強
権
的
な
「
押
付
反
米
」
に
は
、
区
長
の
鳥
居
講
や
副
区
長
の
岩
誠
親

雄
ら
も
反
対
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
後
述
す
る
抵
抗
運
動
か
ら
わ
か
る
。
だ
が
、
三
吉
権
令

ら
は
「
五
年
後
二
地
租
御
改
正
」
と
い
う
幻
想
を
ふ
り
ま
い
て
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切
っ

た
の
で
あ
る
。
与
謝
郡
の
地
価
修
正
運
動
の
指
導
者
西
原
利
兵
衛
の
家
に
も
「
物
品
税
追

々
発
行
相
成
、
歳
入
稲
増
其
収
入
ノ
額
二
百
万
円
以
上
二
至
リ
候
節
ハ
…
…
（
略
）
…
…
地
租

ハ
終
二
百
分
野
一
二
相
成
候
」
と
い
う
地
租
改
正
条
例
第
六
章
を
書
き
抜
い
た
紙
片
が
大

切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
現
実
的
に
も
地
租
改
正
条
例
第
六
章
は
、
第
八
章
と
と
も
に
農

民
を
慰
撫
す
る
た
め
の
法
令
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　
3
　
地
税
改
正
の
結
果

　
丹
後
に
お
け
る
地
租
改
正
の
結
果
を
見
よ
う
。
全
体
と
し
て
豊
岡
県
は
七
万
九
一
二
九

円
余
の
増
租
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
京
都
府
で
は
八
万
民
〇
八
九
円
の
減
租
と
な
っ
て

　
⑪

い
る
。
ま
た
丹
後
と
京
都
府
の
田
畑
の
平
均
地
価
、
収
穫
米
、
米
価
は
意
外
に
近
い
（
表

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
、
参
照
）
。
農
業
生
産
や
商
品
流
通
、
交
通
の
在
り
方
な
ど
か
ら
見
て
も
、
丹
後
の
高
地

価
至
高
地
租
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
も
「
京
都
府
の
所
轄
の
山
城
、
丹
波
」
の
地
租
に
は
「
公
然
の
秘
密
」
が
あ
っ
て
、

「
一
旦
反
別
の
検
査
が
済
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
を
、
府
庁
に
於
て
席
上
で
一
筆
毎
に
八
掛

を
し
て
、
二
割
を
引
い
て
し
ま
っ
た
」
と
、
後
年
、
地
租
改
正
事
務
局
の
有
尾
敬
重
は
語

8　（812）



帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

蓑2　丹後における

地程改正前 地　　租　　改　　正　　後

・田鰍1・畑醸1・鍬弄1・緬積1・宅地酬劇・率
　cgo

147

147

｝ 160

町畝
109．13

156．76

134．66

106．85

203．04

159．77

140，09

　　町畝
　445．94

　844．93

　274．58

　929．36

　　99．76

1，e76．77

　532．53

　　町畝
1，672．93

1，921．75

2，071．00

1，350．85

2，581．77

1，602．36

2，014．20

町畝
321．55

485．32

734．97

　　町畝
1，118．29

1，401．00

2，374．34

第9大区

第10大区

第11大区

第12大区

第13大X
第14灘区

第15大区

熊野郡
竹野郡
中　　郡

与佐郡（1｝

与佐郡②

加佐郡（1｝

加佐郡②

13，214．86
4，203．s7　1

工，OIO．30計

出典＝糸井又助r地券編輯記　第弐』（中郡大宮町，糸井家文書）より作成。

注：F増加率＝（C＋D）÷（A＋B）×10G。　H旧貢租三力年平均は，1872～4年。

　×o．02s）÷　1　×loo．

工旧貢租三豊山冠

　
　
　
⑬

っ
て
い
る
。
こ
の
京
都
府
の
地
租
二
割
減
は
、
丹
後
と
の
不
公
平
を
益
々
大
き
く
し
、
後

述
の
地
価
修
正
運
動
の
な
か
で
も
、
京
都
府
と
比
較
し
て
の
丹
後
の
高
地
価
1
1
高
地
租
が

問
題
に
な
る
。

　
ま
た
、
丹
後
の
地
租
改
正
の
郡
別
結
果
を
表
二
に
見
る
と
、
増
加
率
に
は
不
明
が
多
い

が
、
田
畑
面
積
の
縄
延
率
で
は
与
佐
（
謝
）
郡
が
最
高
で
あ
り
、
旧
貢
租
に
対
す
る
増
加
率

で
は
熊
野
郡
が
最
高
で
あ
る
。
旧
貢
租
率
（
貢
租
÷
石
高
）
は
、
「
丹
波
三
郡
倶
馬
一
丁
及
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

丹
後
半
部
ノ
藩
領
ハ
其
租
重
ク
、
但
馬
七
藩
邸
後
半
部
ノ
幕
府
領
ハ
其
口
軽
シ
」
と
言
わ

れ
て
い
る
と
お
り
、
幕
府
領
の
熊
野
郡
で
は
二
四
・
二
％
、
藩
領
の
一
二
大
区
与
謝
郡
で

は
三
七
・
二
％
、
同
一
三
大
々
与
謝
郡
で
は
三
三
・
八
％
、
同
一
四
大
鈴
加
佐
郡
で
は
四

　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
・
二
％
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
旧
幕
府
領
の
熊
野
郡
で
は
増
加
率
が
大
き
く
、
旧
藩
領
の

竹
野
・
与
謝
郡
で
は
増
加
率
が
小
さ
い
と
い
う
結
果
に
な
る
。
一
反
歩
の
平
均
地
価
で
は
、

第
一
一
大
区
中
郡
と
第
一
三
大
高
与
謝
郡
が
、
と
も
に
田
五
四
円
弱
、
畑
二
七
円
弱
、
宅

地
四
一
円
弱
と
高
い
。

　
し
か
し
、
旧
豊
岡
県
が
な
ぜ
高
地
価
一
高
地
租
に
な
っ
た
か
を
、
再
度
地
租
改
正
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

過
を
ふ
り
返
る
な
か
で
考
え
て
み
よ
う
。
西
原
の
『
雑
誌
　
明
治
十
四
年
』
　
の
な
か
に

　　　一　一一

明
治
八
年
二
至
り
実
地
丈
量
ヲ
終
ル
。
検
査
終
ル
。

右
終
テ
県
下
各
郡
村
共
平
均
反
米
・
地
券
限
之
収
量
ヲ
算
出
シ
テ
上
申
二
及
フ
。

七
時
淵
県
庁
ハ
洞
風
下
一
般
之
軸
以
榊
穫
ヲ
定
メ
ラ
ル
。
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表3　農罠側提出額と増加率

田　　方

ｽ均反米
＊修正
i＋）

農民側
�o額
@㈲

決定額

@⑧
増加率

iB÷A×100）

1887年修正額

@⑥

渡少率C－B　　×100）

（　B

第9大区熊野郡
石　合
P，028．6

石合
B072．4

石　合
P，1G1

石　合
P，245

、孟 石　合
H，166

　　％
i一）6．3

第10大区　竹野郡

第11大区　中　郡

第12大区：与謝郡

第13大区　与謝郡

第14大区　加佐郡

第15大区　加佐郡

1．101

1．007．1

．660．9

．972．

．864．

1．105．6

．193．9

．240．1

．229．

．145．5

．085．4

L工01

1．2el

．9e1

1．201

1．009

1．191

1．284

1．417

1．020

1．417

1．151

1．294

117

118

113

118

114

109

1．202

1．289

．961

1．289

1．085

1．220

4
0
只
）
∩
V
7
7
・

6。

X．

T，

X
5
。
5

）
）
）
）
）
）

一
　
【
一

（
（
（
（
（
（

平 均
．g62．7　1　．161．os　l　laol　1　1．261 115 1　i．i73　1　（一）ze

出典＝農民側壁出額は糸井又助r地券編輯記　第弐』（糸井家文書）により，決定・修正額は西

　　原利兵衛『地租改正修正録附雑記』（西原文書）による。

注：＊修正は，「田井五郎右衛門殿之御心積り書」（『地券編輯記』）である。

衷4　豊岡県の郡製地位等級

　
而
シ
テ
県
下
永
逝
区
位
ヲ
投
票
シ
テ
定
ル
。

　
此
投
票
タ
ル
名
ア
リ
テ
実
ナ
キ
者
ニ
テ
彼
是
土
地
之
景
況
ヲ
感
知
セ
サ
ル
各
区
長
ヲ
招
集
、

尊
爵
二
大
区
之
等
位
ヲ
定
ム
。

　
右
様
ノ
訳
一
＝
ア
大
平
位
其
当
ヲ
得
ス
。

　
此
ノ
如
キ
不
適
当
成
ル
大
区
位
二
県
庁
三
三
メ
タ
ル
収
穫
之
高
ヲ
其
等
位
二
応
シ
テ
割
当
ス

円
3
5
　
3
5
　
3
8
3
8
3
8
　
3
8
3
8
3
8
　
3
2
　
3
8
3
2
　
3
8
　
3
2
　
3
2
　
3
2
　
3
2
　
3
2
　
3
2
　
3
2
　
3
8
3
0

35

測
器
鷹
路
趨
撒
瀦
鵡
鷲
聯
㎜
…
石
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
　
）
豆
麦
麦
豆
食
置
麦
豆
麦
麦
麦
麦
麦
豆
蓑
麦
豆
麦
豆
麦
菱
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（
　
（

榴
1
）
）
豆
麦
（
（

　
　
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
石
播
搬
年
輪
叢
論
鍔
羅
鵬
畿
捻
・

鉗
1

噂
同
職
同
職
同
同
寸
間
岡
同
痔
丘
岡
同
工
同
同
同
下
下

郡
郡
郡
郡
郡
国
郡
郡
郡
郡
郡
郡
国
郡
郡
郡
郡
郡
郡
郡
郡
気
気
上
上
父
謝
　
　
多
田
来
田
佐
野
石
野
方
含
佐
崎
謝
味
多
多
氷
氷
養
与
中
気
天
朝
天
加
竹
出
熊
二
美
加
城
与
七
区
区
区
匿
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
区
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
2
1
2
0
1
9
1
8
4
1
3
1
1
3
1
7
5
1
6
1
5
1
0
2
9
7
8
1
4
1
1
2
6
第
第
第
黒
黒
第
四
第
第
第
第
第
第
二
第
第
第
第
第
第
第

均
平

出典：『地租改正修正録附雑読（西原家文書）より作成。
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ル
ニ
至
レ
リ
。

一
　
右
割
当
タ
ル
収
穫
モ
尚
他
府
県
二
比
ス
レ
パ
少
量
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
至
リ
、
重
テ
収
穫
ヲ
増
割
当
ツ
ル
ニ
至
ル
。

一
　
戴
二
於
テ
兼
テ
割
当
之
収
穫
二
服
セ
サ
ル
ニ
又
再
度
増
加
之
割
当
ヲ
余
事
ラ
ル
・
ヲ
以
テ
人
民
蓋
不
当
ヲ
訴
フ
ル
ニ
至
リ
、
民
間
嘩
美
声
ヲ
絶
タ
ズ
。
終

二
上
局
県
下
二
出
張
セ
ラ
レ
警
部
巡
査
ヲ
概
キ
八
議
ヲ
説
諭
致
サ
レ
強
迫
尤
強
ク
轟
轟
ハ
縛
セ
ラ
レ
タ
ル
者
是
ア
リ
。
又
拘
引
二
番
フ
者
ア
ル
場
合
昌
至
リ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
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表5　与謝郡の遜畑宅等級

町村数

1
2
5
1
2
4
4
5
1
1
1
4
2
6
3
6
2
1

宅地等級

　円

240－v

150－」240

工00～150

90一一」IOO

70一一　90

60一　7e

55一　60

50一一　55

45一一　50

40－v　45

35一　40

30一　35

25－v　3e

田粥数

1
3
3
3
9
1
4
1
5
P
1
8
1
7
5
2

畑野同

石
1．9’一

1．6一一Jl．9

L5－ul．6

1．4”vl．5

1．3n・一1．4

1．2一一1．3

1．1－1．2

1．ONI．1

e．gNl．o

O．8tvO．9

0．7一一〇．8

e．6e－O．7

町村数
利
表禦滲等級

1
1
4
1
6
8
1
5
1
2
8
1
4
1
0
3
8

石
1．9’v

1・7”wla9

1．6’vl．7

1．5Nl，6

1．4n－1．5

1．3’wl．4

1．2－vl．3

1．1’vl．2

工，0～1．1

0．9～ユ．o

O．8一一〇．9

0．7一一〇．8

等
等
等
等
等
等
等
等
等
等
等
等
等

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
一
　
　
1
　
　
1
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出典：『地租改正修正録附雑記』より作成。

注1この数字は，『雑誌』（明治13年）にも載っているが，いずれも京都府

　への合併後のものである。

　
不
得
止
一
同
措
黙
候
時
御
受
書
ヲ
出
ス
事
ト
ナ
リ
タ
リ
。
若
御
千
守
サ
レ
ハ
蓋

　
縛
二
就
ク
恐
レ
ア
ル
ヲ
以
テ
皆
声
ヲ
呑
ミ
絶
へ
忍
フ
事
ト
ナ
レ
リ
。

　
ま
ず
土
地
丈
量
検
査
後
、
各
郡
村
か
ら
平
均
反
米
が
自
主
的
に
提
出
さ

れ
る
。
そ
れ
が
表
三
の
農
民
町
営
出
額
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
県
側
は
「
各

区
長
ヲ
招
集
」
し
て
、
「
大
区
之
等
位
ヲ
定
」
め
、
「
収
穫
上
高
ヲ
其
等
位

二
応
シ
テ
割
当
」
し
て
き
た
。
「
地
位
等
級
」
体
系
に
よ
る
「
押
付
反
米
」

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
農
民
索
引
出
額
が
最
も
強
く
拒
絶
さ
れ

た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
％
増
に
決
定
し
た
第
一
一
大
区
中
郡
と
第
一
三

大
区
与
謝
郡
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
地
域
が
そ
の
後
の
地
価
修

正
運
動
の
中
心
と
な
り
、
一
八
八
七
年
の
地
価
修
正
で
と
も
に
九
％
減
と

い
う
最
も
大
き
な
成
果
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
（
表
三
、
参
照
）
。

　
豊
岡
県
全
体
の
地
位
等
級
を
表
四
に
見
る
。
一
・
二
等
は
兵
庫
県
側
の

諸
郡
で
あ
り
、
丹
後
で
は
第
＝
二
大
区
与
謝
郡
と
第
一
一
大
上
中
郡
と
が

三
等
で
最
高
位
に
あ
る
。
第
＝
丁
一
三
大
区
全
体
を
併
せ
た
与
謝
郡
の

な
か
で
も
、
三
五
の
よ
う
に
各
町
村
毎
の
地
位
等
級
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
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先
述
の
よ
う
に
、
豊
岡
県
で
は
県
↓
郡
↓
町
村
と
い
う
順
で
地
位
等
級
が
上
か
ら
決
め
ら
れ
、
「
押
付
反
米
」
が
強
行
さ
れ
て
い
る
。

　
従
来
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
政
府
は
、
…
八
七
四
年
一
二
月
迄
に
三
六
府
県
着
手
中
で
地
租
改
正
が
完
了
し
て
い
た

の
は
二
県
一
党
、
新
地
租
が
旧
貢
租
よ
り
五
九
〇
万
円
（
一
六
％
）
の
減
租
が
見
込
ま
れ
る
と
知
っ
て
、
強
力
な
ま
き
返
し
を
は
か
っ
た
。
七

五
年
五
月
、
大
蔵
・
内
務
両
省
の
間
に
地
租
改
正
事
務
局
が
設
置
さ
れ
、
本
局
か
ら
各
地
に
係
官
を
派
遣
し
て
指
導
・
監
督
に
あ
た
っ
た
。
同

年
七
月
八
日
に
「
地
租
改
正
条
例
細
目
」
を
制
定
し
、
収
穫
調
査
を
農
民
の
申
告
方
式
か
ら
中
央
が
地
方
に
押
し
つ
け
る
地
位
等
級
体
系
に
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
か
え
た
（
い
わ
ゆ
る
「
押
付
反
米
」
）
。
豊
岡
集
の
地
租
改
正
は
、
こ
の
地
位
等
級
体
系
に
よ
る
「
押
付
反
米
」
の
典
型
的
な
事
例
の
ひ
と
つ
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
丹
後
で
は
、
一
度
決
定
し
た
米
麦
の
収
穫
量
・
利
子
な
ど
を
七
五
年
一
〇
月
末
頃
か
ら
引
直
し
て
い
る
が
、
筑
摩
県
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

場
合
は
、
地
位
等
級
体
系
の
導
入
に
よ
っ
て
「
す
で
に
地
引
帳
作
成
ま
で
終
っ
た
と
こ
ろ
も
、
ふ
た
た
び
再
調
査
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
例
は
、
か
な
り
広
汎
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
豊
岡
県
は
、
一
八
七
一
年
コ
月
二
日
、
丹
波
の
福
知
田
藩
、
丹
後
の
舞
鶴
・

宮
津
・
峰
山
藩
、
久
美
浜
県
と
、
侭
馬
の
笹
山
・
柏
原
・
出
石
・
村
岡
・
豊
圏
県

　
と
、
美
作
の
生
野
県
を
合
併
し
て
出
来
た
。
そ
の
後
、
一
八
七
六
年
八
月
二
一
日
、

　
豊
岡
県
は
廃
さ
れ
、
丹
後
五
郡
と
丹
波
天
田
郡
は
京
都
府
へ
、
但
馬
八
郡
は
兵
摩

　
県
へ
移
管
ざ
れ
る
（
内
務
省
図
書
局
『
地
方
沿
革
略
譜
』
一
八
八
二
年
）
。

②
京
都
府
与
謝
郡
加
悦
町
算
所
の
区
有
文
書
。

③
西
原
家
文
書
。
同
文
書
と
西
原
家
に
つ
い
て
は
、
拙
他
編
「
与
謝
郡
山
所
村

　
西
原
家
文
書
目
録
」
（
『
丹
後
郷
土
資
料
館
収
蔵
資
料
目
録
・
第
二
集
』
一
九
八
四

　
年
）
参
照
。

④
『
明
治
二
年
十
「
月
聴
込
華
年
免
割
帳
』
（
西
原
家
文
書
）
、
『
明
治
五
壬
申

　
歳
五
月
改
　
豊
岡
県
管
轄
第
拾
三
大
区
戸
籍
』
（
区
有
文
書
）
。
な
お
岡
戸
籍
（
写

　
本
）
に
よ
る
と
、
算
所
報
は
本
村
が
八
六
戸
（
三
三
八
人
）
、
技
村
の
被
差
別
部
落

　
が
三
六
戸
（
～
七
四
人
）
で
あ
る
。
本
村
の
職
業
構
成
は
、
農
業
が
三
八
戸
（
四

　
四
・
二
％
）
、
絹
織
物
職
が
九
戸
（
一
〇
・
五
％
）
、
縮
緬
下
職
が
三
一
戸
（
三
六

　
・
一
％
）
で
、
醗
工
・
大
工
・
塗
物
・
鏡
磨
・
木
挽
・
医
者
・
瓦
屋
が
各
一
戸
で

　
あ
る
。
農
業
と
い
っ
て
も
機
屋
を
兼
業
し
て
お
り
、
算
所
掌
は
村
蕩
の
五
〇
％
以

　
上
が
縮
緬
業
に
関
係
し
て
い
る
「
小
工
業
」
の
村
落
で
あ
る
。
算
所
村
に
つ
い
て

　
は
、
拙
稿
「
『
解
…
放
令
駈
前
夜
の
部
落
の
生
活
」
（
部
落
闇
四
題
研
究
所
編
『
京
都
の

　
部
落
問
題
二
　
近
代
京
都
の
部
落
』
一
九
入
六
年
、
所
収
）
を
参
照
。

⑤
京
都
府
中
郡
大
宮
町
周
枳
、
糸
井
欝
欝
所
蔵
。

⑥
田
中
難
儀
（
一
八
二
八
年
五
月
二
六
巳
～
八
六
年
八
月
三
「
臼
）
は
、
元
幕

　
臣
。
免
官
の
理
由
は
、
県
の
「
手
元
金
」
を
勝
手
に
貸
回
し
た
り
、
大
阪
堂
島
の

　
米
相
場
に
投
じ
た
り
し
た
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
八
七
五
年
七
月
に
免
官
と

　
な
り
、
「
○
月
に
鳥
取
県
よ
り
三
吉
周
亮
が
権
令
に
転
任
し
て
い
る
（
「
豊
岡
県
庁

　
手
許
金
取
調
候
趣
上
申
書
」
〔
国
立
公
文
書
館
所
蔵
〕
）
。

⑦
桜
井
勉
（
一
八
四
三
年
九
月
一
三
日
～
一
九
三
一
年
一
〇
月
＝
一
日
）
は
、
但

　
馬
の
墓
石
藩
出
身
の
±
族
。
「
八
七
五
年
七
月
八
日
よ
ウ
、
地
租
改
正
局
五
等
出

　
仕
と
し
て
、
「
飾
磨
・
小
田
・
岡
山
・
広
島
・
豊
岡
・
北
条
・
鳥
取
・
島
根
八
県
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へ
出
張
」
（
『
児
山
桜
井
勉
翁
米
寿
賀
集
』
一
九
三
一
年
、
一
四
二
～
三
頁
）
し
て

　
い
る
。

⑧
　
三
吉
周
亮
（
一
八
四
一
年
｝
二
月
三
霞
～
一
九
〇
三
年
六
月
一
霞
）
は
、
元
長

　
州
藩
士
で
あ
る
（
吉
田
祥
朔
『
近
世
防
長
人
名
辞
典
』
一
九
五
七
年
、
他
）
。

⑨
石
川
三
良
助
（
後
年
、
三
良
介
。
一
八
四
六
年
四
月
七
日
～
九
九
年
＝
一
月
一

　
三
日
）
は
、
　
一
八
七
五
年
第
一
三
大
野
地
租
改
正
総
代
人
と
し
て
、
「
兇
徒
囎
聚

　
の
罪
あ
り
と
し
て
豊
岡
県
に
引
致
さ
れ
、
獄
に
あ
る
こ
と
七
カ
月
に
及
ん
だ
」
（
京

　
都
府
議
会
事
務
局
『
京
都
府
議
会
歴
代
議
員
録
』
一
九
六
一
年
〔
以
下
、
『
議
員

　
録
』
と
略
〕
、
一
〇
一
一
頁
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、
一
八
入
七
年
八
月
七
日
の
『
朝

　
野
新
聞
』
の
石
川
三
良
介
の
記
婁
で
は
、
「
法
網
に
触
れ
、
遂
に
五
十
日
問
鉄
窓

　
の
中
に
陣
吟
ず
る
」
と
な
っ
て
い
る
（
『
新
聞
集
成
明
治
編
年
史
』
一
九
三
四
年
、

　
一
門
五
年
由
厭
、
　
四
五
九
頁
）
σ

⑩
西
原
利
兵
衛
『
目
誌
』
（
明
治
一
七
年
一
月
ゴ
＝
目
）
の
写
し
に
よ
る
。

⑪
金
子
雄
一
『
地
租
改
正
評
論
』
（
一
八
九
一
年
）
第
二
号
乙
表
。
我
妻
東
策
前

　
掲
書
、
五
七
頁
。

二
　
地
憩
軽
減
運
動
の
展
開

⑫
　
一
八
八
○
年
の
米
反
収
を
見
て
も
、
山
城
平
均
二
・
二
石
に
対
し
て
、
丹
後
は

　
一
・
二
石
と
二
倍
近
い
差
が
あ
る
　
（
「
明
治
十
三
年
京
都
府
統
計
表
」
　
一
三
一
～

　
六
丁
）
。

⑬
　
有
尾
敬
重
『
本
邦
地
租
の
沿
革
』
　
～
九
一
四
年
（
一
九
七
七
年
版
）
　
コ
ニ
七

　
頁
。
原
田
久
美
予
は
、
府
当
局
が
「
こ
の
よ
う
な
異
例
の
堅
塁
を
と
っ
た
背
景
に

　
は
農
民
た
ち
の
大
き
な
た
た
か
い
が
あ
っ
た
は
ず
」
と
し
て
い
る
　
（
「
物
語
京

　
都
の
自
由
畏
権
運
動
」
一
二
回
〔
『
京
都
罵
報
』
一
九
七
五
年
｝
月
二
五
日
〕
）
。

⑭
金
子
雄
一
前
掲
書
、
第
二
号
乙
表
。

⑮
『
地
券
編
輯
記
第
二
』
（
糸
井
家
文
書
）
。

⑯
た
だ
し
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
文
書
が
『
明
治
十
三
年
御
達
綴
与
謝
郡
第
六

　
組
岩
滝
村
』
（
岩
滝
役
場
文
書
）
の
な
か
に
も
あ
る
。

⑰
福
島
正
夫
『
地
租
改
正
の
研
究
』
（
一
九
六
二
年
、
七
〇
年
版
）
第
二
篇
、
近

　
藤
哲
生
『
地
租
改
正
の
研
究
』
（
｝
九
六
七
年
）
第
一
章
、
参
照
。

⑱
丹
羽
邦
男
「
明
治
前
期
に
お
け
る
租
税
の
性
絡
に
つ
い
て
（
二
）
」
（
神
奈
川
大

　
学
『
商
経
論
叢
』
八
巻
二
号
、
　
一
九
七
二
年
）
一
　
八
頁
。

　
1
　
地
租
軽
減
運
動
の
開
始

　
丹
後
で
は
、
地
租
改
正
が
終
了
し
な
い
う
ち
に
、
地
位
「
等
級
又
ハ
利
子
」
の
引
直
し
を
要
求
す
る
運
動
が
起
っ
て
い
る
。
中
郡
周
枳
村
の

用
掛
堀
清
助
が
、
「
乍
恐
以
書
付
奉
歎
願
候
」
と
い
う
歎
願
書
を
、
　
一
八
七
五
年
九
月
に
三
吉
豊
岡
県
権
令
代
理
大
野
右
三
権
参
事
に
出
し
て

い
如

　
周
枳
村
は
田
方
が
四
等
級
と
な
っ
た
が
、
水
不
足
の
た
め
「
井
堰
井
井
溝
」
の
入
費
が
嵩
み
、
他
村
と
は
地
位
等
級
が
実
質
「
二
等
級
」
の

違
い
が
あ
る
の
で
、
「
等
級
又
ハ
利
子
」
を
引
直
し
て
ほ
し
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
周
枳
村
用
掛
単
独
の
請
願
で
あ
る
。
こ
の
行
動
は
そ
の
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後
も
継
続
し
、
同
年
＝
一
月
一
九
日
に
は
、
周
枳
村
小
前
百
姓
総
代
牧
川
久
兵
衛
、
用
掛
堀
清
助
、
副
戸
長
田
中
彦
右
衛
門
の
名
で
、
「
賢
愚

書
論
ヲ
以
奉
再
歎
願
書
」
が
豊
岡
漿
権
令
三
耳
管
亮
に
出
さ
れ
、
一
八
七
七
年
一
〇
月
一
三
日
に
は
、
周
驚
風
百
姓
惣
代
堀
清
助
、
同
小
幡
八

郎
兵
衛
、
戸
長
糸
井
又
助
の
名
で
「
地
租
正
税
金
御
取
下
ケ
願
」
と
い
う
同
趣
旨
の
歎
願
書
が
、
京
都
府
知
事
楓
村
正
直
へ
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
地
租
再
改
正
後
の
一
八
七
五
年
一
一
月
六
日
に
は
、
「
地
租
御
三
正
二
付
歎
願
書
」
が
出
さ
れ
る
。
「
米
麦
石
動
村
請
言
分

磁
区
戸
長
・
用
懸
リ
共
心
得
ヲ
以
村
毎
厳
密
之
歩
苅
相
違
候
歩
合
且
従
来
収
穫
取
調
候
処
、
多
分
之
耳
環
有
之
」
の
で
、
「
明
九
年
ヨ
リ
御
官
員
派

出
之
上
御
汚
試
歩
合
ヲ
以
等
位
・
収
穫
共
公
平
之
御
処
分
被
成
下
度
、
一
同
歎
願
」
し
て
い
る
。
こ
の
歎
願
書
で
は
、
第
＝
西
区
二
小
寺
の

陰
言
村
堀
清
助
ら
三
五
町
村
の
用
掛
が
連
署
し
て
お
り
、
第
一
一
大
区
々
長
今
井
俊
邨
、
同
副
戸
長
上
田
惣
左
衛
門
・
石
橋
六
兵
衛
、
二
小
面

戸
長
糸
井
又
助
、
三
小
町
戸
長
古
雨
意
平
、
過
小
区
戸
長
岡
次
兵
五
郎
、
一
小
熊
戸
長
辻
親
厚
（
署
名
順
）
が
「
奥
印
」
し
て
、
豊
岡
県
権
令
三

吉
言
亮
、
同
権
参
事
大
野
年
忌
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
中
郡
の
全
町
村
で
あ
り
、
桜
井
1
1
三
吉
ラ
イ
ン
に
よ
る
地
租
再
改
正
に
対
し
て

村
立
の
用
掛
・
戸
長
の
結
集
が
短
期
間
に
行
な
わ
れ
、
組
織
的
な
地
租
軽
減
の
請
願
運
動
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
京
都

府
に
移
管
さ
れ
た
一
八
七
六
年
以
降
も
、
中
郡
で
は
請
願
運
動
が
続
い
て
い
る
。

　
与
謝
郡
で
も
、
中
郡
ほ
ど
組
織
的
な
動
き
で
は
な
い
が
、
地
租
改
正
に
対
す
る
抵
抗
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
先
述
の
『
永
代
雑
誌
』
に
よ
る

と
、
一
八
七
五
年
一
二
月
、
「
御
引
直
之
鴬
野
達
候
得
共
、
測
量
之
厳
な
る
を
楯
と
し
て
御
請
不
致
候
内
如
何
思
料
都
合
二
哉
収
穫
米
四
合
三
好

楼
付
禾
服
藷
中
（
鳥
居
区
長
ハ
地
券
之
件
・
一
付
人
民
江
説
論
　
　
　
ハ
マ
マ
ね
等
不
尽
之
簾
を
以
二
二
免
職
と
相
成
候
）
、
馨
・
難
事
御
墨
前
顕
壷
叢
之
御
説
諭
・
＝
・
強
漿
・
村
方
茂
速
・
御

請
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
一
八
七
五
年
一
二
月
の
再
検
査
の
時
に
、
鳥
居
講
区
長
が
「
人
民
江
説
諭
等
不
尽
」
で
罷
免
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
同
年
＝
月
、
岩
城
親
雄
副
区
長
が
、
「
十
三
大
韻
脚
区
長
岩
城
親
雄
地
租
改
正
二
付
建
議
歎
願
書
」
を
豊
岡
百
工
参
事
大
野
右
仲
に

　
　
　
　
②

出
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
一
節
が
あ
る
。

　
　
第
一
条
　
去
ル
本
年
十
月
中
豊
岡
町
養
源
寺
口
於
テ
地
租
改
正
商
議
ノ
末
、
遂
二
書
面
ヲ
以
テ
田
畑
収
穫
・
宅
地
々
価
等
ヲ
改
定
ナ
リ
タ
リ
。
該
会
血
肝
ト
民

　
権
暢
達
ノ
際
且
ツ
地
租
ハ
人
民
命
脈
ノ
関
ス
ル
処
、
其
事
至
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
全
県
下
ノ
区
戸
長
ヲ
会
シ
集
議
ア
リ
シ
モ
ノ
ト
臆
測
セ
リ
。
而
ノ
其
結
末
集
議
ノ
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帝国議会開設前夜：の地価修正運動（今西）

　
決
・
；
ラ
ジ
シ
テ
断
然
指
令
ニ
ヨ
リ
テ
決
定
シ
タ
ル
カ
如
キ
ハ
臣
末
タ
本
会
ノ
主
旨
初
ヨ
リ
何
レ
ニ
ア
ル
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。

　
「
押
付
反
米
」
が
「
民
権
暢
達
」
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
今
津
ノ
変
ス
ル
や
税
額
ヲ
増
シ
、
民
ノ
所
得
ヲ
減
ス
や
所
謂
民
ノ

義
務
二
関
ス
ル
ト
難
、
下
民
ノ
紛
転
ヲ
生
ス
ル
又
一
理
ナ
キ
ニ
非
ス
」
と
し
て
、
「
近
≧
官
吏
ヲ
派
出
シ
実
際
試
験
シ
懇
到
説
諭
」
の
あ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。
罷
免
さ
れ
た
区
長
の
鳥
居
講
は
、
七
五
年
九
・
一
〇
月
当
時
民
権
結
社
天
橋
義
塾
の
社
長
で
あ
り
、
副
区
長
の
岩
城
親
雄
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ま
た
同
製
の
副
社
長
で
あ
る
。
「
民
権
暢
達
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
人
材
培
養
」
、
「
小
学
校
教
員
ヲ
保
護
」
と
と
も
に
、
天
橋
義
塾
の
創
立
目
的

　
　
　
　
　
　
④

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
与
謝
郡
の
運
動
が
、
元
宮
津
藩
士
の
区
長
・
副
区
長
と
い
う
士
族
イ
ン
テ
リ
ー
天
橋
義
塾
の
指
導
老
に
よ
っ

て
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
岩
城
の
地
租
を
「
其
結
末
百
寮
ノ
決
ニ
ヨ
ラ
ズ
シ
テ
断
然
指
令
ニ
ヨ
リ
テ
決
定
シ

タ
ル
カ
如
キ
ハ
」
と
い
う
指
弾
に
は
「
公
議
輿
論
」
尊
重
と
い
う
枠
を
越
え
た
「
租
税
協
議
権
」
思
想
へ
の
接
近
が
あ
る
。

　
一
方
、
地
租
尊
王
無
下
の
農
民
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
動
い
た
か
。
『
永
代
雑
誌
』
に
よ
る
と
、
「
算
所
村
収
穫
不
公
平
之
趣
意
を
以
六
ケ
村

協
議
之
上
修
正
致
度
旨
」
を
和
田
正
義
戸
長
に
申
し
出
た
。
和
田
戸
長
は
「
申
出
事
件
之
是
非
を
茂
糺
さ
ず
」
、
用
掛
西
原
利
兵
衛
に
至
急
宮

津
へ
出
て
来
い
と
言
っ
た
が
、
村
で
は
等
級
・
収
穫
米
が
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
段
階
で
、
用
掛
の
西
原
が
宮
津
へ
行
く
の
は
ま
ず
い
と
し
て
、

ま
ず
代
理
人
を
立
て
て
様
子
を
見
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
西
原
は
触
頭
の
吉
田
善
助
に
、
「
戸
長
ノ
権
威
鳶
口
各
村
≧

数
十
人
之
強
勢
ヲ
以
テ
修
正
を
相
勧
る
事
有
之
も
、
承
諾
不
相
成
下
」
と
申
し
含
め
て
宮
津
へ
遣
っ
た
。
と
こ
ろ
が
吉
田
か
ら
は
、
「
不
服
申

立
毫
茂
承
諾
之
色
相
顕
れ
不
申
二
付
、
是
非
一
用
掛
リ
其
他
重
立
候
百
姓
出
張
細
謹
旨
」
申
し
越
し
て
来
た
。
そ
こ
で
西
原
は
、
長
百
姓
を
集

め
て
吉
照
を
出
張
さ
せ
た
理
由
を
話
し
た
が
、
「
今
回
之
事
件
ハ
不
容
易
大
事
件
な
り
、
将
来
村
民
之
休
戚
二
大
関
係
血
豆
な
れ
ば
用
掛
リ
ハ
出

張
セ
さ
る
方
得
策
与
決
し
」
、
小
巻
惣
左
衛
門
・
小
牧
源
治
郎
・
戸
田
与
助
・
富
田
佐
助
ら
を
宮
津
へ
遣
る
こ
と
に
し
た
一

　
夫
ヨ
リ
四
名
川
宮
津
町
中
宿
西
川
善
蔵
方
二
於
テ
、
外
五
ケ
村
用
掛
リ
・
町
頭
・
長
百
姓
数
十
人
工
数
臼
議
論
を
尽
し
候
中
、
和
田
戸
長
よ
り
数
丁
数
十
人

折
角
申
出
之
件
門
付
少
分
二
野
茂
承
諾
可
致
旨
説
諭
有
之
候
処
、
七
五
名
ハ
電
鍵
い
た
し
、
鋒
所
村
ハ
平
素
本
県
之
御
達
ハ
申
迄
、
。
無
之
輪
宝
長
之
達
ハ
遵
守
し
、

襲
二
収
穫
米
切
幽
し
も
速
二
御
霊
致
居
候
義
二
し
て
、
不
服
申
出
も
村
方
江
区
戸
長
よ
り
説
論
可
有
之
当
然
な
る
二
、
反
テ
算
所
労
実
説
論
被
下
総
段
不
服
な
り
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表6　第1・2区：の縄延率 （1877年）

・改正刺斑劇増力・率

第1区雲原村
　　　与佐村
　　　滝　村
　　　金屋村
　　　後野村
　　　加悦町
　　　温江村

計

町畝歩
62．53．28

63．06．06

73．29．27

83．54．

47．98．06

57．54．15

100．32．06

488．28．28

町畝歩
118．76．28

工13，44．1工

108．41．11

85．58．07

65．04．13

72．01．11

117．04．20

680．31．11

190

180

148

102

136

125

1工7

139

第2区四辻村 58．4620 66．77．28 114

印地村 86．61．22 9＆59．02 114

岩屋村 50．37．05 81．04．11 161

三河内村 91，11．24 126．19．17 139

算所村 33．12．19 44．49ユ4 134

加悦奥村 55．18ユ1 84，02．03 152

計 1　374．88．11　1　501．12．15　1　lgt

出典：A改正前はr与謝郡村之入数調』（京都府立総合資

　　料館所蔵）により，B改正後はr明治10年日認』（西

　　原家文書）による。

注：A改正前の実数は，「明細取調差出帳」（天保12年）に

　よると推定される。

　
　
⑤

て
い
る
。
だ
が
、
表
六
に
見
る
と
お
り
算
所
村
の
縄
延
率
は
三
四
％
で
第
二
区
の
平
均
と
同
じ
で
あ
る
。

雲
原
村
・
滝
村
で
あ
り
、
第
二
区
で
は
岩
屋
村
で
あ
る
。
第
一
区
の
金
屋
村
は
二
％
し
か
増
加
し
て
い
な
い
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

改
正
の
時
に
畝
歩
を
誤
魔
か
し
た
話
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
抵
抗
も
存
在
し
た
。

　
　
と
主
張
い
た
し
、
戸
長
・
副
戸
長
と
も
数
回
の
議
論
昌
閉
口
し
、

　
結
局
追
肥
収
穫
ハ
承
諾
セ
さ
る
事
ユ
相
決
し
右
唱
名
愈
二
二
帰
村
い

　
　
た
し
候
。

　
算
十
村
で
は
、
反
米
の
追
増
加
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
用

掛
西
原
利
兵
衛
が
中
心
と
な
っ
て
、
一
頭
・
長
百
姓
ら
が
積

極
的
に
動
い
て
い
る
。
中
郡
の
場
合
を
見
て
も
、
元
庄
屋
1
1

用
掛
冠
が
地
租
改
正
反
対
閾
争
の
リ
ー
ダ
ー
層
を
形
成
し
て
い

る
。　

し
か
し
、
地
租
改
正
に
対
す
る
抵
抗
は
、
こ
れ
ら
の
積
極
的

な
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
後
年
の
西
原
が
、
他
村
で
は
地
租
改

正
の
「
測
量
は
九
分
掛
位
（
壱
反
歩
を
九
畝
位
に
す
る
こ
と
）
一
般

の
振
合
な
り
」
、
算
所
村
は
正
直
す
ぎ
て
損
を
し
た
、
と
語
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
極
端
に
増
加
し
た
の
は
第
一
区
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
こ
の
村
で
は
今
日
で
も
地
租
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2
　
剛
八
七
七
年
の
請
願
運
動

　
一
八
七
七
年
二
月
二
一
日
、
丹
波
天
田
郡
総
代
の
一
～
五
区
芦
長
、
区
長
に
よ
る

　
　
　
　
⑦

に
出
さ
れ
る
。
同
署
願
書
に
よ
る
と
、
「
最
初
人
民
ヨ
リ
申
立
候
収
穫
実
際
ノ
登
量
」

「
田
畑
利
子
御
引
直
シ
願
」
が
、
京
都
府
知
事
楓
村
正
直

「
反
別
壱
反
歩
二
言
平
均
二
途
壱
石
壱
月
余
、
同
断
畑
麦
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九
斗
余
、
同
断
宅
地
金
廿
九
円
迄
申
立
候
得
共
御
採
用
不
相
成
、
曇
日
官
ヨ
リ
増
殖
割
当
テ
田
圃
平
均
壱
石
車
斗
七
升
、
毒
麦
同
断
壱
石
九
斗
余
、

宅
地
同
断
金
三
拾
八
円
勘
注
シ
テ
、
利
子
六
朱
未
満
ヲ
以
早
立
」
た
。
増
加
率
で
見
る
と
、
字
並
が
二
五
％
、
畑
麦
が
一
一
一
％
、
宅
地
金
が

三
一
％
の
増
加
で
あ
る
。
田
米
だ
け
し
か
比
較
で
き
な
い
が
、
丹
後
全
域
の
一
五
％
と
比
べ
て
も
著
し
い
増
加
率
で
あ
る
（
表
三
参
照
）
。
　
そ
こ

で
地
租
「
改
正
以
来
米
価
年
≧
衰
江
金
融
洲
山
窮
迫
、
地
価
亦
従
テ
下
低
」
し
て
き
て
い
る
の
で
、
「
平
均
利
子
六
朱
七
厘
井
宅
地
ノ
引
網
右
利

子
割
合
ヲ
以
御
引
直
轄
成
下
度
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
押
付
反
米
」
を
批
判
し
て
、
利
子
の
引
直
し
に
よ
っ
て
地
租
軽
減
を
実
現
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
直
後
の
同
年
三
月
八
日
、
丹
後
国
中
郡
各
区
総
代
と
し
て
、
第
一
区
戸
長
岡
田
平
左
衛
門
（
延
里
村
）
、
副
戸
長
古
主
意
平
（
口
大
野
村
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

第
二
区
副
戸
長
石
橋
六
兵
衛
（
河
辺
村
）
の
連
署
に
よ
る
「
地
租
改
換
之
義
二
付
歎
願
書
」
が
、
京
都
府
知
事
愼
村
正
直
に
出
さ
れ
て
い
る
。
同

請
願
書
は
、
ま
ず
豊
岡
県
時
代
、
大
野
右
仲
権
参
事
が
「
実
地
御
検
査
収
穫
不
適
当
武
鑑
モ
御
承
引
翼
下
」
、
「
五
ケ
年
後
御
改
訂
」
を
約
束
さ

れ
た
が
、
「
昨
年
之
格
外
之
旱
回
忌
テ
疲
労
仕
」
、
「
現
今
地
価
百
円
之
券
面
実
際
売
買
上
滞
留
テ
半
額
ユ
充
タ
ス
、
村
柄
ヨ
リ
百
円
ノ
券
面
拾
円
ヨ

　
　
　
　
　
（
未
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
璽

リ
乃
至
弐
拾
円
不
満
二
上
ク
、
漸
次
各
民
謡
避
難
取
続
」
な
っ
て
い
る
。
「
此
儘
荏
蒋
仕
置
峰
得
ハ
必
五
ケ
年
ノ
際
二
至
り
下
民
違
乱
可
仕
ハ
論
ヲ

期
待
」
、
「
当
秋
立
毛
二
様
直
二
御
嵩
覧
被
下
候
上
、
地
味
至
当
之
御
所
分
奉
仰
零
度
」
と
請
願
し
て
い
る
。
「
下
民
沸
乱
」
ま
で
示
唆
し
て
、
か

な
り
強
く
「
地
租
改
換
」
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
中
郡
総
代
の
一
人
古
隔
意
平
は
、
天
橋
義
塾
の
社
員
で
あ
り
後
に
は
国
約
憲
法
制
定
・
国

会
開
設
の
請
願
運
動
に
奔
走
し
て
い
る
。

　
他
に
は
、
一
八
七
七
年
と
推
定
さ
れ
る
が
、
加
佐
郡
第
一
区
の
総
代
・
副
戸
長
の
連
署
に
よ
る
「
地
租
御
改
正
之
義
二
付
歎
願
書
」
が
、
京

都
府
知
事
農
村
正
直
へ
出
さ
れ
る
。
こ
の
請
願
書
に
よ
る
と
、
「
現
地
反
歩
二
付
平
均
田
米
壱
石
越
斗
五
升
五
合
、
畑
稲
壱
石
壱
斗
壱
才
、
利
子

六
歩
弐
厘
五
毛
、
宅
地
価
三
拾
七
円
廿
三
銭
」
の
と
こ
ろ
を
「
利
子
七
歩
去
り
、
宅
地
右
二
準
シ
御
引
直
仏
願
度
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
加
佐
郡
で
も
一
八
七
五
年
か
ら
ね
ば
り
強
い
請
願
運
動
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
方
、
与
謝
郡
で
は
西
原
利
兵
衛
が
、
請
願
運
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
西
原
の
『
明
治
十
年
日
認
』
に
よ
る
と
一
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九
月
廿
五
日
　
地
券
歎
願
書
談
舎
二
付
、
岩
滝
区
務
姦
雄
ク
第
五
区
扱
所
ニ
テ
志
達
直
七
竃
へ
尋
向
致
候
処
平
面
認
点
し
、
昨
廿
四
日
、
漸
支
庁
結
関
殿
へ

差
出
し
置
候
旨
、
歎
願
書
ハ
出
張
官
へ
御
廻
し
之
様
二
候
也
。
岩
城
騎
士
も
午
後
三
時
頃
御
出
張
被
成
前
件
不
始
末
承
り
候
也
。
然
ル
処
旧
用
掛
或
ハ
惣
代
召

　
　
　
　
（
想
）

集
談
事
可
然
怒
像
致
候
也
。
…
…
（
略
）
…
…
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と
あ
る
。
西
原
が
相
談
し
て
い
る
志
達
直
七
は
、
天
橋
義
塾
社
員
で
あ
り
、
当
時
は
与
謝
郡
第
四
露
寒
区
長
で
あ
る
。
ま
た
「
岩
城
殿
」
と
は

岩
城
政
親
で
あ
り
、
当
時
は
与
謝
郡
第
五
区
々
長
で
あ
る
。
こ
の
時
、
西
原
が
中
心
と
な
っ
て
出
し
た
の
が
、
与
謝
郡
第
一
区
戸
長
藤
伴
七
・

同
杉
山
正
當
、
三
韓
二
区
戸
長
西
原
利
兵
衛
・
同
坂
根
庄
三
郎
、
第
二
区
女
長
川
村
政
直
の
連
署
に
よ
る
「
地
租
御
津
正
之
義
二
付
歎
願
書
」

で
あ
る
。

　
こ
の
請
願
書
は
、
一
八
七
五
年
「
九
月
、
県
下
各
区
芦
長
ホ
召
集
之
上
、
豊
計
ン
現
地
壱
反
二
付
平
均
重
石
四
斗
壱
升
七
合
、
畑
麦
壱
石
窟

斗
八
升
五
合
、
宅
地
四
拾
円
九
拾
三
銭
、
市
街
宅
地
ハ
百
拾
円
、
利
子
六
朱
ノ
割
ヲ
以
賦
課
」
さ
れ
「
一
同
驚
入
」
っ
て
い
た
が
、
同
年
＝
一

月
「
刷
込
壱
石
四
斗
弐
升
壱
合
、
畑
麦
壱
石
壱
斗
三
升
六
合
壱
才
、
利
子
五
朱
九
厘
脇
毛
、
郡
村
宅
地
四
拾
三
円
弐
拾
三
銭
二
御
引
直
シ
」
の

あ
っ
た
事
実
。
「
其
魚
区
長
説
論
不
行
届
跡
付
免
職
相
成
、
且
戸
長
惣
代
之
内
灘
名
監
倉
入
」
と
し
て
、
鳥
居
講
区
長
の
免
職
や
石
川
三
良
介
の

逮
捕
な
ど
の
事
実
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
地
価
は
「
現
今
実
価
二
比
較
ス
レ
ハ
平
均
十
ノ
五
六
、
或
ハ
三
四
ニ
シ
テ
」
と
い
っ
た
地
価
の

低
減
、
「
金
融
之
帰
婿
リ
、
随
而
米
麦
其
他
作
物
遡
源
低
下
シ
」
と
い
う
経
済
事
情
か
ら
、
「
実
地
御
点
検
之
上
、
実
際
登
窯
之
収
量
二
御
引
直
被

成
下
候
様
」
願
っ
て
い
る
。

　
一
八
七
七
年
の
中
郡
・
天
田
郡
・
加
佐
郡
・
与
謝
郡
の
諸
請
願
書
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
第
一
に
旧
豊
岡
県
時
代
に
不
当
な
押
付
反
米
に

よ
る
地
租
改
正
が
強
行
さ
れ
た
こ
と
。
第
二
に
地
券
上
の
公
定
地
価
と
実
際
の
売
買
地
価
と
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
米
価
低
落
、

金
融
逼
迫
に
よ
る
生
活
難
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
そ
ろ
っ
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
問
題
解
決
の
手
段
と
し
て
は
、
利
子
か
収
穫

米
の
引
直
し
に
よ
る
地
租
の
軽
減
を
要
求
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
内
第
三
の
問
題
は
、
七
七
年
か
ら
の
異
常
な
米
価
高
騰
に
よ
っ
て
一
応
緩
和
さ
れ
る
。
西
原
の
『
雑
誌
明
治
十
四
年
』
に
も



帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

　
　
　
（
押
付
反
米
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
七
七
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錐
）

　
　
一
　
右
様
三
号
ニ
テ
困
難
ヲ
附
へ
来
ル
モ
幸
ニ
シ
テ
、
此
年
買
込
旦
米
価
之
騰
貴
一
一
際
ス
ル
ヲ
以
テ
困
難
ヲ
免
ル
幸
臣
、
若
シ
此
ノ
如
キ
場
合
二
遭
遇
セ
サ
レ
ハ

　
　
嘗
テ
申
立
居
ル
妻
子
離
散
之
景
況
二
至
ル
モ
知
ル
可
カ
ラ
ス
ト
ス
ゆ

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
な
ぜ
一
八
七
七
年
の
時
点
で
、
四
郡
が
一
斉
に
地
租
軽
減
を
要
求
す
る
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
を
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

く
鍵
の
ひ
と
つ
は
、
次
の
京
都
府
布
令
の
な
か
に
あ
る
。
丹
後
墨
斑
と
丹
波
天
田
郡
の
京
都
府
へ
の
合
併
直
後
、
一
八
七
六
年
一
〇
月
七
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
船
）
　
　
（
北
・
南
）

京
都
府
布
令
番
外
第
一
号
は
、
本
年
「
地
租
金
上
納
期
限
」
だ
が
、
「
山
城
全
国
・
丹
波
国
璽
井
・
桑
田
・
確
乎
郡
耳
茸
者
、
本
年
地
租
改
正
着

　
　
　
　
ね
ん
ぐ
の
た
か
し
か
と
さ
だ
ま
ら
ず

手
中
二
付
租
額
確
定
不
相
成
」
、
旧
貢
租
を
課
す
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ
な
る

　
　
一
　
丹
後
全
国
・
丹
波
国
天
田
郡
地
租
豊
艶
、
昨
八
年
ヨ
リ
新
税
施
行
相
成
候
処
、
其
調
中
反
別
之
重
複
等
有
之
於
旧
歯
茎
前
之
租
回
虫
正
之
義
其
筋
へ
申

　
　
立
中
二
付
、
先
ツ
旧
県
引
継
之
租
額
ヲ
以
別
紙
岩
群
分
賦
上
納
申
付
候
条
、
追
テ
前
文
同
様
取
計
可
申
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
あ
げ

と
あ
る
。
山
城
全
国
な
ど
へ
も
「
追
而
成
頓
之
上
金
不
足
決
算
之
積
相
心
得
可
申
事
」
と
し
て
、
後
に
追
微
金
を
取
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
反
別
之
重
複
等
有
之
」
、
「
租
額
更
正
之
義
其
筋
へ
申
立
中
」
と
い
う
の
は
、
暗
に
旧
豊
岡
県
の
失
政
を
京
都
府
が
認
め
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
京
都
府
は
、
一
八
七
六
年
一
二
月
一
八
日
、
引
当
米
制
度
と
し
て
地
租
金
第
二
期
十
分
の
三
分
の
一
を
代
米
軍
と
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

恩
恵
的
な
施
策
を
出
し
て
い
る
。

　
京
都
府
知
事
横
村
正
直
の
施
策
の
な
か
に
は
、
旧
豊
岡
県
時
代
の
強
権
的
・
高
圧
的
な
治
政
を
暗
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
岡
県
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

廃
し
て
丹
後
五
郡
と
丹
波
天
田
郡
と
の
合
併
を
強
行
し
た
こ
と
へ
の
批
判
を
そ
ら
し
、
京
都
府
の
治
政
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
丹
後
と
丹
波
天
田
郡
の
農
民
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
京
都
府
の
「
恩
恵
」
的
な
施
策
が
、
地
租
軽
減
運
動
へ

の
誘
い
水
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
彼
ら
は
旧
豊
岡
県
時
代
の
強
圧
的
な
治
政
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
岡
県
と
の
差
異
を
強

調
す
る
京
都
府
を
説
得
し
、
地
租
軽
減
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
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天
田
郡
・
中
郡
・
与
謝
郡
・
加
佐
郡
ら
四
緑
の
農
民
た
ち
の
請
願
書
を
受
け
取
っ
た
京
都
府
は
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

中
郡
の
場
合
だ
け
が
わ
か
る
。
京
都
府
は
苦
慮
し
た
末
に
、
一
八
七
七
年
四
月
＝
二
日
付
で
、
京
都
府
知
事
愼
村
正
直
に
よ
る
「
丹
後
国
中
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

晶
々
当
秋
稲
毛
苅
試
之
義
二
付
馬
」
を
、
地
租
改
正
事
務
局
総
裁
大
久
保
利
通
と
三
等
出
仕
松
方
正
義
に
出
し
て
い
る
。
同
伺
は
、
「
五
郡
ノ
中

ニ
テ
中
郡
之
地
盛
一
目
ス
ル
処
平
坦
ニ
シ
テ
外
見
不
悪
ヨ
リ
上
等
二
位
置
ス
ル
ト
錐
モ
、
其
実
砂
地
斗
リ
ニ
シ
テ
地
味
肥
土
無
品
、
就
中
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

一
ハ
渓
間
之
村
落
ニ
テ
溶
溶
多
、
該
郡
江
割
当
之
収
獲
米
多
量
ニ
シ
テ
外
四
郡
ト
之
不
権
衡
」
が
あ
り
、
当
年
秋
の
稲
を
苅
試
し
て
申
立
に
相

違
な
け
れ
ば
反
当
収
量
を
改
め
た
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
地
租
改
正
事
務
局
は
、
「
伺
之
実
親
聞
届
候
爵
、
成
規
ノ
通
り
地
価
五
ケ

年
間
可
据
置
」
と
答
え
て
い
る
。
一
八
八
○
年
ま
で
待
て
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
い
ま
ひ
と
つ
、
一
八
七
七
年
の
高
揚
の
背
景
を
考
え
る
史
料
が
あ
る
。
与
謝
郡
の
運
動
指
導
者
の
ひ
と
り
西
原
利
兵
衛
の
『
明
治
九
年
　
見

聞
録
日
認
』
に
は
、
七
六
年
の
記
事
と
し
て
一

　
　
五
月
廿
一
日
…
…
（
略
）
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
コ
ー
天
橋
義
塾
資
本
金
方
法
二
付
集
会
之
事
。
丼
二
日
、
千
賀
由
平
・
浪
江
源
助
代
理
義
塾
会
儀
出
頭
之
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

と
あ
る
。
ま
た
同
年
一
二
月
二
三
日
に
も
、
「
天
橋
義
塾
之
義
二
付
、
高
橋
亀
三
殿
出
席
ニ
テ
三
人
三
々
古
事
」
と
あ
る
。
千
賀
正
平
・
浪
江
源

助
は
、
そ
れ
ぞ
れ
与
謝
郡
岩
滝
村
・
同
岩
屋
村
の
天
橋
義
塾
社
員
で
あ
り
、
高
橋
亀
八
も
元
宮
津
藩
の
士
族
で
天
橋
義
塾
の
会
計
責
任
者
で
あ

っ
た
。
最
初
の
記
事
に
あ
る
五
月
一
＝
日
の
集
会
と
は
、
義
塾
の
「
千
人
講
」
（
資
本
講
）
の
会
議
で
、
「
与
謝
郡
内
の
市
部
の
有
力
老
を
中
心
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

中
・
竹
野
・
加
佐
郡
か
ら
五
八
名
出
席
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
原
も
ま
た
出
席
者
の
一
人
で
あ
り
、
義
塾
の
社
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
先
述
の
中
郡
の
古
同
意
平
、
与
謝
郡
の
岩
城
親
雄
・
志
達
直
七
ら
の
動
き
を
見
て
も
、
丹
後
で
の
広
域
的
・
組
織
的
な
地
租
軽
減
運
動

の
背
景
に
は
、
民
権
政
社
天
橋
義
塾
と
の
連
携
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
　
『
地
券
編
輯
記
　
第
五
』
（
糸
井
家
文
書
）
。

②
　
西
原
利
兵
衛
『
日
誌
』
（
明
治
一
七
年
一
月
三
一
日
）

の
写
し
に
よ
る
。

③
　
以
下
、
天
橋
義
塾
社
員
の
経
歴
は
、
主
と
し
て
宮
津
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保

護
委
員
会
（
中
烏
利
雄
）
編
『
資
料
天
橋
義
塾
』
上
下
（
一
九
七
九
年
）
に
よ
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る
。

④
原
圏
久
美
予
「
自
歯
民
権
政
社
の
展
開
過
程
－
天
橋
義
塾
の
場
合
一
」
（
京

　
都
府
立
総
舎
資
料
館
『
資
料
館
紀
要
』
創
刊
号
、
一
九
七
二
年
）
四
九
頁
。

⑤
　
西
原
光
太
郎
『
我
か
父
の
事
を
記
す
』
（
一
九
一
七
年
）
二
七
頁
。

⑥
　
京
都
府
与
謝
郡
加
悦
町
金
谷
、
杉
本
利
一
談
。

⑦
西
原
利
兵
衛
『
地
租
修
正
録
繊
維
記
』
に
よ
る
。
請
願
書
は
殆
ど
京
都
府
立
総

　
合
資
料
館
編
『
京
都
府
百
年
半
資
料
一
政
治
行
門
鑑
』
（
一
九
七
二
年
）
鶏
一
九

　
～
四
九
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
局
史
料
。

⑧
『
地
券
編
輯
記
第
五
』
（
糸
弾
家
文
書
）
。

⑨
舞
鶴
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
舞
鶴
市
史
・
通
史
編
㊥
』
（
一
九
七
八
年
）
、
一
三

　
六
～
七
頁
。

⑩
　
巾
［
m
田
飾
疋
夫
編
『
田
脚
治
鼎
罰
期
　
山
爪
都
府
林
政
史
資
料
口
』
　
（
｝
九
七
五
年
）
　
一
山
ハ
四

　
～
五
頁
。

⑪
こ
の
一
八
七
六
年
八
月
一
二
日
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
「
太
政
官
布
告
を
も
つ

　
て
、
強
制
的
に
統
合
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
府
県
の
財
政
上

　
の
強
化
策
と
し
て
統
合
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

　
豊
職
掌
の
統
合
に
よ
っ
て
、
京
都
府
は
石
高
約
八
四
万
石
に
な
っ
た
」
（
林
正
己

　
『
磨
県
統
合
と
そ
の
背
景
』
一
九
七
〇
年
、
七
〇
頁
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

⑫
『
明
治
奪
胎
羅
舗
郡
再
整
一
件
』
（
京
都
府
庁
蕃
、
景
都
府
享

　
の
資
料
一
』
所
版
、
四
二
〇
～
一
頁
）
。

⑬
　
原
田
久
美
子
「
天
橋
義
塾
関
係
年
表
」
（
『
資
料
天
橋
義
塾
』
上
、
一
八
五
頁
）
。

三
　
地
租
軽
減
運
動
か
ら
地
価
修
正
運
動
へ

帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

　
1
　
一
八
八
○
・
八
【
年
の
講
願
運
動

　
地
租
改
正
実
施
か
ら
五
年
後
の
一
八
八
○
年
ま
で
地
租
改
正
条
例
第
八
章
の
五
年
間
据
置
を
盾
に
、
地
租
軽
減
の
請
願
を
圧
殺
し
て
き
た
京

都
府
と
地
租
改
正
事
務
局
は
、
こ
こ
で
再
び
農
民
た
ち
の
地
租
軽
減
要
求
に
直
面
す
る
。

　
京
都
府
は
、
早
く
も
八
○
年
三
月
一
一
日
付
で
、
「
明
治
十
三
年
目
既
二
年
度
二
有
之
候
条
、
首
引
改
正
着
手
致
度
存
候
」
と
い
う
「
丹
後
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

国
丹
波
天
田
郡
田
畑
宅
地
第
二
次
改
正
之
義
二
付
伺
」
を
、
地
租
改
正
事
務
局
総
裁
大
隈
重
信
に
提
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
動
き
の
直
後
、
与
謝
郡
で
も
五
月
に
各
組
田
代
の
粉
損
市
右
衛
門
・
後
藤
八
右
衛
門
・
茂
仁
徳
左
衛
門
・
小
室
静
三
・
羽
淵
伝
左
衛
門

・
橋
本
源
治
郎
・
向
仲
清
右
衛
門
・
泉
治
郎
左
衛
門
ら
恩
名
の
連
署
で
、
「
改
正
年
度
則
本
年
も
殆
ト
半
年
ヲ
経
ル
」
の
に
、
一
体
ど
う
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
る
の
か
、
と
い
っ
た
内
容
の
「
地
租
御
改
正
之
儀
一
一
付
再
嘆
願
書
」
が
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
も
、
六
月
二
三
日
、
与
謝
郡
第
五
組
章
々
惣
代

・
戸
長
に
よ
る
「
地
租
再
改
正
願
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
天
田
郡
の
準
々
か
ら
も
、
こ
れ
に
連
動
す
る
請
願
書
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
翌
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八
一
年
の
同
郡
の
請
願
書
の
文
面
か
ら
推
定
で
き
る
。

　
三
月
の
京
都
府
の
伺
に
対
し
て
、
地
租
改
正
事
務
局
は
、
「
伺
之
趣
迫
テ
何
分
之
議
相
達
可
申
事
」
と
返
事
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
京

都
府
は
、
再
度
九
月
三
〇
日
に
楓
村
知
事
代
理
京
都
府
大
書
記
官
国
重
正
文
の
名
で
、
大
蔵
卿
佐
野
常
民
に
「
昨
十
二
年
目
テ
据
置
年
期
相
節

候
処
、
本
年
第
弐
拾
五
号
公
布
ノ
旨
モ
有
之
、
該
当
租
二
於
テ
当
初
定
メ
タ
ル
地
価
不
適
当
ト
思
量
シ
左
二
具
申
候
」
と
し
て
、
豊
岡
県
時
代

に
押
付
反
米
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
検
査
員
の
派
遣
を
願
っ
て
い
る
。
大
蔵
卿
佐
野
常
民
は
、
翌
八
一
年
一
月
一
〇
日
、
「
伺
転
宿
追
テ
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

査
官
派
遣
セ
シ
ム
ヘ
ク
候
条
、
地
価
修
正
ヲ
要
ス
ヘ
キ
村
数
等
取
調
可
申
出
監
事
」
と
、
検
査
員
の
派
遣
を
約
束
し
て
い
る
。
検
査
員
に
は

「
大
蔵
省
少
書
記
宮
」
有
尾
敬
重
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
有
尾
は
「
政
府
二
於
テ
明
治
十
八
年
番
据
置
」
と
の
み
伝
え
て
帰
っ
た
。

　
政
府
は
、
既
に
地
租
改
正
事
務
局
総
裁
大
隈
重
信
の
「
上
申
」
を
入
れ
て
、
一
八
八
○
年
五
月
二
〇
日
、
太
政
官
布
告
第
二
五
号
を
も
っ
て

　
　
　
（
明
治
）

「
地
価
ハ
同
十
八
年
迄
之
ヲ
据
置
ク
コ
ト
鼠
シ
、
特
二
公
平
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
玉
ミ
ニ
対
シ
実
地
調
査
ノ
上
一
町
村
又
ハ
一
壷
区
ヲ
限
り
地
価
ノ

修
正
ヲ
許
ス
」
と
い
う
決
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
地
価
修
正
請
願
の
打
切
り
の
代
償
と
し
て
、
神
奈
川
県
以
下
一
八
県
の
　
「
特
別
地
価

修
正
」
を
許
し
、
「
京
都
府
及
兵
庫
県
ノ
内
濠
豊
岡
県
濡
濡
ル
首
台
、
検
査
官
ヲ
派
遣
セ
シ
ト
肇
モ
実
地
踏
勘
二
及
ス
シ
テ
聴
セ
サ
ル
コ
ト
ニ

　
　
　
　
　
④

決
シ
」
て
い
る
。

　
し
か
し
、
有
尾
検
査
官
の
派
遣
（
実
地
踏
勘
な
し
）
、
地
価
修
正
の
一
八
八
五
年
迄
の
延
期
決
定
後
も
運
動
は
消
滅
し
な
か
っ
た
。
八
一
年
五

月
＝
一
日
、
与
謝
郡
第
六
組
地
租
改
正
願
苗
代
茂
籠
徳
左
衛
門
（
下
山
田
村
）
と
小
室
静
三
（
岩
滝
村
）
の
連
署
で
「
地
租
修
正
之
義
二
付
歎
願
書
」

　
　
　
　
　
　
⑤

が
出
さ
れ
て
い
る
。
同
請
願
書
は
、
「
豫
テ
明
治
八
年
ヨ
リ
同
十
二
年
二
戸
ル
間
、
粗
ボ
村
≧
坪
稲
苅
り
試
ミ
モ
仕
居
候
。
且
本
年
三
月
第
弐
拾

八
号
公
布
之
御
旨
趣
モ
有
之
協
得
バ
、
勇
以
テ
今
ヨ
リ
三
ケ
年
間
秋
闘
リ
ヲ
以
テ
二
二
於
テ
登
急
熱
試
験
、
其
平
均
額
心
因
テ
明
治
十
八
年
二

障
リ
全
ク
特
別
公
平
ノ
御
処
分
」
を
仰
望
し
て
い
る
。
同
じ
く
八
一
年
五
月
号
一
日
、
与
謝
郡
第
四
組
各
村
総
代
人
の
西
原
利
兵
衛
・
志
賀
伊

助
・
石
川
龍
造
は
、
「
今
般
御
利
解
候
二
詩
評
答
及
願
書
」
を
与
謝
郡
長
長
田
重
遠
に
提
出
し
て
い
る
。
懸
盤
願
書
で
は
、
「
再
度
被
命
候
処
ノ

収
穫
壷
口
登
糧
不
仕
義
二
昨
二
付
、
御
調
之
上
収
穫
御
引
直
写
成
下
度
」
願
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
第
六
組
と
第
四
組
と
で
は
要
望
の
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帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

食
い
違
い
が
生
じ
て
お
り
、
第
六
組
は
一
八
八
五
年
迄
官
側
に
よ
る
測
試
を
、
第
四
組
は
収
穫
米
の
即
時
引
直
し
を
要
求
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
運
動
は
分
裂
す
る
こ
と
な
く
同
年
七
月
の
与
謝
郡
第
四
組
の
黒
々
総
代
連
署
、
戸
長
糸
井
信
興
奥
印
に
よ
る
「
地
租
修
正
願
之
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

二
付
近
願
」
が
出
さ
れ
、
「
明
治
十
八
年
迄
延
期
承
知
可
憐
候
、
下
翼
翌
年
二
至
り
候
得
粗
石
代
之
改
正
而
己
ユ
止
ラ
ス
、
収
獲
ハ
勿
論
其
他
不
公

平
ノ
黒
山
断
然
改
正
被
成
下
義
、
確
守
御
明
示
被
成
下
候
様
仕
度
」
と
、
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
に
確
約
を
迫
っ
て
い
る
。
一
応
、
第
四
組
も

一
八
八
五
年
迄
の
延
期
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
京
都
府
は
、
同
年
七
月
一
六
日
、
「
書
面
願
之
趣
聞
置
逸
事
」
と
、
知
事
代
理
京
都

府
大
書
記
官
国
重
正
文
の
名
で
回
答
し
て
い
る
。

　
だ
が
天
田
郡
で
は
、
同
年
五
月
二
九
日
、
「
十
八
年
迄
据
置
説
諭
」
が
出
さ
れ
た
の
で
、
「
昨
十
三
年
差
出
置
修
正
願
書
」
を
下
付
し
て
ほ
し

い
と
い
う
請
願
書
が
、
五
組
を
除
い
て
一
組
か
ら
一
四
組
の
戸
長
二
　
長
代
理
に
よ
る
「
下
付
」
願
を
添
え
て
京
都
府
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

京
都
府
は
喜
ん
で
、
「
書
面
願
之
趣
聞
届
、
前
願
書
下
戻
誓
事
」
と
返
事
し
て
い
る
。

　
し
か
し
同
年
、
加
佐
郡
書
記
秋
田
道
実
・
竹
野
郡
長
大
石
雲
根
・
中
郡
長
粟
飯
原
鼎
・
熊
野
郡
長
川
村
政
直
・
与
謝
郡
長
長
田
重
遠
・
天
田

郡
長
竹
中
置
和
ら
の
連
署
に
よ
る
「
地
価
修
正
之
義
二
付
伺
」
が
、
北
垣
国
道
知
事
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。
伺
の
内
容
は
、
人
民
の
「
不
満
ノ

念
永
ク
蝉
脱
仕
問
敷
乎
、
加
之
明
治
十
八
年
二
郷
リ
万
一
米
価
改
正
二
止
リ
、
其
他
上
上
据
置
ル
瓦
力
如
キ
「
ア
ル
片
聾
到
底
此
不
幸
ヲ
脱
ス

ル
ノ
期
ナ
カ
ル
ベ
シ
」
、
「
華
年
二
更
ツ
テ
ハ
不
適
当
ノ
廉
ハ
必
ス
御
改
正
可
相
成
旨
御
明
示
被
下
瓦
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
士
長
ら
は
、

農
民
た
ち
の
不
満
と
下
か
ら
の
運
動
の
組
織
化
を
機
敏
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
西
原
利
兵
衛
の
行
動
に
も
ど
っ
て
、
　
一
八
八
○
・
八
一
年
の
再
闘
争
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
『
明
治
十
九
年
四
月
編
　
西
原
利

　
　
　
⑦

兵
衛
略
伝
』
に
よ
る
と
ー
ー

　
　
明
治
八
年
ノ
地
租
修
改
正
ハ
偏
頗
ニ
シ
テ
旧
豊
岡
二
時
苛
重
二
失
シ
、
殊
二
旧
十
一
二
大
区
ハ
他
二
比
シ
地
租
ノ
負
担
重
キ
ヲ
以
テ
、
明
治
十
一
年
・
全
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
田
重
遠

　
四
年
ニ
ハ
連
署
シ
テ
本
府
二
嘆
願
シ
、
或
ハ
捻
代
ト
ナ
リ
テ
上
京
シ
親
ク
知
事
二
面
陳
セ
リ
。
時
ノ
郡
長
男
不
窟
次
郎
及
北
垣
知
事
ハ
始
メ
テ
其
実
情
ヲ
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
≧
　
㌧
〈
　
≧
　
≧
．
、
〈
　
、
〈
　
〉
へ
　
≧
、
、
　
≧
　
≧
　
㌧
く
　
、
く
　
≧
　
、
く
　
㌧
く
　
≧
　
、
く
　
≧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≧
　
≧
、
、
、
く
　
、
、
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巨
領
ノ
費
用
ヲ
要

　
リ
願
意
ノ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
押
出
タ
リ
ヲ
計
り
遂
二
大
蔵
大
臣
二
陳
情
シ
タ
リ
ト
蚤
モ
、
当
時
政
府
二
戸
テ
ハ
地
租
修
正
ノ
甚
大
事
業
ニ
シ
テ
、
　
一
朝
精
確
公

　
　
ス

　
平
緒
ナ
シ
易
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
計
り
、
地
租
条
例
ヲ
発
布
シ
テ
地
租
修
正
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ヲ
規
定
シ
地
方
請
願
ノ
道
ヲ
杜
絶
セ
リ
。
是
二
於
テ
策
ノ
施
ス
ベ
キ
ナ
ク

　
窒
ク
ロ
ヲ
籍
ス
ル
ノ
外
ナ
シ
ト
蚤
モ
、
偏
頗
不
公
平
ハ
天
理
ノ
許
サ
、
・
ル
処
又
人
民
ロ
ノ
耐
ヘ
ザ
ル
処
、
政
府
我
政
府
モ
［
］
賢
明
ニ
シ
テ
鋭
意
治
ヲ
計
り
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
へ

　
　
・
ア
ル
ガ
三
二
、
今
や
立
憲
ノ
美
制
度
ヲ
施
カ
ソ
ト
ス
ル
ニ
当
り
人
民
ノ
不
服
二
安
セ
ザ
ル
ヲ
察
シ
、
地
租
条
例
ア
ル
ニ
モ
卓
筆
ラ
ズ
三
二
嘆
願
書
ヲ
呈
出

　
　
セ
リ
。
其
間
ハ
常
二
遷
代
ト
ナ
リ
上
月
地
主
会
ヲ
開
キ
テ
請
願
ノ
道
ヲ
講
ジ
、
或
ハ
上
京
シ
テ
知
事
二
嘆
願
セ
リ
ト
墨
モ
、
地
租
条
例
ア
ル
ヲ
以
テ
人
或
ハ

　
其
徒
労
ヲ
笑
フ
モ
ノ
ナ
シ
ト
セ
ズ
。
然
リ
ト
墨
固
ク
信
ズ
ル
処
ハ
敢
テ
退
ク
事
ナ
シ
。
…
…
（
略
）
…
…

と
あ
る
。
　
一
八
八
四
年
の
地
租
条
例
を
、
「
地
方
請
願
ノ
道
ヲ
杜
絶
」
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
に
運
動
体
験
老
で
あ

る
。
ま
た
、
「
今
や
立
憲
ノ
美
制
度
ヲ
施
カ
ン
ト
ス
ル
ニ
当
リ
人
民
ノ
不
服
二
音
調
ザ
ル
ヲ
察
シ
」
嘆
願
書
を
提
出
し
た
の
は
、
立
派
な
「
租

税
協
議
権
」
の
思
想
で
あ
る
。

　
近
年
の
研
究
で
は
、
一
八
八
○
年
の
地
租
改
正
事
務
局
閉
局
の
動
き
も
ま
た
、
「
大
隈
の
掌
握
す
る
大
蔵
省
の
権
限
を
強
化
し
、
松
方
の
財

政
経
済
政
策
部
面
か
ら
の
排
除
を
一
層
確
実
に
す
る
と
い
う
政
治
的
意
味
」
と
と
も
に
、
「
各
地
農
民
の
地
租
改
反
正
対
運
動
の
終
局
的
な
圧
殺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
意
図
し
た
も
の
」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
八
○
年
の
太
政
官
布
告
第
二
五
号
の
公
布
は
、
各
地
の
農
民
た
ち
の
運
動
に
分
裂
の
模

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
打
ち
込
ん
で
い
る
。
丹
後
で
の
様
子
を
、
西
原
の
『
雑
誌
　
明
治
十
四
年
』
か
ら
見
よ
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
一
　
昨
十
三
年
五
月
、
大
政
官
第
弐
拾
五
号
之
公
布
ア
ル
。
人
民
酌
取
リ
テ
ハ
平
素
ノ
請
願
モ
初
盤
テ
天
一
一
達
シ
タ
ル
心
底
ニ
テ
、
弥
修
正
ノ
出
願
ヲ
採
用
可

　
　
相
成
事
ト
決
意
セ
リ
。

　
　
一
　
然
ル
処
此
頃
大
蔵
省
少
書
記
官
出
張
致
サ
レ
過
日
来
承
ル
処
ニ
チ
ハ
、
右
第
二
十
五
号
公
布
ノ
御
趣
旨
ハ
人
民
之
見
解
ト
ハ
異
ナ
リ
、
此
公
布
ノ
趣
旨
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
全
ク
少
部
分
二
関
ス
ル
者
ノ
修
正
ニ
テ
一
国
一
管
内
二
渉
ル
上
訴
此
限
ニ
ア
ラ
サ
ル
者
ト
申
事
ニ
テ
、
二
等
一
鼠
ニ
モ
渉
ル
可
キ
ハ
改
正
ト
ナ
ル
趣
一
一
承
ル
。

と
。
太
政
富
布
告
第
二
五
号
に
よ
っ
て
地
価
修
正
が
実
現
す
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
を
誤
解
だ
と
知
る
と
農
民
た
ち
は
i

　
　
一
　
大
蔵
省
少
書
記
官
殿
ヨ
リ
御
示
シ
相
成
ル
者
二
基
キ
、
私
共
於
テ
ハ
尤
説
示
可
致
ハ
勿
論
盛
事
ニ
テ
敢
テ
述
ル
迄
理
事
目
附
ア
ラ
ス
。
乍
去
第
二
十
五
号
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帝臨議会開設前夜の地緬修正運動（今西）

　
　
公
布
第
一
条
但
書
ノ
趣
旨
若
人
民
之
所
見
二
極
得
者
、
今
ヨ
リ
修
正
ヲ
願
度
ト
申
立
ル
節
ノ
示
方
ハ
如
何
致
ス
可
キ
敷
。

　
　
一
　
私
共
ノ
所
見
三
ア
山
群
書
記
宮
ノ
諭
サ
ル
・
通
到
底
十
八
年
興
野
延
い
、
方
利
害
二
於
テ
モ
素
ヨ
リ
便
宜
ト
見
据
候
。
付
テ
ハ
只
管
年
延
滞
積
リ
諭
ス
可

　
　
キ
見
積
ナ
レ
陀
、
若
人
畏
ヨ
リ
来
ル
十
八
年
ニ
ハ
必
修
正
ヲ
願
ハ
ル
・
事
訪
い
ハ
・
、
今
ヨ
リ
願
書
二
御
採
ノ
指
令
ヲ
申
受
度
。
若
此
義
無
ケ
レ
ハ
永
年
今

　
　
日
之
登
量
ニ
テ
据
置
カ
レ
候
テ
ハ
ナ
ラ
サ
ル
ニ
付
、
今
日
ヨ
リ
修
正
ヲ
原
題
ト
申
立
ル
ハ
如
何
ス
ヘ
キ
飲
。

と
。
と
こ
ろ
が
「
大
蔵
省
少
書
記
官
ニ
ハ
直
二
彼
ノ
地
方
へ
出
張
致
サ
レ
」
た
。
そ
こ
で
1

　
　
過
臼
、
桁
長
長
田
重
遠
殿
地
券
修
正
願
御
説
示
与
し
て
各
組
へ
御
派
出
。
還
御
答
及
修
正
願
集
会
二
付
第
四
組
蓮
村
藤
代
与
し
て
石
川
龍
造
・
志
賀
伊
助

　
　
・
西
原
利
兵
衛
、
五
月
十
罠
出
津
仕
候
也
。

　
　
五
月
十
日
、
宮
津
母
宮
神
官
宅
一
一
於
テ
郡
中
会
議
、
地
券
修
正
願
各
組
ノ
趣
意
論
弁
討
議
ス
。
翌
十
一
日
、
願
意
之
書
類
各
自
持
参
ス
。
然
ル
処
第
壱
組

　
　
・
弐
組
二
ご
組
・
六
組
之
如
キ
ハ
、
明
治
十
八
年
迄
自
村
ニ
テ
刈
引
綱
上
収
穫
御
引
直
之
趣
意
ト
、
又
ハ
当
年
ヨ
リ
明
治
十
八
年
迄
官
ヨ
リ
刈
試
を
願
十
八
年

　
　
二
至
リ
弥
収
穫
御
引
直
願
度
与
ノ
願
意
ナ
リ
。

　
　
第
四
組
・
五
組
二
等
テ
ハ
修
正
ニ
チ
モ
改
正
ニ
セ
ヨ
、
当
今
収
穫
御
引
直
二
斜
度
ト
ノ
願
意
ナ
リ
。
第
八
組
・
九
組
ノ
如
キ
ハ
願
意
大
昌
コ
ト
ナ
リ
、
兎
、
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ノ
）

　
角
一
応
帰
村
い
た
し
村
内
集
議
之
上
願
面
草
稿
可
致
与
事
ナ
リ
。

　
そ
し
て
五
月
一
二
日
に
、
「
当
組
願
面
」
の
「
今
般
御
利
解
候
二
選
御
答
及
願
書
」
を
町
長
に
差
し
覆
し
て
、
郡
長
と
面
談
し
、
同
日
午
後
五

時
に
宮
津
を
出
発
し
て
、
帰
村
し
て
い
る
。

　
こ
の
五
月
一
〇
・
一
一
日
の
分
疏
神
社
の
「
話
中
会
議
」
で
の
意
見
の
対
立
は
、
六
組
の
代
表
岩
滝
村
の
小
室
静
三
の
『
明
治
十
四
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

日
誌
』
の
な
か
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
・
）

　
　
五
月
九
日
、
地
券
之
義
二
付
去
七
日
各
村
決
議
ヲ
当
主
二
整
理
シ
候
処
、
何
連
・
。
本
年
汐
三
ヶ
年
疎
影
願
到
庭
十
八
年
修
正
二
事
決
ス
。

　
　
五
月
十
日
、
地
券
口
付
出
漣
目
、
下
官
自
ニ
テ
与
謝
郡
集
△
本
。
客
口
組
出
思
凹
見
ヲ
計
鉱
姻
ス
ニ
区
≧
ニ
シ
テ
綴
嘱
リ
軸
重
。
明
〃
十
一
日
頃
薫
口
取
ニ
シ
テ
艶
出
繊
ス
事
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）
（
カ
）

　
　
五
月
十
一
日
、
地
券
昨
日
続
き
ニ
テ
分
賦
集
会
。
嶺
組
意
見
書
取
・
一
シ
テ
差
出
候
処
、
各
位
一
山
二
不
成
静
二
付
、
先
其
組
見
込
ヲ
以
テ
郡
長
へ
返
答
可
致

　
事
轟
決
ス
。
…
…
（
略
）
…
…
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先
述
の
六
組
と
四
組
と
の
請
願
書
の
食
い
違
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
明
治
十
八
年
耳
触
ヨ
リ
刈
試
を
願
十
八
年
二
面
リ
弥
収
穫
御
引
直
」

を
願
う
一
・
二
・
三
・
六
組
と
、
即
時
「
収
穫
御
引
直
」
を
願
う
四
・
五
組
と
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
八
・
九
組
と
の
間
に
、
意
見
の
対
立
が
生

ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
運
動
は
分
裂
す
る
こ
と
な
く
、
従
来
の
用
掛
や
戸
長
の
請
願
と
い
う
形
か
ら
、
第
四
組
で
は
地
租
修
正
の
請
願
「
年

代
」
と
い
う
独
自
な
組
織
が
形
成
さ
れ
、
「
地
主
会
ヲ
開
キ
テ
請
願
ノ
道
ヲ
講
ジ
、
或
ハ
上
京
シ
テ
知
事
二
嘆
願
」
を
続
け
て
い
る
。
こ
う
し

た
持
続
的
で
組
織
的
な
た
た
か
い
が
、
署
長
・
郡
役
所
を
さ
え
動
か
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
請
願
運
動
の
内
容
は
、
太
政
官
布
告
第
二

五
号
の
第
一
条
儒
書
「
特
別
地
価
修
正
」
を
勝
ち
取
る
こ
と
に
む
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
後
の
た
た
か
い
は
地
租
軽
減
運
動
か
ら
地
価
修

正
運
動
へ
と
転
換
す
る
。

　
し
か
も
、
こ
の
一
八
八
品
目
八
一
年
と
い
う
年
は
、
京
都
府
会
の
内
外
で
地
方
税
の
追
徴
金
不
納
闘
争
が
展
開
し
て
お
り
、
篠
村
京
都
府
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

事
の
更
迭
さ
え
行
な
わ
れ
て
い
る
。
丹
後
の
地
価
修
正
運
動
の
第
二
の
高
揚
期
が
、
学
期
的
に
一
致
す
る
の
は
決
し
て
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
。
第
六
組
の
指
導
者
小
室
静
三
は
、
小
室
信
夫
・
信
介
ら
と
同
じ
「
山
家
屋
」
の
｝
族
で
あ
り
、
天
橋
義
塾
の
社
員
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
唖

八
八
一
年
九
月
、
小
室
守
三
ら
と
内
務
福
野
に
「
地
方
費
不
足
補
充
不
当
追
微
流
儀
蓋
付
伺
」
を
出
し
て
、
地
方
税
の
不
納
闘
争
の
先
頭
に
立

っ
て
い
る
。
西
原
・
小
室
ら
を
指
導
者
と
す
る
一
八
八
○
・
八
一
年
の
地
価
修
正
運
動
を
、
地
方
税
不
納
闘
争
と
と
も
に
自
由
民
権
期
の
「
租

税
共
議
権
」
闘
争
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。
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2
　
最
後
の
攻
防
戦

　
一
八
八
六
年
七
月
一
〇
日
、
神
谷
広
生
ら
一
〇
名
の
戸
長
の
「
副
申
」
を
添
え
、
西
原
利
兵
衛
・
小
室
静
三
ら
一
〇
名
の
総
代
を
先
頭
に
、

与
謝
郡
滝
村
外
三
六
町
村
か
ら
「
地
租
改
正
之
義
二
付
歎
願
書
」
が
出
さ
れ
る
。
内
容
は
勿
論
、
地
租
再
改
正
の
太
政
官
布
告
第
二
五
号
に
よ

る
「
五
ケ
年
延
期
モ
昨
年
二
於
テ
終
へ
、
正
二
学
年
ハ
其
改
正
年
二
相
当
、
且
十
ヶ
年
ノ
久
シ
キ
ヲ
漸
ク
其
期
ヲ
得
候
」
と
し
て
、
再
改
正
を
要

求
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
北
垣
知
事
は
、
七
月
一
二
日
、
「
書
面
願
之
趣
難
聞
届
事
」
と
回
答
し
、
「
但
　
襲
ノ
願
二
指
令
下
乗
ハ



帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

明
治
十
七
年
第
七
号
公
布
二
依
り
自
然
消
滅
ノ
義
ト
心
得
ベ
シ
」
と
い
う
厳
し
い
七
情
ま
で
つ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
八
八
五
年
に
は
地
租

再
改
正
を
行
な
う
と
い
う
約
束
は
、
八
四
年
三
月
一
五
日
公
布
の
第
七
号
布
告
1
1
地
租
条
例
に
よ
っ
て
自
然
消
滅
し
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

同
条
例
の
第
九
条
に
は
「
地
価
ハ
地
目
変
換
又
ハ
開
墾
等
二
二
サ
レ
ハ
訂
正
セ
ス
」
と
い
う
条
項
が
存
在
し
て
お
り
、
地
租
改
正
条
例
第
六
章

の
減
租
条
項
や
第
八
章
の
五
年
間
据
置
を
撤
廃
し
た
の
で
あ
る
。
北
垣
ら
は
、
こ
の
条
項
を
盾
に
農
民
の
地
価
修
正
要
求
を
し
り
ぞ
け
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
北
垣
京
都
府
知
事
は
、
こ
の
日
の
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
八
六
年
五
月
八
日
、
股
肱
の
部
下
で
あ
る
元
京
都
府
警
部
長
荷
馬
窟
次
郎
を
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

形
県
警
部
長
か
ら
引
き
ぬ
い
て
与
謝
郡
長
に
任
命
し
て
い
る
。
北
垣
は
、
同
年
八
月
四
日
差
丹
後
を
視
察
中
に
発
病
し
て
、
八
月
九
日
か
ら

「
臥
病
」
し
て
お
り
、
一
一
月
一
四
日
か
ら
一
二
月
七
日
迄
、
「
摂
州
有
馬
郡
湯
山
村
」
で
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
間
も

尾
越
蕃
輔
大
書
記
官
を
通
し
て
、
「
中
郡
地
租
改
正
云
≧
ノ
「
」
な
ど
の
「
前
途
ヲ
指
揮
」
し
て
い
鏑

　
七
月
の
北
垣
知
事
の
回
答
に
不
服
な
西
原
・
小
室
と
井
上
仙
蔵
（
脇
村
）
は
、
与
謝
郡
主
力
町
四
ニ
尊
厳
総
代
と
し
て
再
度
八
六
年
一
〇
月
一

九
日
、
「
地
租
改
正
之
義
二
魚
島
願
書
」
を
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
旧
豊
岡
県
の
「
失
当
」
を
あ
げ
、
か
か
る
不
公
平
を
こ
の
ま
ま
放
置
し

て
お
け
ば
「
明
治
昭
代
ノ
御
敏
典
」
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
京
都
府
は
、
知
事
代
理
尾
越
男
爵
書
記
官
名

で
「
書
面
之
趣
、
最
前
指
令
之
通
可
相
心
得
候
事
」
と
い
う
回
答
を
く
り
返
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
西
原
・
小
室
・
井
上
ら
は
、
「
丹
皇
国
与
謝
郡
雲
原
村
外
四
十
一
村
四
ケ
激
烈
千
国
百
温
酒
記
名
総
代
人
」
と
し
て
、
大
蔵
大
臣
松

方
正
義
に
「
地
租
修
正
之
儀
二
付
記
願
書
」
を
出
し
て
い
る
。
同
量
願
書
は
草
案
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
総
代
人
の
他
に
農
民
一
人
一
人
が

署
名
・
捺
印
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

　
後
述
す
る
複
雑
な
経
過
も
あ
る
が
、
一
八
八
七
年
七
月
一
〇
日
、
北
垣
国
道
名
で
次
の
無
点
通
達
が
与
謝
郡
長
陶
不
等
次
郎
、
加
佐
郡
長
野

田
新
、
天
田
郡
長
柳
罵
誠
、
中
郡
長
稲
葉
市
郎
右
衛
門
に
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
此
度
旧
豊
岡
県
管
轄
昇
華
両
馨
郡
特
別
御
製
善
導
地
穆
正
被
網
届
候
義
ハ
・
全
ク
大
蔵
大
罪
常
之
任
意
孟
当
ノ
道
理
二
由
テ
（
．
　
．
）

27　（831）



　
上
裁
ヲ
仰
キ
決
行
相
成
候
義
二
付
。
：
…
・
（
略
）
・
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
大
蔵
大
臣
の
「
藍
鼠
」
に
よ
っ
て
地
価
修
正
を
行
な
う
と
い
う
農
民
側
の
勝
利
の
通
達
で
あ
る
。
一
三
年
間
に
わ
た
る
長
い
請
願
運
動
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
8

や
っ
と
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
一
八
八
七
年
七
月
の
地
価
修
正
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
京
都
府
で
も
旧
豊
岡
県
下
の
丹
後
全
域
と
丹

波
天
田
郡
で
の
み
行
な
わ
れ
た
。

　
こ
の
旧
豊
岡
県
下
で
の
地
価
修
正
実
施
の
直
後
、
「
京
都
府
会
郡
部
議
員
中
二
三
潮
菊
志
の
発
起
に
て
管
下
十
八
郡
内
有
志
者
を
糾
合
し
、

地
租
減
額
の
建
白
書
を
元
老
院
に
呈
出
せ
ん
と
の
企
て
」
が
、
一
八
八
七
年
一
二
月
「
廿
日
、
郡
部
議
員
廿
逆
名
京
都
倶
楽
部
に
会
し
」
た
時

　
　
　
　
　
　
⑬

に
決
定
し
て
い
る
。
翌
八
八
年
一
月
に
は
、
「
乙
訓
郡
（
寺
戸
村
。
大
藪
村
。
物
集
女
将
。
植
野
村
。
沓
掛
村
）
は
巳
に
去
十
三
日
調
印
済
み
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

目
下
葛
野
郡
の
地
価
持
が
調
印
最
中
な
り
と
い
ふ
」
。

　
し
か
し
、
京
都
府
の
側
も
こ
の
「
京
都
府
下
十
八
郡
有
志
」
の
遊
説
・
調
印
に
様
々
な
妨
害
を
加
え
、
「
各
郡
長
は
何
れ
も
部
下
の
戸
長
を

集
め
、
地
租
減
額
の
請
願
な
ら
ば
重
大
の
事
に
し
て
一
朝
軽
々
に
為
す
べ
き
事
に
あ
ら
ず
と
て
、
懇
々
保
安
条
例
の
お
講
釈
」
を
し
、
「
戸
長

よ
り
は
村
総
代
へ
そ
の
請
売
を
な
し
、
村
総
代
よ
り
各
戸
へ
お
取
次
の
講
釈
を
な
し
た
る
た
め
、
且
つ
は
其
筋
よ
り
挙
動
を
探
偵
す
る
と
の
噂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
怖
気
込
ん
で
、
一
旦
調
印
せ
し
者
も
追
々
取
消
を
申
し
出
る
等
」
の
こ
と
も
起
っ
て
い
る
。

　
新
聞
で
は
、
運
動
を
推
進
し
た
の
は
「
山
城
に
て
久
世
。
乙
訓
。
綴
喜
の
三
郡
と
、
丹
波
に
て
は
北
桑
田
郡
、
丹
後
に
て
は
熊
野
郡
の
み
」

　
　
　
　
　
　
⑳

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
西
原
の
『
廿
年
日
誌
』
に
も
、
こ
の
「
一
兀
老
院
議
長
大
木
伯
爵
閣
下
二
奉
シ
」
た
「
地
租
軽
減
を
要
望
す
る
建
白
書
」

が
筆
写
さ
れ
て
お
り
、
宋
尾
に
与
謝
郡
小
松
村
小
松
九
郎
右
衛
門
、
同
国
弓
木
村
糸
井
徳
之
助
と
西
原
と
の
三
名
の
署
名
が
あ
る
。
同
日
誌
に

よ
る
と
一

　
　
（
一
八
八
八
年
）
　
　
　
（
糸
井
・
小
松
・
西
凍
）

　
　
右
ハ
一
月
九
日
、
三
途
之
者
協
議
之
上
内
々
憎
相
申
上
。
其
後
十
日
草
案
不
着
二
付
、
伊
東
・
河
原
林
ノ
両
氏
江
照
会
書
差
出
シ
置
午
後
二
丁
頃
ヨ
リ
帰
村
、

　
　
京
都
ヨ
リ
返
事
相
待
居
候
処
、
十
一
日
午
後
二
時
頃
中
郡
上
京
委
員
野
木
儀
右
衛
門
氏
御
立
害
隷
下
、
草
案
一
葉
受
取
手
帳
へ
写
し
、
当
郡
不
都
合
云
≧
熊

　
　
野
郡
西
垣
氏
、
竹
野
郡
足
達
氏
等
江
書
面
相
認
メ
差
出
し
置
。
其
翌
十
二
日
未
明
糸
井
徳
之
助
氏
方
へ
立
参
リ
、
小
松
村
小
松
九
郎
右
衛
門
氏
方
推
参
。



　
…
…
（
略
）
…
…

と
あ
る
。
京
都
府
下
で
の
運
動
の
中
心
人
物
が
綴
喜
郡
普
賢
寺
村
の
伊
東
熊
夫
、
北
桑
田
郡
山
国
村
の
河
原
林
義
雄
で
あ
り
、
丹
後
の
中
心
人

物
が
熊
野
郡
久
美
浜
村
の
西
垣
虎
吉
、
竹
野
郡
島
溝
川
村
の
足
達
虎
蔵
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
草
案
が
中
郡
五
箇
村
の
野
木
儀
右
衛
門
か
ら

西
原
へ
渡
っ
た
の
は
、
府
会
議
員
と
し
て
の
連
絡
ル
ー
ト
で
あ
り
、
糸
井
・
小
松
ら
も
府
会
議
員
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
八
七
年
の
地
価
修
正

が
実
施
さ
れ
た
与
謝
郡
で
は
、
「
不
都
合
云
々
」
と
運
動
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
請
願
の
内
容
は
勿
論
、
「
民
力
休
養
、
地
租
軽

減
」
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
八
八
九
年
八
月
二
六
日
の
田
畑
特
別
地
価
修
正
は
、
旧
豊
岡
県
の
み
で
な
く
京
都
府
全
域
で
施
行
さ
れ
る
。

帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

　
こ
こ
で
一
八
八
七
年
前
後
の
与
謝
郡
の
運
動
を
、
再
び
西
原
の
日
誌
か
ら
追
っ
て
み
よ
う
。
一
八
八
七
年
か
ら
九
〇
年
の
『
雑
誌
』
に
よ
る

と
1

　
　
京
都
府
知
事
北
垣
国
道
公
東
上
二
極
豆
苗
承
リ
候
二
付
、
二
十
年
一
月
廿
三
日
・
廿
四
日
御
館
相
伺
候
欝
欝
、
折
節
御
不
在
或
ハ
御
差
支
ニ
テ
面
謁
不
仕
候

　
　
二
付
、
尾
越
書
記
官
・
大
坪
収
税
長
江
茂
罷
奉
候
処
、
御
不
在
或
ハ
御
差
支
・
写
面
謁
不
致
候
。

　
西
原
の
執
拗
な
請
願
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
、
局
面
の
転
換
は
別
の
所
か
ら
や
っ
て
く
る
。

　
　
（
五
月
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
到
）

　
　
聖
遷
五
日
帰
村
致
候
処
、
東
京
ヨ
リ
書
状
至
来
二
付
、
倉
橋
難
解
悪
役
場
内
ニ
テ
内
談
致
居
候
処
枠
光
太
郎
帰
圏
。
大
至
急
要
用
在
温
言
・
一
畳
全
氏
卜
同
伴
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
拙
宅
ニ
テ
土
肥
氏
伝
言
光
太
郎
汐
承
リ
、
色
≧
協
議
之
上
倉
橋
氏
江
直
二
糸
井
・
小
室
方
江
馬
廻
リ
宮
津
表
江
罷
出
候
。
拙
著
ハ
石
川
・
志
賀
方
へ
参
り
協
議
之
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
籠
）

　
小
田
へ
急
飛
ヲ
立
置
、
江
原
・
毛
呂
馬
誘
引
之
上
編
二
十
蒔
過
キ
本
町
三
宅
伊
兵
衛
宅
へ
招
集
。
倉
橋
・
小
室
・
糸
井
氏
ト
内
談
仕
候
処
、
既
二
三
名
ハ
取
急

　
キ
陶
君
へ
内
談
致
居
候
。
其
趣
意
ハ
光
太
郎
帰
郷
道
路
風
説
二
軍
官
秘
密
探
索
ト
シ
テ
京
都
府
へ
御
出
爆
雷
、
、
申
上
候
処
、
兎
一
一
角
茂
明
早
朝
西
原
ト
全
断
三
名

　
共
拙
宅
、
罷
出
候
様
被
談
候
趣
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
籠
）

そ
こ
で
「
全
廿
六
日
、
小
田
・
志
賀
・
石
川
・
西
原
・
倉
橋
・
毛
呂
・
江
原
・
糸
井
・
小
室
談
示
顛
末
」
。
倉
橋
・
糸
井
・
西
原
が
陶
士
長
の
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私
宅
へ
行
き
、
・
「
風
説
」
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
陶
職
長
は
コ
大
事
な
り
。
然
ハ
私
書
ヲ
以
テ
京
都
府
・
某
官
等
へ
上
申
可
塑
」
と
答
え
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

こ
で
石
川
三
良
助
を
宮
津
へ
残
し
帰
村
し
た
が
、
「
廿
八
日
私
書
之
返
報
参
リ
」
、
「
廿
九
日
加
悦
町
西
山
へ
」
西
原
ら
八
名
を
召
集
し
て
、
「
内

≧
披
露
」
と
な
っ
た
。
土
肥
八
郎
兵
衛
か
ら
西
原
光
太
郎
を
通
し
て
西
原
利
兵
衛
ら
に
情
報
を
伝
え
た
某
官
は
、
陶
郡
長
の
私
信
に
答
え
て
、

「
回
読
ノ
返
書
ハ
他
府
県
中
一
府
県
・
一
テ
茂
修
正
相
成
候
日
浦
、
旧
十
三
幸
区
モ
必
ス
特
許
相
成
候
様
取
扱
可
申
事
ト
ノ
返
事
」
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
某
官
」
と
は
誰
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
人
物
は
、
西
原
利
兵
衛
の
『
永
代
雑
誌
』
と
光
太
郎
の
『
自
叙
伝
』
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

『
永
代
雑
誌
』
か
ら
見
よ
う
ー
ー

　
　
地
租
修
正
歎
願
之
義
ハ
石
川
龍
造
・
西
原
利
兵
衛
等
明
治
八
年
以
来
手
抜
ナ
ク
熱
心
二
請
願
申
、
算
所
村
西
原
利
兵
衛
ト
明
石
村
倉
橋
六
丘
ハ
衛
ト
ハ
平
素
懇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
）

　
意
。
畏
缶
石
川
村
産
神
鞭
知
常
殿
ハ
其
当
時
大
蔵
省
収
税
局
長
タ
リ
、
倉
橋
六
兵
衛
ト
親
戚
ナ
リ
。
干
時
明
治
十
八
年
倉
橋
六
兵
衛
東
京
行
器
量
、
全
人
ヲ
以

　
　
テ
神
鞭
殿
之
内
曇
ヲ
相
伺
、
又
ハ
土
肥
八
郎
兵
衛
東
京
ヨ
リ
京
都
江
用
向
有
之
滞
在
中
、
西
原
利
兵
衛
・
糸
井
徳
之
助
ヨ
リ
依
頼
い
た
し
西
原
所
持
致
居
候
八

　
年
以
来
地
租
修
正
歎
願
書
写
シ
数
母
御
参
考
動
物
神
鞭
話
線
相
送
り
申
砕
。
其
後
土
肥
八
郎
兵
衛
ヨ
リ
西
原
利
兵
衛
・
倉
橋
六
兵
衛
・
糸
井
徳
之
助
・
小
室
静

　
　
三
等
江
屡
書
状
到
来
い
た
し
候
。
本
件
二
付
元
拾
三
大
寺
有
志
初
集
会
ハ
大
繭
難
二
審
、
与
謝
郡
会
平
時
ヲ
得
テ
西
原
利
兵
衛
ヨ
リ
小
室
静
三
・
井
上
仙
藏
昌

　
諮
り
賛
成
ヲ
得
テ
是
ヨ
リ
先
キ
拾
三
大
店
有
志
協
議
会
度
≧
相
開
キ
、
与
謝
郡
長
陶
不
籏
次
郎
殿
江
小
室
・
井
上
・
西
原
ハ
勿
論
石
川
三
良
介
・
糸
井
徳
之
助
其

　
他
小
田
源
右
衛
門
外
六
名
之
者
願
書
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府
庁
江

　
　
明
治
十
九
年
十
月
、
西
原
利
兵
衛
・
小
室
静
三
・
井
上
仙
蔵
一
元
拾
三
大
粟
人
民
総
代
ト
シ
テ
出
頭
い
た
し
、
与
謝
郡
長
居
不
繊
次
郎
之
照
会
ニ
テ
京
都
府

　
知
事
代
理
京
都
府
書
記
官
尾
越
蕃
輔
殿
及
収
税
長
大
坪
格
殿
晶
面
謁
シ
、
地
租
修
正
之
哀
訴
歎
願
仕
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
一
八
八
五
年
の
生
糸
商
倉
橋
六
兵
衛
の
上
京
の
時
、
西
原
ら
は
倉
橋
の
親
戚
大
蔵
省
収
税
局
次
長
の
神
鞭
知
常
と
緊
密
な
パ
イ
プ
を
作
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
西
原
の
長
男
光
太
郎
は
、
一
八
八
七
年
三
月
、
京
都
府
高
等
師
範
学
校
卒
業
後
に
東
京
遊
学
を
決
意
し
、
「
親
の
慈
悲

心
か
ら
、
親
友
倉
橋
六
兵
衛
氏
を
経
て
、
親
戚
に
当
る
土
肥
八
郎
兵
衛
氏
を
仲
介
者
と
し
て
、
郷
里
の
大
先
輩
神
鞭
知
常
先
生
に
依
頼
し
て
呉

れ
」
て
、
神
鞭
家
の
書
生
と
な
る
。
「
当
時
神
鞭
先
生
は
、
大
蔵
省
収
税
次
長
で
、
本
宅
は
渋
谷
区
宮
豊
町
に
あ
っ
て
、
菜
園
数
頃
を
背
景
と
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帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

す
る
宏
荘
の
邸
宅
で
あ
っ
た
」
。
光
太
郎
は
「
日
々
芝
の
英
学
塾
へ
通
学
し
」
て
い
た
が
、
上
京
間
も
な
く
「
肺
病
」
に
か
か
っ
て
帰
郷
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
「
横
浜
ま
で
土
肥
琉
に
送
ら
れ
、
且
地
租
軽
減
の
情
報
に
関
す
る
同
氏
の
私
書
を
携
掌
し
…
…
（
略
）
…
…
帰
宅
し
た
の

（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

は
六
月
下
旬
田
植
の
最
中
で
あ
っ
た
」
と
証
言
し
て
い
る
。

　
西
原
利
兵
衛
の
日
誌
と
光
太
郎
の
記
憶
に
は
期
日
の
若
午
の
食
い
違
い
が
あ
る
が
、
土
肥
八
郎
兵
衛
に
情
報
を
流
し
て
西
原
ら
に
地
価
修
正

の
決
行
を
知
ら
せ
た
「
某
官
」
が
、
神
鞭
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
頃
の
土
肥
の
書
簡
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
西
原
に
よ
っ
て
写
さ

　
　
　
　
⑳

れ
て
お
り
、
土
肥
か
ら
の
書
簡
の
到
来
は
、
西
原
の
日
誌
の
通
り
五
月
末
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
原
ら
は
神
鞭
↓
土
肥
ル
ー
ト
を
通
し
て

大
蔵
省
の
情
報
を
得
な
が
ら
、
京
都
府
へ
の
請
願
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
後
述
す
る
よ
う
に
幾
つ
か
の
問
題
点
を

も
っ
て
い
る
。

①
　
府
庁
文
書
、
（
前
掲
『
京
都
府
百
年
の
資
料
一
』
四
二
六
～
七
頁
）
。

②
　
『
永
代
雑
誌
』
に
よ
る
。

⑧
　
府
庁
文
書
（
前
掲
書
、
四
二
七
～
八
頁
）
。

④
　
『
明
治
財
政
史
』
第
五
巻
、
　
｝
九
〇
四
年
（
　
九
七
～
年
版
）
四
〇
六
～
八

　
頁
。

⑤
『
明
治
十
三
御
達
綴
与
謝
郡
鎮
六
組
岩
滝
村
』
（
岩
滝
役
場
文
書
）

⑥
府
庁
文
書
（
前
掲
書
、
四
二
三
～
四
頁
）
。

⑦
西
原
家
文
書
。

⑧
丹
羽
邦
男
「
地
租
改
正
事
務
局
の
閉
局
と
曝
治
＝
二
年
地
価
修
正
事
業
」
（
『
徳

　
川
林
政
史
研
究
所
　
研
究
紀
要
』
一
九
七
三
年
度
）
二
七
九
・
三
〇
〇
頁
。

⑨
岐
阜
県
加
茂
郡
ニ
ニ
カ
村
で
は
、
特
別
地
価
修
正
を
受
け
た
も
の
の
、
そ
の
修

　
正
額
は
農
昆
の
要
求
と
は
程
遠
い
「
田
畑
地
価
総
額
の
僅
か
四
・
八
％
」
の
減
租

　
で
運
動
が
消
滅
し
て
い
る
（
沢
木
武
美
前
掲
論
文
、
一
一
～
＝
二
頁
）
。
ま
た
逆

　
に
、
静
圏
県
遠
江
国
で
は
特
別
地
価
修
正
を
要
求
す
る
新
し
い
た
た
か
い
が
起
つ

　
て
い
る
（
原
口
清
前
掲
書
、
第
ゴ
　
章
）
。

⑩
京
都
府
与
謝
郡
岩
滝
町
小
室
卓
三
所
蔵
。

◎
　
原
田
久
美
子
「
罠
陥
権
運
動
期
の
地
方
議
…
会
」
（
『
日
本
史
研
究
鱒
三
八
号
、
　
一

　
九
五
八
年
）
、
同
「
明
治
一
四
年
の
地
方
議
会
と
人
民
の
動
向
」
（
同
論
五
七
号
、

　
一
九
六
一
年
）
参
照
。

⑫
　
小
室
静
三
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
資
料
天
橋
義
塾
』
下
巻
、
二
五
～
六
頁
。
小

　
室
万
吉
『
山
家
薄
志
』
（
一
九
三
五
年
）
一
三
〇
頁
を
参
照
。

⑬
　
前
掲
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
七
巻
、
三
九
〇
頁
。

⑭
北
垣
国
道
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
志
士
か
ら
官
僚
へ
1
北
垣
閣

　
道
小
伝
」
（
『
大
学
進
学
研
究
』
三
四
号
、
　
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

⑮
『
京
都
府
官
員
録
』
を
参
照
。
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）
。

⑯
『
塵
海
』
（
北
垣
日
誌
）
＝
二
巻
、
一
八
八
穴
年
＝
月
二
四
日
遅
記
録
。
同
霞

　
一
二
巻
も
参
．
照
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
）
。

⑰
前
掲
『
地
租
修
正
録
附
雑
記
』
。

⑬
『
京
都
目
出
新
聞
』
…
八
八
七
年
二
月
二
三
霞
。

⑲
同
右
、
一
八
八
入
年
一
月
二
〇
日
。
た
だ
し
｝
月
二
八
日
の
『
東
雲
新
聞
臨
に
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修正突施状況

田 畑 宅地

減地租額
（内）収穫比　　率

米価比率
利　子
艨@率

減地租額
（内）収穫

艨@　率
米・麦・大

､価比率
利　子

泓ｦ
減地租額

（円） （％） （％） （円） （％） （％）

14，200 40．2 59．8 1，783 48．7 51．3

（％） （％） （円）

44，740 98．7 1．1 0．2 331 66．1 292 4．7 114

26，789 48．6 51．4 2，229 44．3 55．7
207

35β70 100．0 5，315 100．0

63，245 48．2 46．2 5．6 6，530 100．0

51 100．0 19 100．0

313 10α0 48 100．0

425 100．0 74 100．0

24，183 100．0

14 工00．0

3，756 100．0 667 100．0

31，542 63．8 36．2 1，443 100．0 4，968

15，471 100．0 516 100．0

29，667 1．2 98．8 7，587 44．9 55．1

45 100．0 240 工00．0

306 100．0

77 100．0

29…21 …1 36．3 i… ／・創872 1… 1…｝
・・｝

5，288

　
は
、
「
八
千
余
人
」
の
調
印
と
あ
る
。

⑳
　
同
右
、
一
八
八
八
年
二
月
二
一
日
目

⑳
　
同
右
。
高
久
嶺
之
介
は
、
こ
の
運
動
を
「
民
党
」
公
話
会

　
の
結
成
運
動
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る
（
「
明
治
憲
法
体

　
制
と
地
方
民
党
運
動
」
〔
『
日
本
史
研
究
』
一
六
三
号
〕
一
九

　
七
六
年
）
。

＠
神
鞭
知
常
に
つ
い
て
は
、
橋
本
五
雄
編
『
淫
心
言
行
録
』

　
（
一
九
〇
九
年
）
を
参
照
。

⑳
　
西
原
光
太
郎
『
自
叙
伝
』
（
一
九
照
七
年
）
三
二
～
七
頁
。

⑳
　
　
八
八
七
年
五
月
二
八
日
、
西
原
利
丘
ハ
衛
・
糸
井
徳
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
助
・
小
室
静
ゴ
マ
倉
橋
六
兵
衛
宛
の
土
井
八
郎
兵
衛
の
書
簡

　
（
前
掲
『
地
租
修
正
録
附
雑
記
』
）
。

四
　
地
価
修
正
の
結
果
と
運
動
主
体

　
一
八
八
○
年
の
地
価
修
正
が
、
神
奈
川
以
下
一
八

県
、
減
地
価
総
額
一
六
九
〇
万
六
六
七
円
、
減
地
租

総
額
四
二
万
工
六
五
八
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

八
七
年
は
十
七
の
よ
う
に
、
京
都
府
以
下
一
七
府
県
、

減
地
価
総
額
一
二
九
〇
万
六
五
〇
四
円
、
減
地
租
総

額
三
二
万
二
七
六
二
円
で
あ
っ
た
。
八
七
年
地
価
修

正
の
方
が
規
模
は
小
さ
い
が
、
近
畿
地
方
中
心
と
い

う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
京
都
・
大
阪
・
兵
庫
・
三
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蓑7　1887年の地価

修 正 地 域

京都府（丹後全国，丹波天田郡）

大阪府（摂津國444ケ村，河内国，和泉国）

兵鯨繕鷲3ケ鴫囎勲古郡6力紘低關丹）

三重県（伊賀，伊勢志鷹3国）

禾目歌山県（紀俳騒）

岐阜県（美濃塗下石津郡金廻村外2力村）

愛知県（尾張山海西郡五i据村外14力村）

長野県（信濃国上伊那郡本郷村外5力村）

静岡県（遠江国，駿河国志太郡ノ内16力村）

宮城県（陸前国桃生郡赤井村）

山形県（習輌鮒山郡1力村’醐川郡1力村．趾郡73カ）

；芒ヨiJIIpa．（力日賀，　倉旨登2国）

富山県（越中全國）

鳥取県（因幡，伯番2国）

広島県（備後国御調郡中庄村）

佐賀県（肥前国佐賀郡高木村外2力村）

熊本県（肥後国玉名郡10力村）

目地価額

総　　計

　　（円）
638，005

1，807，393

1，169，311

工．647，397

2，790，010

　2，757

　14，447

　19，930

966，084

　　564

176，789

1，518，109

639，465

1，489，503

　11，404

　12，248

　3，089

額
計

租地
減
総

　（円）

15，9S3

45，185

29，225

41，185

69，774

　69
　361

　498
24，183

　14
4，423

3Z953

15，987

37，254

　285

　306

　77

減租率

（9e）

7．0

4．4

5．5

3．2

9．9

9．9

9．9

5．0

5．3

87．6

8．6

5．0

2．0

8．0

工1．1

3．7

5．8

卜二「

v
1　12，go6，so41　322，762　i　s．1

繊典：「特別地価修正二係ル減額仕訳書」（『明治財政史』第5巻，640～660頁）により作成。

注：単位は円，但し1円未満は4捨5入。

ue　8　旧豊岡県の修正収穫米と減少率（1887年7月13日）

郡　　区　　名

旧13大鰐　与謝郡
旧11大区　中　　郡

旧17大区　天田郡

旧16大区　天田郡

旧15大平　加佐郡

旧10大区　竹野郡

旧9大疑　熊野郡

旧14大照加佐郡
旧12大区　与謝郡

丹波1郡・丹後全国

反　　当

収穫米
石
1．4工7

1．417

1．373

1．339

1．294

1．284

1．245

1．151

工．020

1．282

減額
歩　合

906

906

745

745

574

624

624

574

574

697

内米価

433

433

433

433

433

433

433

433

433

433

90

　9e
47．8

47．8

58．1

58．1

75．4

69．4

69．4

75．4

75．4

62．1

収穫

473

473

312

312

141

191

191

141

141

264

90

　90
52．2

52．2

41．9

41．9

24．6

30．6

30．6

24．6

24．6

37．9

修　　正

収穫米 減少率

石
1．289

1．289

1．271

1．239

1．22e

1．2e2

1．166

1．085

0．961

1ユ91

　　9e
（一）9．0

（一）9．0

（一）7．4

（一）7．5

（一）5．7

（一）6．4

（一）6．3

（一）5．7

（一）5．8

（一）7．1

出典：『地租改正修正録附雑記』
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蓑9　算二村の地価修正（1887年7月11日）

田地価額1減地価額1田地租額1減地租額｝減少率

　　　　　90

（一）10．0
円　厘

42．638
　円　厘
428．251

　　　円　厘

1，705．528

　　　円　」蛋

17，119．288

減少率
　　　9e
（一）　5．9

減地租額

円厘
1．101

畑地租額
円　厘
18．529

減地価額

円　厘
43．635

畑地価額
円　厘

741．176

減少率
　　　re
（一）　9．8

減地租額

円厘
43．739

田畑地租額

円厘
446．780

減地価額

　円　麗
1，749，163

田畑地価額

　　円　厘
17，860．464

出典：同前

収
税
長
御
演
説
」
が
あ
り
、
「
今
般
地
租
修
正
特
許
相
成
候
二
上
、

　
（
七
月
＝
嵩
日
）

　
全
日
午
後
、
大
坪
収
税
長
墨
書
官
丼
地
租
警
吏
・
郡
長
・
郡
書
記
井
雇
吏
・
各
戸
長
・
請
願
人
総
代
・
有
志
者
、
計
四
十
六
名
沢
辺
新
立
・
＝
ア
懇
親
会
相
開
候
也
。

　
十
四
厨
、
郡
長
井
生
形
書
記
・
檜
山
書
記
・
岩
城
氏
・
請
願
人
総
代
・
各
町
村
総
代
一
大
懇
親
会
相
馬
候
。

　
　
：
：
：
（
略
Y
：
：
・

　
全
十
七
日
、
旧
十
三
大
区
各
町
村
休
暇
。

　
　
…
…
（
略
Y
…
：

　
（
二
四
日
）

　
全
日
午
後
、
旧
壱
区
・
弐
区
則
十
三
ケ
村
有
志
者
一
大
懇
親
会
相
催
シ
候
。

重
・
和
歌
山
の
二
府
三
親
で
減
租
総
額
の
六
二
％
を
占
め
て
い
る
。
地
価
修
正
の
内
容
は
、
水
田
で

は
「
収
穫
二
又
酌
ヲ
加
へ
減
ス
ル
分
」
が
五
三
％
余
、
畑
で
は
「
平
価
二
斜
酌
ヲ
加
へ
減
ス
ル
分
」

が
四
八
％
余
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
ッ
プ
で
あ
る
。
し
か
し
絶
対
値
か
ら
考
え
て
収
穫
量
の
改
訂
が
中
心

で
あ
り
、
八
七
年
地
価
修
正
は
地
租
改
正
時
の
「
押
付
反
米
」
の
手
直
し
と
い
う
性
格
が
強
い
。
だ

が
米
価
の
改
訂
も
一
定
の
比
重
を
占
め
て
お
り
、
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
る
米
価
変
動
も
考
慮
さ
れ

て
い
る
。

　
旧
豊
岡
県
は
、
減
租
率
七
％
と
全
国
平
均
五
％
余
の
水
準
を
越
え
て
い
る
。
一
八
八
七
年
三
月
二

九
日
、
大
蔵
省
よ
り
閣
議
に
提
出
し
た
「
特
別
地
価
修
正
処
分
ノ
議
」
に
よ
る
と
、
「
隣
接
地
方
」

と
の
差
異
、
　
「
運
輸
等
ノ
便
否
」
が
考
慮
さ
れ
て
、
旧
豊
岡
県
全
体
で
「
合
計
地
租
金
四
万
七
百
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

拾
四
円
」
の
減
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　
丹
後
で
は
、
こ
の
地
価
修
正
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
再
び
西
原
利
兵
衛
の
一

八
八
七
年
か
ら
九
〇
年
の
『
雑
誌
』
を
見
る
と
、
八
七
年
七
月
一
三
日
、
宮
津
で
「
知
事
代
理
大
坪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
請
可
致
ト
ノ
御
趣
意
な
り
」
。
そ
し
て
一
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与
謝
郡
は
喜
び
の
増
禍
と
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
表
八
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
租
の
減
少
率
は
旧
六
区
毎
に
異
な
る
。
旧
一
三
大
竹
与

謝
郡
と
旧
二
大
区
中
郡
と
が
九
％
減
と
最
高
で
あ
る
。
表
三
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
農
民
年
嵩
出
額
を
最
も
強
く
拒
絶
さ
れ
た
二
郡
区
で
あ
る

が
、
運
動
の
成
果
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
二
郡
区
と
旧
一
六
・
一
七
大
区
天
田
郡
で
は
収
穫
量
の
引
直
し
率
が
大
き
い
が
、
減

租
額
の
大
き
い
郡
区
は
収
穫
量
の
引
直
し
を
認
め
さ
せ
た
言
言
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
算
所
説
の
場
合
は
、
表
九
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
田
畑
地
租
総
額
一
七
四
九
円
、
田
で
一
〇
％
、
畑
で
六
％
弱
の
減
租
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
。

し
か
も
算
農
村
で
は
、
翌
八
六
年
九
月
一
五
日
よ
り
、
「
誤
謬
地
券
訂
正
御
願
」
が
出
さ
れ
、
八
八
年
四
月
四
日
、
田
反
別
八
反
四
畝
一
八
歩
、

地
価
金
四
六
五
円
六
二
銭
、
地
租
額
＝
円
六
三
銭
五
厘
の
丈
量
減
を
勝
ち
取
っ
て
い
る
。
こ
の
運
動
も
、
吉
田
利
兵
衛
・
小
巻
惣
左
衛
門
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
申
し
出
さ
れ
、
西
原
利
兵
衛
・
小
巻
惣
左
衛
門
ら
を
通
し
て
の
京
都
府
へ
の
ね
ば
り
強
い
請
願
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
地
租

改
正
時
の
「
負
の
遺
産
扁
が
清
算
さ
れ
て
い
る
。

帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

　
そ
し
て
一
一
年
後
の
一
八
八
九
年
「
九
月
四
日
、
京
都
府
知
事
代
理
大
坪
収
税
長
御
出
張
。
各
町
村
長
井
地
主
重
立
候
者
壱
両
名
士
呼
出
し
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

律
第
二
十
二
号
地
価
低
減
之
趣
旨
御
達
相
成
」
る
。
法
律
第
二
二
号
と
は
、
同
年
八
月
二
六
日
公
布
の
「
田
畑
地
価
ノ
特
別
修
正
」
（
第
一
条
）

の
こ
と
で
あ
る
。

　
一
八
八
九
年
の
田
畑
特
別
地
価
修
正
は
、
山
口
県
、
旧
宮
城
・
水
沼
・
小
倉
県
、
そ
し
て
飛
騨
・
隠
岐
の
旧
国
郡
を
除
く
全
府
県
に
お
よ
び
、

減
地
価
総
額
一
億
二
九
五
三
万
五
四
四
円
、
減
地
租
総
額
三
二
四
万
一
九
一
〇
円
に
の
ぼ
る
大
規
模
な
も
の
で
、
減
租
率
も
平
均
九
・
八
％
と

高
か
っ
た
。
金
額
で
は
一
八
八
○
・
八
七
年
の
地
価
修
正
の
約
一
〇
倍
の
規
模
で
あ
る
。

　
八
九
年
の
地
価
修
正
も
ま
た
、
第
一
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
西
日
本
中
心
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
A
I
A
線
は
田
方
の
平
均
減
地
価

率
九
・
五
％
で
あ
り
、
B
－
B
線
は
畑
方
の
平
均
減
地
価
率
一
一
・
五
％
で
あ
る
。
関
東
・
東
北
地
方
で
は
、
そ
の
殆
ん
ど
の
府
県
が
全
国
平

均
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
地
価
修
正
に
甘
ん
じ
て
お
り
、
特
に
斜
方
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
地
価
修
正
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
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第1図　1889年の田畑地価修正比率

繊塵：『明治財政史』第5巻，668～681頁。
注：＊1　埼玉県の畑地価修正は，武蔵国幡羅郡元間々田村，同国南埼玉郡元内牧村のみの修正

　　　　である。

　　＊2　長野県の畑地価修正は，信濃国下伊那郡清内路村のみの修正である。
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帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

減騨1
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7．1

Z1

7．1

7．1

7．1

7．1

7．1

7．1

7．1

7．1
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衷10京都府下の減租率（1889年）

田修正地創減租劇畑現地租i畑

7．1

16．6

16．6

16，8

16．6

16．6

16．6

H修正地租

　　　（円）

　1，665，904

　　372．523

　2，624．914

　3，822．527

　2，383．752

　4，077．334

　3，229．108

　8，152．979

　9，200．320

　7，864．122

　1，032．080

　1，032．533

　4，594．347

　5，087．302

55，139．745

7，587．291

7，494．276

4，473．942

1，557．227

3，567．496

2，085．987

　　（円）

1，793．296

　401．024

2，825．649

4，114，735

2，565．969

4，389．105

3，476．171

8，776．909

9，903．915

8，467．657

1，111．225

1，123．954

4．946，189

5，476．992

59，372．790

9，099，211

8，988．725

5，375．893

1，867．477

4，278．349

2，501．601

憐
冗
冗
得
π
瓢
瓢
瓢
冗
π
π
瓢
田
π
瓢
7．1

17．1

1ZI

17．3

17．1

1ZI

17．1

　　（円）

　1，438，346

　　545．241

21，799．952

37，741．965

27，424．906

27，861．375

14，909．511

19，575，484

33，725．300

38，216．253

43，576，399

14，226．571

45，426．141

30，156．384

356，623．828

33，640．648

32，432，448

34，746，572

20，291．600

17，635．314

14，498．213

函現地租
　　（円）

　1，548，292

　　586．920

23，466．616

4e，626．860

29，521．840

29，991，325

16，050．003

21，069．214

36，305．703

41，141．174

46，908，666

15，481．660

48，899，275

32，463，384

384，060．932

40，580，536

39，124．037

41，993．168

24，477．665

21，273．582

17，489．074

上京区
下京区
愛宕郡
葛野郡
乙訓郡
紀伊郡
宇治郡
久世郡
綴喜郡
相楽郡
南桑田郡

北桑田郡

船井郡
何鹿郡

小計

郡
郡
郷
郡
郡
郡

田
圃
謝
　
野
野

天
加
盟
申
竹
熊

，」、　　言十　　　　　184，938．062 153，244．795 17．1 32，111．256 26，766．219 16．6

合　　言十　　　　568，998994 509，868．623 10．4 91，484．046 81，905．964 10．5

出典　　『日出新聞』（1889年8月29日）より作成。

て
西
日
本
・
九
州
地
方
、
と
り
わ
け
鹿
児
島
・

宮
崎
・
和
歌
山
・
鳥
取
・
大
阪
・
兵
庫
・
奈
良

・
広
｛
島
（
第
二
図
、
A
－
A
線
、
B
－
B
線
に
囲
ま

れ
た
左
下
方
の
府
県
）
な
ど
は
、
最
も
地
価
修
正

一
地
租
軽
減
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
地

域
差
は
、
地
租
改
正
時
の
地
価
調
査
と
、
「
運

輸
開
発
ノ
便
ニ
ヨ
リ
函
嶺
二
変
化
ヲ
来
シ
、
土

地
ノ
収
利
ヲ
惚
薬
セ
シ
モ
ノ
」
に
よ
る
、
と
さ

　
　
④

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
畿
地
方
の
場
合
、
地

価
修
正
運
動
の
台
頭
と
い
う
こ
と
が
、
当
然
念

頭
に
お
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
京
都
府
の
場
合
は
、
田
方
の
減
地
価
二
三
六

万
四
四
一
三
円
（
減
地
価
率
一
〇
・
四
％
）
、

一
方
の
減
地
価
四
八
万
二
五
三
三
円
（
同
一
〇

・
五
％
）
と
、
畑
方
の
減
地
価
率
で
は
全
国
平

均
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
田
方
の
減
地
価
率
で

は
全
国
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ

も
郡
区
別
の
減
租
率
を
表
一
〇
に
見
る
と
、
山

城
・
丹
波
で
は
北
桑
田
郡
の
例
外
を
除
い
て
田
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畑
と
も
に
平
均
七
％
の
減
租
率
で
あ
る
（
こ
の
数
字
は
、
一
八
八
七
年
の
旧
豊
岡
県
の
滅
尊
王
と
同
率
で
あ
る
）
が
、
旧
豊
岡
県
下
の
減
租
率
は
、
田
で

一
七
％
、
畑
で
一
六
％
余
で
あ
る
。
今
回
も
ま
た
与
謝
郡
が
、
田
で
一
七
・
三
％
、
畑
で
一
六
・
八
％
と
最
高
の
減
租
率
で
あ
る
。
旧
豊
岡
県

下
の
天
田
郡
と
丹
後
五
郡
は
、
一
八
八
七
年
の
地
価
修
正
で
七
％
、
八
九
年
で
山
城
・
丹
波
よ
り
一
〇
％
弱
大
き
い
地
価
修
正
一
地
租
軽
減
を

勝
ち
取
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
地
租
改
正
時
の
山
城
・
丹
波
「
二
割
減
」
と
の
不
公
平
を
殆
ん
ど
解
消
し
た
と
い
え
る
。

　
与
謝
郡
は
喜
び
に
わ
い
て
い
る
。
加
悦
町
で
は
、
八
九
年
九
月
四
日
、
「
荻
野
・
小
室
・
西
原
幹
事
」
で
「
収
税
長
井
随
行
員
・
群
長
及
郡
書

記
・
収
税
部
出
張
員
其
他
雇
小
使
二
早
書
招
待
シ
、
宮
津
高
等
小
学
校
二
塁
テ
大
愚
宴
会
。
有
志
者
七
十
八
名
、
客
員
弐
拾
四
名
、
其
他
小
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

臨
時
雇
員
合
計
百
数
名
」
を
催
し
て
い
る
。
し
か
し
、
八
七
年
の
祝
宴
と
り
わ
け
七
月
一
七
日
の
「
旧
十
三
大
熊
各
町
村
休
暇
」
に
比
べ
れ
ば

祝
宴
の
規
模
は
小
さ
か
っ
た
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
一
八
八
九
年
八
月
の
時
点
で
、
全
国
四
三
府
県
に
わ
た
る
地
価
修
正
を
行
な
っ
た
政
府
の
意
図
は
、
ど
の
辺
に
あ
っ
た
か
を
考
え
て

お
こ
う
。
そ
の
こ
と
を
、
最
も
直
載
に
語
っ
て
い
る
の
が
、
次
の
井
上
毅
の
意
見
書
「
営
業
税
法
案
意
見
・
『
付
地
租
軽
減
意
見
』
」
で
あ
る
。

井
上
は
、
松
方
正
義
大
蔵
大
臣
に
対
し
て
－

　
　
国
会
開
設
ノ
前
後
＝
一
年
間
二
於
テ
民
心
激
昂
シ
政
論
熱
型
ス
ル
ハ
必
然
ノ
勢
ニ
シ
テ
到
底
避
ケ
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
是
時
二
楽
リ
テ
邦
家
ノ
為
特
二

　
意
ヲ
用
フ
ヘ
キ
ハ
民
間
営
利
ノ
事
業
ヲ
シ
テ
成
ル
ヘ
ク
変
動
ナ
カ
ラ
シ
メ
人
民
ヲ
シ
テ
各
≧
其
業
二
安
セ
シ
ム
ル
ニ
ア
リ
。

と
し
て
、
「
地
租
ヲ
減
シ
テ
其
不
足
額
ヲ
営
業
税
二
取
ラ
ン
ト
ス
ル
」
政
策
を
、
「
下
策
」
と
し
て
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
政
府
経
費
の
節
減
に

よ
る
減
租
こ
そ
が
「
今
日
二
当
リ
将
二
去
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
人
心
ヲ
収
撹
シ
、
己
二
離
レ
ン
ト
ス
ル
ノ
輿
望
ヲ
維
持
シ
、
以
テ
政
府
タ
ル
ノ
徳
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ヲ
完
全
ニ
シ
一
国
末
未
ノ
命
運
ヲ
救
正
ス
ル
」
の
途
で
あ
る
、
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
帝
国
議
会
開
設
前
夜
の
人
心
収
白
瓜
と
し
て
、

と
り
わ
け
豪
農
層
を
抱
き
込
む
た
め
三
二
四
万
円
余
に
の
ぼ
る
減
租
と
な
る
地
租
修
正
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

38　（842）

最
後
に
、
地
価
修
正
運
動
の
推
進
主
体
の
性
格
を
、
表
＝
一
に
見
る
。
比
較
的
に
運
動
実
態
の
わ
か
っ
て
い
る
与
謝
郡
旧
一
三
大
仁
の
場
合



帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

考

表11与謝郡旧13大区における地価修正運動のリーダー層

名 村名1地租i天橋義塾i 備

農業，縮緬業，用掛，府会議員

醤油醸造業，織物業，村総代

縮緬業，酒造業，府会議員

酒造業，生糸商

農業，画商，戸長，区長，府会議員

農業，酒造業

立憲政党社員

戸長，総代

農業，漁業，戸長，府会議員

○
○
○
○
○
○

○
○
　
　
○

円銭
24．46

10．57

115．27

83ユ7

47．45

31．33

16．34

39．

41．67

36．81

14．81

24．

22．91

村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村

所
樂
石
川
川
野
渤
多
論

算
岩
弓
明
石
石
後
滝
三
脇
窪
惣
田
下

西原利兵衛

小室静三
糸井徳之助

倉橋六兵衛

石川三良助
白須重右衛門

志賀俳助
小田源右衛門

江原林蔵
井上仙蔵
荻野善右衛門

岩田伊左衛門

志達直七
毛聖徳左衛門

出典：r資料天橋義塾』上・下，r京都府議会歴代議員録』，地租額はr府会議員被選挙人名簿』

　　f府会議員選挙人名簿2（1881年6月）による（京都府立総合資料館所蔵）。

を
例
に
と
る
が
、
ま
ず
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
層
に
天
橋
義
塾
社
員
の
多
い
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
与
謝
郡
は
、
天
橋
義
塾
社
員
が
一
七
二
名
（
社
員
名
簿

全
体
の
四
六
．
七
％
）
と
最
も
多
い
地
域
で
あ
る
が
、
八
六
年
七
月
一
〇
日
の

「
地
租
改
正
之
義
二
付
歎
願
書
」
を
見
て
も
、
総
代
一
〇
人
の
内
六
人
、
「
副

申
」
の
戸
長
一
〇
人
の
内
七
人
が
元
天
橋
義
塾
の
社
員
で
あ
る
。
与
謝
郡
の
場

合
、
地
価
修
正
運
動
は
天
橋
義
塾
の
厚
い
人
脈
と
の
有
機
的
な
連
携
の
う
え
に

推
進
さ
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
郡
の
場
合
は
、
天
橋
義

塾
の
社
員
が
一
二
名
（
同
三
・
三
％
）
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
価
修
正
運
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
な
か
で
も
天
橋
義
塾
社
員
は
古
巻
意
平
一
人
で
あ
る
。

　
そ
し
て
表
一
一
に
リ
ー
ダ
ー
層
の
階
層
性
を
見
る
と
、
糸
井
・
倉
橋
を
除
く

と
地
租
納
入
額
が
一
〇
～
三
〇
平
台
（
推
定
水
田
面
積
七
反
～
二
町
二
反
）
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
か
し
、
こ
の
地
租
納
入
額
は
著
し
く
過
少
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
運
動
の
推

進
主
体
は
四
～
五
町
の
耕
作
地
主
一
豪
農
層
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
縮
緬
、

酒
造
、
醸
造
業
な
ど
を
兼
営
し
て
お
り
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
経
営
陣
と
し

て
の
性
格
も
備
え
て
い
る
。

　
こ
こ
で
よ
り
詳
し
く
運
動
推
進
者
の
経
営
的
性
格
を
、
与
謝
一
算
所
村
の
西

原
利
兵
衛
に
見
て
お
こ
う
。
西
原
家
は
、
一
八
八
○
年
代
の
初
頭
に
は
四
町
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
耕
地
、
八
七
年
に
は
鳳
町
弱
の
耕
地
と
一
町
余
の
山
林
を
集
積
し
て
い
る
。

そ
し
て
八
○
年
に
は
一
一
六
俵
（
四
六
石
弓
）
の
小
作
米
を
徴
集
し
て
い
る
が

39　（843）



課負担と小作料

総計i米価

轟。32隠．蓋

　　　　　E

段免

石
．153

率

米価

円銭
4．39

4．45

4．42

5．30

7．90

11．

（B）一CA）＝：

作加金
（B）小作

料合計
計量金額畑　方

ノ」、f’Fti31同年額
田：方
小作料

計

＆

鰯
謝
鰯
猫
鰯
錨
鰯
細
細
㎜
㎜

　円

83．401

153．661

261．967

4e7．812

251．63

ユ86．042

74．671

124．756

121．267

133，389

130．829

111．756

232，463

253．085

296．862

283．865

　円

185．682

255．940

386．765

529．326

385．937

314．552

180．774

260．785

253．897

265．503

259．548

224．096

348．487

334．421

375．687

363，508

俵　合
117．128

117．128

117．128

116．358

116．104

114．320

114，165

129．034

123ユ04

128．354

139．097

140．024

131．004

140．017

136D47

142．087

N
3．073

3．073

3．e73

2．327

譲斗
1．3

1．3

1．3

1．13

10．096

9．009

16．340

17．e32

　円

182．609

252．867

383．692

526．999

俵　合
115．228

115．228

115．228

115．228

118，338

119．345

122．157

122．392

％
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎜
㎝
㎝
㎜
㎜
㎜
鋤
脚
伽

郡村費斥の他

　wt．　i％

30．71　2，8

23．3　1

地方税

28．6　」

27．4　1

348

29．7

24．0　I

　　　P
26．s　1

12，4　1

2．9

3．3

7．5

5．0

　ere

6．6

5．1

12．1

14．6

　14．3　1　12，4

　　　39．工

34．8

45．7

48，3

43．5

45．2

33．9

34．3

35．0

村のもの。

も同じく比率計算では除外した。

（
表
一
二
）
、
つ
ね
に
「
七
八
反

の
自
作
農
を
営
ま
れ
、
又
二
三

反
の
畑
を
耕
作
す
る
た
め
に
、

絶
え
ず
下
男
や
日
稼
人
を
使
用

し
」
て
い
た
、
耕
作
地
主
1
1
豪

農
経
営
で
あ
る
。
そ
の
耕
地
の

集
積
も
村
内
に
限
定
さ
れ
た
、

在
島
型
の
耕
作
地
主
で
あ
る
。

ま
た
、
「
三
台
の
織
機
と
一
台

の
大
車
を
動
か
し
、
数
名
の
男

女
織
工
を
差
図
し
て
、
生
糸
の

購
入
か
ら
、
縮
緬
の
織
立
又
は

　
　
　
　
　
　
⑩

販
売
を
引
受
け
て
居
」
た
、
縮

緬
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
、
生

糸
商
を
兼
営
し
て
い
る
。
だ
が
、

一
八
八
○
～
九
〇
年
の
耕
地
所

有
は
四
～
五
二
、
山
林
・
藪
地

所
有
は
一
町
余
と
、
ほ
と
ん
ど

地
主
経
営
を
発
展
さ
せ
て
い
な

40　（844）



帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

表12西原家の租税公

高

・87・年」誌236

輩地
7］〈免

石
．869

残高
石
39．367

切米m

石
17．946

・
割

番蔵
役

用入小成物4

」？．2i2　i　ISi．219 石
．993

積立金 小　計

石・・g ~879

実 数 比

地価
187srp　l　・，・・9．・・

76年1　・・368…

77年i2・550・10

78ワ宦E・
79剣2，55e．11

　80年　1　2，558．66

　81年　．　2，552．07

　82年　1　2，552．07

　　　…
83年i2・679・98

　84年　　　2，744．34

　85年置　　2，853．31

86年i2，867．69

　87年　　　2，846．69

　88年　　 2，540．06

　89年　　　2，545．16

　　　ミ　90年i　2，071．68
　　　「

91年i2・071・68

92|2・071・68

地　釈

円

71．e63

71．064

63．752

63．753

63．753

63．967

63．802

63．802

66．999

68．609

71．3ぎ3

71．692

71．017

63．5e2

63．626

53．789

51．789

51．789

夏　割

円

6．329

7．140

15．310

15．249

11，436

14．740

14．185

15．100

地方税

　円
　8．3e3

　6．192

16．269

18．822

15．950

“

郡村費

円

32，85

21．593

29．216

28．020

43．4G3

36．045

32．211

34．450

13．859

53．185

46．197

60．422

66．366

48．838

52．398

27．547

2ZO36

27．854

その他

円

2．948

2．984

3．366

9．339

6．776

　＊1
（一）5．445

　＊2
（一）8．664

㈹　計

円

106．861

92．657

102．281

102．279

124．798

121．514

工34．307

128．510

106．103

135．979

132．630

132．114

128．719

112，340

116．024

81．336

78，825

79．643

地　租

　ste

66．5

76．7

62．3

62．3

51．1

52．6

47．5

49．7

60．1

5e，5

53．8

54．3

51．7

56．5

54．8

66．1

65．7

65．0

夏　割

　
2

％
6
7．0

12．6

11．4

8．9

ユ3．2

1e．4

1L喋

出典：r年々地租諸掛記』（西原家文書），米価（石当り）はr永代雑誌』（西原：家文書）による算所

注：小作料1俵＝4斗。「宅地預ケロ」は畑方小作料に含めた。

＊1「地租諸掛一切」5円445は比率計算では除外した。＊2「誤謬減租及地方税返金分，8円664

い
。　

そ
の
西
原
家
の
地
主
経
営
と

租
税
公
課
負
担
と
の
関
係
を
表

一
二
に
見
よ
う
。
ま
ず
一
八
七

四
年
の
地
租
改
正
前
と
七
五
年

の
地
租
改
正
後
の
租
税
公
課
負

担
を
比
較
す
る
と
、
米
価
を
『
永

代
雑
誌
』
に
あ
る
一
石
一
五
円

七
〇
銭
で
換
算
す
る
と
八
四
年

は
一
三
六
円
九
八
銭
余
と
な
り
、

地
租
改
正
に
よ
っ
て
租
税
公
課

負
担
は
三
〇
円
弱
減
少
し
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
租
税
公

課
負
担
の
絶
対
額
は
、
八
七
年

春
地
面
修
正
ま
で
一
貫
し
て
増

加
傾
向
に
あ
り
、
地
租
の
占
め

る
比
重
は
絶
対
的
に
高
い
。

　
こ
の
史
料
で
は
、
小
作
料
総

額
か
ら
租
税
公
課
負
担
を
引
い

41　（845）



表13一一町歩経営の叡支計算（1885年4月5日）

作小作自

　
　
⑳

石
1
2
円
6
3

石
12
円

63．6e

収穫高
金代

収
　
入

8．

42，40

11．54

　　　　鷹

8．30．9

8
．

地租金

協議費

糞培料
（小作料）

損

料

差引（収益） 35．75．1 13．20

出典：「丹後賦与郡窮民ノ実況」（r京都府百年

　　の資料1』，327～8頁）による。

注：数字は現史料の宮騎六左衛門『明治17年

　備忘録毒により一部修正。

に
陥
れ
た
こ
と
は
西
原
家
の
場
合
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、

謝
郡
窮
民
ノ
実
況
」
に
見
る
。
一
町
歩
の
モ
デ
ル
経
営
の
収
支
は
、

七
円
余
と
い
う
生
計
費
（
1
1
収
益
÷
家
族
数
）
は
、
当
該
期
の
都
市
ス
ラ
ム
の
年
間
生
計
費
の
中
等
の
上
の
八
円
二
八
銭
余
よ
り
低
い
。

ラ
ム
の
最
下
等
が
五
円
八
七
銭
余
で
あ
る
か
ら
、
小
作
農
の
二
円
六
四
銭
は
そ
れ
よ
り
低
い
こ
と
に
な
る
。

け
が
あ
る
に
せ
よ
、
小
作
農
は
都
市
の
ル
ン
ペ
ン

に
足
ら
ざ
る
収
益
」
し
か
得
ら
れ
ず
、
小
作
農
は

業
も
ま
た
、
反
物
の
低
価
格
に
よ
っ
て
、
「
職
工
は
其
業
を
止
め
、

　
こ
の
地
価
修
正
一
地
租
軽
減
要
求
が
最
も
切
実
と
な
り
、
農
民
が
塗
炭
の
苦
し
み
に
喘
い
で
い
た
時
、

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
一
八
八
四
年
三
月
一
五
日
に
は
地
租
条
例
が
公
布
さ
れ
、

　
　
て
「
作
徳
山
」
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
米
価
の
高
騰
す
る
八
○
年
に
は
四

　
　
〇
七
円
と
い
う
異
常
に
高
い
「
作
徳
金
」
を
得
て
お
り
、
米
価
が
暴
落
す
る
八
三
年
に

　
　
は
七
四
円
と
い
う
こ
れ
も
異
常
に
低
い
「
作
徳
治
」
を
得
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
八

　
　
二
年
以
降
「
松
方
デ
フ
レ
」
政
策
の
影
響
で
「
作
徳
金
」
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
八
九

。
　
年
以
降
地
価
修
正
の
影
響
で
回
復
・
増
加
さ
れ
る
。
八
七
年
の
地
価
修
正
は
、
米
価
の

　
　
低
落
期
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
即
時
的
な
効
果
は
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
八
九
年
の

　
　
地
価
修
正
は
米
価
上
昇
も
と
も
な
っ
て
、
「
盛
徳
金
」
を
二
倍
化
し
て
い
る
。
地
価
修

　
　
正
は
、
「
作
止
金
」
の
増
大
と
い
う
形
で
、
地
主
経
営
の
安
定
化
に
大
き
く
寄
与
し
て

　
　
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
八
八
二
年
以
降
の
「
松
方
デ
フ
レ
」
政
策
の
滲
透
が
、
豪
農
経
営
を
著
し
く
危
機

　
　
　
　
い
ま
ひ
と
つ
の
例
を
、
与
謝
郡
江
尻
村
の
宮
崎
六
左
衛
門
が
書
い
た
「
丹
後
國
与

　
　
　
　
　
　
　
表
一
三
の
よ
う
に
な
る
。
四
～
五
人
の
家
族
と
し
て
一
人
平
均
自
作
農
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
市
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿
論
、
農
家
の
場
合
は
家
計
仕
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
層
以
下
の
生
活
水
準
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
地
主
に
在
て
は
一
歳
の
飯
米

「
麦
作
等
の
間
作
は
あ
り
と
錐
も
其
収
料
と
労
力
と
相
償
い
難
」
い
状
態
に
あ
っ
た
。
縮
緬

　
　
　
　
　
　
仲
買
は
其
商
を
廃
」
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
既
に
民
権
政
社
外
橋
義
塾
は
解
散
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
地
方
請
願
ノ
道
ヲ
杜
絶
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
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時
、
彼
ら
は
大
蔵
省
官
僚
の
神
鞭
知
常
に
接
近
し
、

　
①
　

仙
朋
縮
飼
『
田
脚
仏
個
m
財
政
山
み
篇
第
五
巻
、
　
⊥
ハ
一
二
一
～
「
ご
貝
。

　
②
　
前
掲
『
永
代
雑
誌
』
。

　
③
『
雑
誌
』
（
明
治
二
〇
～
二
三
年
）
。
〔
酉
原
家
文
書
〕

　
④
　
「
田
畑
地
価
修
正
方
法
説
明
書
」
〔
松
方
正
義
文
書
〕
（
黒
田
展
之
前
掲
論
文
「
明

　
　
治
ニ
ニ
年
田
畑
地
価
特
別
修
正
」
、
四
一
七
～
八
頁
よ
り
所
引
）
。

　
⑤
前
掲
『
雑
誌
』
（
明
治
二
〇
～
二
三
年
）
。

　
⑥
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
『
井
上
坐
法
』
史
料
篇
二
（
一
九
六
八
年
）
六
三
～

　
　
八
百
ハ
。
た
だ
し
、
黒
田
展
之
前
掲
論
文
、
四
四
七
～
八
頁
よ
り
繍
…
足
。

　
⑦
原
田
久
美
子
前
掲
論
文
「
自
由
民
権
政
社
の
展
開
過
程
」
六
八
頁
の
第
二
表
参

新
た
な
情
況
打
開
の
道
を
拓
い
て
い
っ
た
。

　
照
。

⑧
西
原
利
兵
衛
で
、

　
し
て
い
る
。

一
八
八
○
年
一
二
月
に
は
一
二
町
八
反
織
の
田
畑
宅
地
を
所
有

⑨
　
『
地
券
証
票
』
、
『
永
代
記
』
他
（
西
原
家
文
書
）
に
よ
る
。

⑩
　
西
原
光
太
郎
『
我
が
母
の
事
を
記
す
』
一
九
三
三
年
、
一
五
頁
。

⑪
　
土
居
我
士
『
貧
天
地
鰻
寒
窟
櫟
叢
記
』
一
八
九
三
年
（
西
田
長
寿
編
『
明
治
前

　
期
の
都
市
下
層
社
会
』
一
九
七
〇
年
）
…
四
六
～
五
〇
頁
。

⑫
地
租
条
例
の
公
布
が
減
租
運
動
・
自
由
民
権
運
動
に
あ
た
え
た
打
撃
に
つ
い
て

　
は
、
遠
山
茂
樹
『
自
由
民
権
と
現
代
』
（
一
九
八
五
年
）
一
四
四
～
七
頁
。

お
　
わ
　
り
　
に

帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

　
こ
の
闘
争
の
成
果
と
し
て
は
、
ま
ず
西
原
利
兵
衛
ら
が
「
公
平
な
租
税
」
要
求
を
か
か
げ
、
地
租
改
正
期
の
「
押
付
反
米
」
を
批
判
し
て
、

＝
二
年
間
の
粘
り
強
い
請
願
な
ど
の
含
法
的
戦
術
に
よ
っ
て
、
二
四
％
弱
の
減
租
1
1
地
価
修
正
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
は
、

政
府
の
一
八
八
○
年
の
地
租
改
正
事
務
局
の
閉
局
、
布
告
第
二
五
号
に
よ
る
地
租
据
置
の
五
年
間
延
期
、
八
四
年
の
地
租
条
例
に
よ
る
地
価
修

正
の
打
ち
切
り
に
対
し
て
、
不
当
な
「
押
付
反
米
」
、
米
価
の
変
動
、
売
買
地
価
と
法
定
地
価
と
の
乖
離
な
ど
を
理
由
に
、
正
々
堂
々
と
た
た

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
的
・
形
式
的
に
は
近
代
的
租
税
と
し
て
の
地
租
と
、
高
額
・
固
定
化
・
地
域
間
不
平
等
と
い
う
地
租
法
の
現
実
と
の

矛
盾
を
鋭
く
衡
い
た
、
美
事
な
自
由
民
権
期
の
「
租
税
共
議
権
」
闘
争
で
あ
る
。

　
次
に
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
層
の
問
題
で
あ
る
。
彼
ら
は
四
～
五
町
歩
の
耕
作
地
主
一
豪
寝
起
で
あ
る
。
地
価
修
正
運
動
は
、
豪
農
層
が
地
租
改

正
に
よ
っ
て
法
認
さ
れ
た
土
地
所
有
を
、
実
質
的
な
農
民
的
土
地
所
有
と
し
て
擁
護
し
て
ゆ
く
闘
争
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
ら
は
一
面
で
は
地
主

的
土
地
所
有
者
で
あ
り
、
小
作
農
民
た
ち
と
の
間
に
は
、
鋭
い
矛
盾
を
孕
ん
で
お
り
、
時
に
は
「
小
前
」
騒
動
と
し
て
矛
盾
が
爆
発
す
る
二
合

43 （847）



が
あ
る
。
一
八
七
二
年
の
三
河
内
・
算
壁
塗
の
「
小
前
」
層
の
「
租
税
平
均
化
」
闘
争
に
対
し
て
、
豪
農
層
は
抑
圧
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
面
で
は
、
「
日
本
の
近
代
は
、
小
前
・
貧
農
層
の
解
放
の
上
に
で
は
な
く
、
抑
圧
の
上
に
成
立
し
た
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

高
額
地
租
が
著
し
く
農
業
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
一
八
七
〇
～
八
○
年
代
の
基
本
矛
盾
は
、
あ
く
ま
で
明
治
政
府
対
雛
耕
作
者
農
民
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
部
の
人
々
の
よ
う
に
豪
農
と
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
層
の
矛
盾
を
過
大
に
評
価
す
る
の
に
は
反
対
で
あ
る
。

　
ま
た
、
丹
後
の
地
価
修
正
運
動
を
見
て
も
、
西
原
ら
は
当
初
村
の
用
掛
と
し
て
運
動
を
推
進
す
る
が
、
一
八
八
○
年
六
月
か
ら
は
「
地
租
修

正
嘆
願
委
員
九
ケ
村
総
代
ト
シ
テ
地
券
掛
へ
陳
情
シ
」
、
八
六
年
「
四
月
ヨ
リ
旧
十
三
大
区
地
租
修
正
嘆
願
委
員
」
と
し
て
運
動
を
展
開
し
て

　
③

い
る
。
八
○
年
か
ら
は
、
勿
論
村
代
表
と
い
う
性
格
は
失
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
渇
村
の
単
位
を
越
え
た
地
租
修
正
嘆
願
委
員
と
い
う
自
覚
的

な
運
動
体
の
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
運
動
の
な
か
で
く
代
表
な
く
し
て
租
税
な
し
〉
と
い
う
「
租
税
共
議
権
」

の
思
想
を
体
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
豪
農
層
の
独
自
な
組
織
性
と
世
界
観
の
獲
得
こ
そ
が
、
散
発
的
な
貧
農
一
半
プ
戸
た
ち
の
闘
争

に
比
べ
て
、
一
三
年
間
の
地
価
修
正
運
動
を
持
続
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
一
八
八
五
年
か
ら
の
豪
農
た
ち
の
地
元
出
身
の
大
蔵
省
官
僚
神
鞭
知
常
へ
の
接
近
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の

か
。
そ
れ
に
は
「
松
方
デ
フ
レ
」
の
影
響
、
天
橋
義
塾
の
解
散
、
地
租
条
例
な
ど
の
前
提
を
ぬ
き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
意

味
で
は
、
こ
れ
ら
の
困
難
な
条
件
の
な
か
で
、
ま
し
て
議
会
も
な
い
時
代
に
、
中
央
政
府
の
情
報
を
得
、
中
央
政
府
の
政
策
を
変
更
さ
せ
よ
う

と
す
れ
ぼ
、
地
元
出
身
の
宮
僚
と
の
パ
イ
プ
を
作
る
と
い
う
方
法
は
、
最
も
有
効
な
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
神
鞭
へ

の
接
近
は
運
動
に
一
定
の
変
質
を
生
み
、
後
に
大
き
な
闇
題
を
残
し
た
。

　
大
き
な
問
題
と
は
、
一
八
九
〇
年
の
第
一
回
衆
議
院
選
挙
に
お
い
て
、
京
都
府
六
区
（
丹
後
）
か
ら
は
神
鞭
知
常
と
小
室
信
夫
が
立
候
補
し
、

神
鞭
が
当
選
し
て
い
る
。
こ
の
選
挙
で
は
元
天
橋
義
塾
の
社
員
が
二
つ
に
分
裂
し
、
熊
野
郡
の
稲
葉
市
郎
右
衛
門
・
西
垣
虎
吉
・
奥
田
新
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
は
小
室
派
と
な
り
、
与
謝
郡
の
神
谷
広
生
・
西
原
利
兵
衛
ら
は
神
鞭
当
選
の
た
め
に
奮
闘
し
て
い
る
。
一
八
八
五
年
か
ら
の
神
鞭
へ
の
接
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
、
地
価
修
正
運
動
を
「
恢
復
的
の
民
権
」
か
ら
「
恩
賜
的
の
民
権
」
に
変
え
、
そ
の
帰
結
が
第
一
回
総
選
挙
に
お
け
る
与
謝
郡
の
神
鞭
派
の
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⑥

結
成
と
な
っ
た
。
私
は
丹
後
の
事
例
か
ら
考
え
て
も
、
地
方
「
名
望
家
」
層
が
、
中
央
の
利
益
誘
導
に
よ
る
「
利
益
集
団
」
に
転
換
し
て
ゆ
く

第
一
の
契
機
が
、
一
八
八
四
年
以
降
の
「
松
方
デ
フ
レ
」
期
に
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
一
八
八
七
年
の
地
価
修
正
が
地
租
改
正
の
手
直
し
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
八
九
年
の
田
畑
特
別
地
価
修
正
に
よ

る
三
二
四
万
円
余
に
の
ぼ
る
減
租
は
、
井
上
毅
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
帝
国
議
会
開
設
前
夜
の
入
心
収
掩
策
と
い
う
性
格
を
強
く
も
っ
た
も
の

で
あ
る
。
高
米
価
と
も
相
共
な
っ
て
八
九
年
地
価
修
正
は
、
豪
農
層
の
寄
生
地
主
化
を
促
迫
し
、
豪
農
層
を
体
制
の
側
に
組
み
込
む
こ
と
に
大

き
な
成
果
を
あ
げ
た
と
考
え
る
。
丹
後
も
ま
た
、
そ
の
典
型
的
な
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

帝國議会開設前夜の地価修正運動（今西）

①
　
木
村
礎
「
日
本
の
共
同
体
」
　
一
九
七
二
年
（
同
『
日
本
村
落
史
』
　
一
九
七
八

　
年
）
二
九
八
頁
。

②
　
例
え
ば
佐
々
木
潤
之
介
の
「
豪
提
・
半
プ
ロ
」
論
。
同
『
幕
末
社
会
劇
』
（
一

　
九
六
九
年
）
、
同
『
世
直
し
』
（
一
九
七
九
年
）
。

　
　
「
世
直
し
」
一
揆
の
歴
史
的
制
約
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
形
成
期
天
皇
制
国

　
家
と
農
民
闘
争
」
（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
史
の
研
究
近
代
登
臨
　
一
九
八

　
四
年
、
所
収
）
参
照
。

③
西
原
利
兵
衛
「
履
歴
書
」
（
西
原
家
文
書
）
。

　
　
尚
、
一
八
八
六
年
八
月
ニ
ニ
日
、
与
謝
郡
加
悦
町
で
は
、
藤
田
伊
助
ら
六
一
人

　
が
、
同
心
脇
村
の
井
上
仙
蔵
、
岩
滝
村
の
小
室
静
三
、
算
所
村
の
西
原
利
兵
衛
に

　
対
し
て
、
「
地
租
改
正
請
願
」
の
委
任
状
を
提
出
し
て
い
る
（
加
悦
町
区
有
文
書
）
。

　
こ
こ
か
ら
も
、
西
原
ら
の
行
動
が
地
主
有
識
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

④
　
小
西
悦
次
郎
編
『
奥
田
家
累
代
懸
隔
（
一
九
三
三
年
）
六
六
～
七
頁
。

⑤
中
江
兆
民
『
三
酔
人
経
論
問
答
』
｝
八
八
七
年
（
岩
波
文
庫
版
、
一
九
六
五

年
）
一
九
七
頁
。

⑥
名
望
家
の
概
念
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
「

　
あ
る
団
体
で
、
報
酬
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
名
目
的
ま
た
は
名
誉
的
な

　
報
酬
を
受
け
る
だ
け
で
、
指
導
や
行
政
の
活
動
を
、
継
続
的
に
、
副
業
と
し
て
お

　
こ
な
う
」
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
『
支
配
の
諸
類
型
』
　
一
九
二
一
年
〔
世
良

　
晃
志
郎
訳
、
一
九
七
〇
年
〕
、
一
八
九
頁
）
。
と
こ
ろ
が
近
代
日
本
の
場
合
、
一
八

　
八
九
年
の
町
村
翻
に
よ
っ
て
制
度
と
し
て
名
誉
職
制
は
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
の
社

　
会
的
墓
盤
を
含
め
て
「
名
望
家
」
の
形
成
は
脆
弱
で
あ
っ
た
。
私
は
、
自
己
の
私

　
的
利
益
の
た
め
に
セ
ク
ト
的
に
形
成
さ
れ
て
く
る
地
主
層
の
集
団
を
「
利
益
集

　
団
」
と
呼
び
た
い
。
「
利
益
集
団
」
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
ス
ー
ウ
ル
リ
ヒ
・
ヴ
ェ

　
ー
ラ
ー
の
『
ド
イ
ツ
帝
国
』
一
九
七
四
年
（
大
野
英
一
で
肥
前
栄
一
訳
、
一
九
八

　
三
年
）
や
木
谷
勤
『
ド
イ
ツ
第
二
帝
制
史
研
究
』
（
一
九
七
七
年
）
参
照
。
私
の

　
場
禽
は
、
近
代
日
本
の
「
名
望
家
」
暦
の
運
動
を
、
身
分
団
体
の
解
体
↓
民
衆
結

　
社
↓
「
利
益
集
団
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
考
え
て
い
る
。
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丹
後
に
お
け
る
地
価
修
正
運
動
（
略
年
表
）

年
　
次

一
八
七
二

一
入
七
圏

一
八
七
五

与

謝

郡

｝

一
〇
月
二
〇
日
　
地
券
公
布
（
地
券
掛
・
糸
井
市
郎
兵
衛
）

一
一
月
エ
ハ
日
　
弓
木
村
玉
国
寺
へ
地
券
掛
官
H
吏
出
張

三
河
内
村
「
小
前
」
騒
動

算
所
村
「
小
前
」
騒
動
（
～
七
七
年
五
月
～
日
終
憶
）
　
〔
永
〕

他
　
　
の
　
　
諸
　
　
郡

【
中
郡
】
秋
、
地
租
改
正
の
実
地
測
量
開
始
　
〔
朱
〕

七
月
　
　
豊
岡
県
参
購
田
中
光
儀
の
免
官
　
〔
公
〕

八
月
七
日
　
三
河
内
村
小
学
校
に
お
い
て
大
蔵
省
混
織
ハ
依
田
昌
言
他
、

　
・
地
位
等
級
・
利
子
等
に
付
説
諭
　
〔
永
〕

地
券

【
中
郡
】
夏
、
大
蔵
省
官
員
椙
山
・
依
田
出
張
、
実

　
地
測
量
済
　
〔
未
〕

九
月
　
　
周
枳
村
「
乍
恐
以
書
付
奉
歎
願
候
」
を

　
豊
岡
県
に
提
出
　
〔
（
地
）
〕

一
〇
月
　
　
豊
岡
町
養
源
寺
に
お
い
て
管
内
一
般
区
戸
長
招
集
、
収
穫
米
麦
・
送
金
・
利
子
の
公
示
　
〔
未
〕

【
中
郡
】
一
〇
月
　
　
区
・
戸
長
ら
区
会
所
に
て
評

　
議

　一

Z
月
　
　
峯
山
町
禅
昌
寺
に
豊
岡
県
権
参
事
大

　
野
右
仲
出
張
、
版
穫
米
他
決
定
　
〔
未
〕

秋
　
　
大
蔵
省
官
員
桜
井
勉
、

　
示
　
〔
朱
〕

中
閣
地
方
よ
り
帰
島
。
盤
岡
県
権
幕
三
吉
周
亮
、
米
麦
反
収
・
宅
地
線
金
・
利
子
等
の
引
直
し
を
公

一
一
月
　
　
「
＝
二
大
区
副
区
長
岩
誠
親
雄
地
租
改
正
口
付
建
議
歎
願
譲
」

を
豊
㎜
凹
鳳
小
へ
提
山
山
　
〔
日
［
、
明
治
一
七
年
〕

一
二
月
六
環
　
権
令
三
吉
周
亮
他
地
単
坐
・
警
部
・
巡
査
出
張
、
宮
津
町
三

上
金
兵
衛
宅
に
て
戸
長
兼
地
券
総
代
人
石
川
三
郎
助
（
後
野
村
）
を
逮
捕

智
源
寺
に
て
第
＝
二
大
区
戸
長
・
用
掛
他
を
召
集
、
三
日
三
夜
応
接
の
末
、

収
穫
米
引
直
し
を
決
定

　
一
三
大
区
鳥
居
講
区
長
免
職

【
中
郡
】
　
一
一
月
六
日
　
由
T
郡
ゴ
一
五
町
村
「
地
租
改

　
正
二
付
歎
願
書
」
を
豊
岡
県
へ
提
出

一
二
月
一
九
日
　
周
枳
村
「
乍
恐
書
付
ヲ
以
奉
再

　
歎
願
候
」
を
量
岡
旧
県
へ
提
出
　
〔
出
小
〕

政
府
・
府
の
対
応

七
月
地
租
改
正
事
務
局
、
地

　
位
等
級
体
系
の
整
備
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帝国議会開設前夜の地緬修正運動（今西）

一
八
七
六

一
八
七
七

一
八
八
○

一
八
八
一

穴
小
区
（
四
辻
・
岩
屋
・
幾
地
・
三
河
内
・
加
悦
奥
・
算
所
村
）
反
米
の

増
追
加
を
拒
否

一
二
月
一
九
日
　
農
民
は
地
租
改
正
の
「
御
請
書
之
夏
」
を
蟄
岡
県
へ
提
出

　
O
永
〕

八
月
二
一
日
　
豊
岡
県
は
廃
止
、
丹
波
天
田
郡
と
丹
後
五
郡
は
京
都
府
へ
移
管

九
月
二
四
日
　
与
謝
郡
第
一
、

　
謝
…
郡
へ
提
出
　
〔
地
〕

二
区
「
地
租
改
正
之
義
二
付
歎
願
書
」
を
与

【
天
田
郡
】
二
月
一
　
一
目
　
天
田
郡
総
代
「
田
畑
利

　
子
御
引
申
置
シ
願
」
を
山
凧
都
府
…
へ
提
山
川
　
〔
地
〕

【
中
郡
】
三
月
八
日
　
中
郡
各
区
総
代
「
地
租
改
換

　
之
義
二
付
歎
願
書
」
を
京
都
府
へ
提
出
　
〔
地
〕

一
〇
月
＝
二
預
　
周
枳
村
「
地
租
改
正
税
金
御
取

　
下
ケ
願
」
を
山
尽
都
府
へ
提
山
悶
　
〔
（
地
）
〕

【
加
佐
郡
】
（
月
日
未
詳
）
加
佐
郡
第
一
区
「
地
組

　
御
改
正
之
義
二
付
畑
歎
願
融
口
」
を
山
承
都
府
へ
提
山
国

五
月
二
〇
日
　
太
政
官
布
告
御
二
五
号
「
地
価
ハ
明
治
一
八
年
迄
之
ヲ
据
置
」

五
月
　
　
各
組
惣
代
「
地
租
御
事
正
之
儀
二
瀬
歎
願
書
」
を
京
都
府
へ
提
出

六
月
一
六
日
　
江
尻
村
の
慈
光
寺
に
お
い
て
地
券
掛
り
官
員
吉
澄
・
高
田
と

　
旧
一
二
大
区
与
謝
郡
七
・
八
・
九
組
代
表
と
江
尻
村
ら
一
二
戸
長
が
懇
談
。

　
地
租
再
改
正
か
据
置
の
意
見
ま
と
ま
ら
ず
　
〔
宮
六
〕

山ハ

轟
雌
�
齠
�
福
g
　
与
謝
…
郡
第
五
総
　
「
地
租
習
冊
改
正
願
」
　
ψ
僧
山
尽
都
府
へ
提
出

　
〔
地
〕

【
天
田
郡
】
京
都
府
へ
地
租
再
改
正
を
願
い
出
て
い

　
る
　
〔
地
〕

一
月
一
〇
日
　
大
蔵
卿
佐
野
常
罠
、
検
査
官
派
遣
を
約
束
（
有
尾
敬
重
を
派
遣
）
　
〔
府
〕

五
月
一
〇
日
～
一
一
日
宮
津
分
宮
神
官
宅
に
て
適
中
会
議
、
意
見
対
立

　
〔
日
、
明
治
～
四
年
〕

五
月
一
ニ
ヨ
　
与
・
謝
剛
郡
儲
究
ハ
加
組
「
地
租
修
正
之
義
二
付
細
歎
願
…
澱
周
」
を
郡
長
へ

　
提
出
　
〔
岩
〕

同
μ
R
［
　
左
ノ
謝
剛
郡
第
四
細
脚
「
今
般
御
刊
利
加
解
侯
二
付
御
答
及
願
灘
q
」
を
郡
長
へ
提

　
出

【
天
田
郡
】
　
五
月
二
九
日
郡
長
と
一
三
組
戸
長

　
　
「
昨
＝
二
年
差
出
置
候
修
正
願
書
」
の
下
付
を

　
願
い
出
る

三
月
一
一
日
　
京
都
府
、
再

　
改
正
を
地
改
正
事
務
局
へ

伺
う
　
〔
府
〕

九
月
三
〇
日
　
京
都
府
、
地

　
租
地
価
修
正
の
儀
を
大
蔵

　
卿
へ
伺
う
　
〔
府
〕

五
月
　
山
尽
都
府
、
天
田
郡
へ

願
書
を
下
戻

七
月
　
京
都
府
、
与
謝
郡
第

　
四
組
へ
「
聞
居
候
」
と
返

　
答
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年
次

一
八
八
四

一
八
入
五

一
八
八
六

一
八
八
七

与

謝

郡

七
月
　
　
同
第
四
組
「
地
租
修
正
願
一
一
付
再
願
」
を
京
都
府
へ
提
出

他
　
　
の
　
　
諸
　
　
郡

〔
地
〕
一

（
月
日
未
詳
）
加
佐
、
竹
野
、
中
、
熊
野
、
与
謝
、
天
田
郡
長
「
地
価
修
正
正
儀
二
軍
伺
」
を
京
都
府
へ
提
出
　
〔
地
〕

三
月
一
五
日
　
地
租
条
例
公
布
、

九
月
　
　
天
橋
義
塾
の
解
散

地
租
改
正
法
条
例
等
廃
止

（
月
日
未
詳
）
西
原
利
兵
衛
ら
生
糸
商
倉
橋
六
兵
衛
を
通
し
て
大
蔵
省
収
税

　
局
次
長
神
鞭
知
常
へ
接
近
　
節
氷
〕

七
月
一
〇
日
　
与
謝
郡
滝
村
外
三
六
町
村
「
地
租
改
正
之
義
二
付
歎
願
書
」

　
を
京
都
府
へ
提
出
　
〔
地
〕

八
月
二
二
日
　
与
謝
郡
加
悦
町
で
藤
田
俳
助
ら
六
一
人
が
、
井
上
仙
蔵
、
小

　
室
静
三
、
西
原
利
兵
衛
に
対
し
て
、
「
地
租
改
正
請
願
」
の
委
任
状
を
提

　
出
　
〔
加
〕

一
〇
月
一
九
日
　
与
謝
郡
四
ケ
町
四
ニ
ケ
村
「
地
窟
改
正
之
義
二
付
再
願

　
書
」
を
山
暴
都
府
…
へ
提
出
　
〔
地
〕

（
月
日
未
詳
）
丹
後
国
与
謝
郡
雲
原
村
外
四
一
村
四
ケ
町
村
「
地
租
修
正
之

　
義
二
付
請
願
書
」
を
大
蔵
大
臣
松
方
正
義
に
提
出
　
〔
地
、
廿
年
日
勃
曲

一
月
二
三
日
、
一
一
四
日
　
知
事
北
垣
国
道
東
上
に
付
、
西
原
利
兵
衛
ら
颪
談

　
を
申
し
込
む
（
不
成
功
）

三
月
七
日
　
西
原
、
小
室
静
三
ら
郡
長
陶
不
窟
次
郎
と
面
談

五
月
一
蓋
日
　
地
程
修
正
の
件
に
付
、
西
原
、
小
室
、
倉
橋
六
兵
衛
、
糸
井

　
徳
之
助
ら
協
議
。
西
原
光
太
郎
、
土
肥
八
郎
兵
衛
よ
り
の
書
状
、
伝
言
を

　
持
っ
て
東
京
よ
り
帰
国

五
月
二
六
日
有
志
協
議
、
陶
郡
長
と
面
談
　
〔
雑
、
明
治
二
〇
～
ご
三
年
〕

七
月
一
〇
目
　
京
都
府
、
地
価
修
正
を
通
達
（
旧
豊
岡
県
の
み
）
　
〔
地
〕

七
月
一
三
日

七
月
一
四
目

七
月
一
七
日

知
事
代
理
大
坪
格
収
税
長
来
宮
津
、

郡
長
、
請
願
人
総
代
ら
懇
親
会

旧
一
三
大
区
各
町
村
休
暇

懇
親
会

政
府
、
府
の
対
応

京
都
府
、
与
謝
郡
に
「
凶
聞

　
届
」
と
返
答
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七
月
二
四
日
　
旧
一
区
・
二
区
＝
ニ
カ
村
有
志
者
懇
親
会
　
〔
雑
、
明
治
二
〇

～
二
三
年
〕

一
八
八
七

一
二
月
ご
○
日
　
郡
部
議
員
二
〇
名
京
都
倶
楽
部
に

会
し
、
地
租
軽
減
の
建
白
書
元
老
院
呈
出
を
決
定

一
八
八
八

一
月
一
一
日
中
元
老
院
宛
「
地
租
軽
減
を
要
望
す
る
建
白
書
」
西
原
宅
へ
到

一
月
　
　
乙
訓
郡
・
葛
野
郡
で
署
名
運
動
展
開

京
都
府
、
署
名
運
動
を
弾
圧

着

〔
日
〕

一
月
一
二
日
　
西
原
、
糸
井
、
小
松
九
郎
右
衛
門
ら
署
名
、
郵
送
　
〔
地
〕

一
八
八
九

八
月
二
六
日
　
田
畑
特
別
地
価
修
正
（
京
都
府
全
域
）

九
月
四
日
　
大
坪
格
収
税
長
、
郡
長
、
有
志
者
ら
加
悦
町
宮
津
高
等
小
学
校

に
お
い
て
祝
宴
　
〔
雑
、
明
治
二
〇
～
二
三
年
〕

九
月
七
日
　
与
謝
郡
府
中
村
雛
神
社
に
お
い
て
地
価
低
減
の
祝
宴
　
〔
ほ
〕

出
典
一
〔
永
〕
”
『
永
代
雑
誌
』
、
〔
宋
〕
“
『
未
世
心
得
之
為
二
』
、
　
〔
公
〕
”
公
文
録
、
〔
（
地
）
〕
”
『
地
券
編
輯
記
』
、
〔
地
〕
”
『
地
租
修
正
録
附
雑
記
』
、
〔
宮
山
〕
“
宮
崎

　
　
六
左
衛
門
『
日
誌
明
治
一
三
年
』
、
〔
日
、
明
治
　
七
年
〕
”
『
日
誌
　
明
治
一
七
年
』
、
〔
日
、
明
治
一
四
年
〕
”
『
日
誌
　
明
治
一
四
年
』
、
〔
岩
〕
”
口
糧
役
場
文
書
、

　
　
〔
加
〕
”
加
悦
町
区
有
文
書
、
〔
府
〕
”
府
庁
文
書
、
〔
雑
、
明
治
二
〇
～
二
三
年
〕
”
『
雑
誌
　
明
治
二
〇
～
二
三
年
』
、
〔
日
〕
一
『
日
毘
新
聞
』

帝国議会開設前夜の地価修正運動（今西）

　
〔
付
記
〕
　
調
査
や
文
書
使
用
を
許
し
て
下
さ
っ
た
西
原
正
夫
・
糸
井
滋
泰
・
宮
崎
佳
和
・
小
室
卓
三
氏
、
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
、
加
悦
町
教
育
委

員
会
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
豊
岡
市
史
編
集
室
、
大
宮
町
誌
編
纂
委
員
会
、
国
立
国
会
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
調
査
を
御
援

助
下
さ
っ
た
、
中
島
利
雄
・
原
田
久
美
子
・
百
田
昌
夫
・
菅
原
憲
二
・
高
久
嶺
之
介
・
石
川
登
志
雄
・
飯
塚
一
幸
・
奥
村
弘
・
松
井
智
子
氏
、
御
指
導
を
た

ま
わ
っ
た
三
好
正
喜
・
中
村
哲
・
山
田
達
夫
先
生
、
井
ケ
田
良
治
先
生
と
西
原
家
文
書
研
究
会
、
丹
羽
邦
男
先
生
と
神
奈
川
大
学
大
学
院
、
日
本
史
研
究
会

近
現
代
史
部
会
の
方
々
に
も
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
外
國
語
大
学
非
常
勤
講
師
　
京
都
市
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The　Movement　of　Revaluation　of　Land　before　the

　　Establishment　of　the　lmperial　Diet　：　A　Case　of

　　　　　　　　　Tango丹後in　Kyoto　Prefecture

by

Hajime　lmanishi

　　Hitherto　the　movement　of　revaluation　of　land　before　the　establishment

of　the　lmperial　Diet　has　been　aporia　in　the　historlography．　ln　this　paper

the　author　threw　light　upon　the　historica1　significance　of　this　movement

through　a　concrete　study　of　a　case　in　Tango　region，　the　northen　part

of　Kyoto　Prefecture．　The　movernent　of　revaluation　of　land　in　Tango

began　with　the　petitions　of　1鞄々α中District　and　Yosa与謝District　in

November　1875，　which　were　opposed　to　the　revision　of　the　land　tax

under　the　leadership　of　Tszttomu　Safeurai桜井勉and　Syuswke　Miyoshi三

吉周亮．After　the　abolition　of　7bツoo肋豊岡Prefecture　and　the　transfer

of　control　of　five　districts　in　Tango　and　Amata天田District　in　Tanba

丹波into　Kyoto　Prefecture　in　August　1876，　this　movement　reached

the　first　high　watermark　in　1877．　But　the　movement　faced　a　crisis　of

disintegration　when　an　ins♀♀ctor　Keicho　Ario有尾敬重was　dispatched

and　the　revision　of　the　land　tax　was　refused　by　the　Decree　No．　25　of

the　Cabinet．　Nevertheless　the　movement　continued　and　its　character

changed　from　a　fight　for　reduction　of　the　land　tax　to　a　fight　for　reali－

zation　of　the　first　Provisory　Article　of　the　Decree　No．　25　of　the　Cabinet

about　‘Specia1　Revision　of　Land　Tax’．

　　Under　the　proclamation　of　reguiations　of　the　land　tax　in　1884，　the　disso－

lution　of　Tenleyo－g・加々％天橋義塾and　the　deflationary　policy　by　the　Fi・

nance　Minister　Matsufeata松方，　wealthy　farmers　continued　the　petition

to　the　government　of］Eく：yoto　Prefecture，　bringing　about　better　re！ations

with　Tomotsune　Komuchi神鞭知常，　a　vice－director　of　the　revenue　of且ce

in　the　Finance　Ministry．　And　they　won　the　revision　of　the　land　tax　only

in　former　Toyooka　Prefecture　in　July　1887，　and　then　in　1889　throughout

I〈yoto　Prefecture．　However　the　intimate　relations　of　wealthy　farmers

with　government　othcials　from　that　district　marked　the　first　step　in

changing　of　the　character　of　their　movement　into　‘the　profit　group’．
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